
草の根・人間の安全保障無償資金協力

No 国名 案件名
G/C

締結日
完了日 案件概要 供与限度額 被供与団体名 問題・指摘の概要 原因 これまでの対応及び現状等 今後の対応・教訓等

１ インド
アラバリ職業技能訓練
施設建設計画

2006年1月 2007年3月
貧困農村地域において若者を対
象とした職業訓練施設を建設する
もの。

¥7,106,298
アラバリ教育
協会

運営開始後、イスラム教徒生徒に対する宗教
的不寛容な指導が原因で地域住民の排斥運
動が生じ、学校が休校に追い込まれている。

開校時の校長（ヒンドゥー教徒）が授業中の脱
帽をイスラム教徒の生徒に対して求めたとこ
ろ、宗教的反発から周辺住民との関係が悪化、
嫌がらせ等により職業訓練施設生徒が全員退
学する事態を招き、学校運営が中断している。

大使館では、2008年3月、2010年10月、2011年3月、同年7月及び2013年1月に職業
訓練施設の早期の再開を目指し、被供与団体へ地域住民への事業の周知徹底や
生徒集めを継続して進めるように指導した。
被供与団体では、問題の発端となった校長を解任するもともに、地域住民への事
業趣旨の説明、新規生徒の募集を試みているが学校再開には至っていない。
なお、被供与団体は今回の職業教育施設に先立ち2001年度の草の根無償にて初
等中等学校を開校しているが、こちらは地域にも受け入れられており、この活動を
足がかりに住民への信頼回復について地道な活動を行うことで、職業訓練の早期
再開を目指している。

早期の職業訓練の再開に向け引き続き働きかけを実施する。
引き続き、案件審査にあたって対象事業が地域住民からの支
持を得ているか等の持続可能性を重視していく。

２ インド
障害者と貧しい女性の
ための職業訓練施設兼
医療施設建設計画

2006年9月12日 2007年11月8日

「障害者支援の会」が西ベンガル
州アトパラ村において障害者と貧
しい女性を対象とした職業訓練施
設兼医療施設（一部備品含む）の
建設を行うプロジェクトに対して資
金協力を行うもの。

¥4,174,044 障害者支援の会

当初計画では、職業訓練施設の利用者数200
名を想定していたが、今回の調査（2013年1月
実施）では利用者名簿に45名の名前が記録さ
れていたものの、当館職員の訪問時には裨益
者も訓練士の存在も確認できなかった。訓練
用機材（被供与団体が整備したもの）は盗難
を理由に数が不足しており、使用されている
形跡も見られなかった。

被供与団体が資金不足に陥り、職業訓練施設
を運営する資金が不足していることによる。他ド
ナーへの資金支援を要請しているが、どこから
も資金を得られていない。資金不足により，現
在団体正規スタッフがいない状況であり、団体
の運営自体も危機的状況にある。

フォローアップ時（2010年12月）に新規の資金支援先を捜すようにアドバイスした結
果、コンピューターの研修に対してのみではあるが、国営のインド石油会社から援
助を得られることとなった。しかし、今回の調査でコンピュータ（被供与団体が他ド
ナーの資金支援を受けて整備したもの）が全て盗難に遭い（被供与団体説明）現在
研修は行われていない。新規資金援助先発掘と機材の盗難防止の対策を早急に
とること（鍵の修復等）を当館より要請した。

団体に引き続き働きかけを継続し、団体代表より改善提案書
を提出させる。新規ドナーの獲得の努力を行っているか等の
把握に努める。

３
インド
ネシア

シマナウ村及びバトゥ・
バジャンジャン村におけ
る小規模水力発電施設
修復計画

2010年11月12日

2009年１０月のパダン沖で被害を
受けた西スマトラ州ソロック県の２
村における小規模水力発電施設
を修復するもの。

¥2,979,518
ソロック県協同組合・
工業・商業局

事業地の一つであるシマナウ村において、修
復された発電施設を使用できていなかった。

2011年1月に起こった大雤による土砂崩れの影
響で、シマナウ村に設置した小規模水力発電施
設の一部（導水管。ただし、本案件での供与品
目ではない。）に被害が発生したため。

2011年5月に在インドネシア大使館担当者が調査を実施。その際、あわせて地元地
方自治体であるソロック県知事を表敬訪問し、ソロック県の予算手当で復旧するよ
う依頼。知事はソロック県の予算で復旧させる旨、明言したが、H2011年8月時点で
は予算は未手当。

地元自治体の自助努力により本件被害が復旧されるように引
き続き慫慂する。

４
インド
ネシア

東ジャワ州プロボリンゴ
県シティ・ファティマ産婦
人科・小児科病院医療
施設建設計画

2011年3月10日 2011年10月3日

東ジャワ州プロボリンゴ県のシ
ティ・ファティマ産婦人科・小児科
病院に救急治療室を備えた医療
施設を建設し、地域住民の医療保
健環境を向上させるもの。

¥8,638,130
シティ・ファティマ産
婦人科・小児科病院

医師数が不足する状況が続き、患者数が激
減したため、施設が有効に活用されていな
かった。

県知事と病院医院長の間の政治的な確執のた
め、県から派遣される医師等の離職が発生した
ためとされる。

同病院は、2013年1月以降、隣のプロボリンゴ市から期限付きで3名の医師（専門
医）を受け入れており、依然として以前の医師数を下回っているものの、患者を呼
び戻すべく鋭意広報活動を行っている。

引き続き被供与団体（病院）と連絡を密にし、フォローアップを
行う。

５
カンボ
ジア

カンポット州チョンキリ郡
小学校校舎建設計画

2005年9月2日

カンポット州チョンキリ郡のチョム
カルレウ小学校に鉄筋コンクリー
ト校舎１棟５室、トイレ１棟２室、手
押し式井戸１基を建設するもの。
また、同校舎には、学校用機材と
して、机椅子及び黒板を併せて設
置するもの。

¥2,461,642
ファミリーヘルスプロ
モーション（ローカル
NGO）

被供与団体の代表（当時）による供与資金の
不正使用があった。

案件実施中に、被供与団体の代表（当時）が、
建設資金として供与した23、006米ドルのうち、
12,462.13米ドルを引き出し、使途不明となって
いる。

2007年8月、被供与団体は同元代表を横領罪で告発し、裁判が継続中。
2010年9月21日に現地視察により現状を確認したところ、校舎建設については、現
在、校舎内の床・周辺の犬走りの舗装、及び壁のモルタル塗り等が依然として未完
了。これを踏まえ在カンボジア大使館より、供与資金の返納又は独自予算による建
設計画の完了を要請するレターを発出。
2011年4月、現状を確認したところ、同元代表から校舎建設を自ら完了する旨の申
し入れがあり、4月22日及び6月29日現地視察により、校舎床の舗装が実施されて
いることを確認した。在カンボジア大使館から、教育省に対しても、協力を依頼し
た。
2012年3月及び8月、現状を被供与団体に確認したところ、校舎前階段の工事、壁
のモルタル塗り及び壁の塗装が元代表により実施された旨連絡を受けた。現在、
屋根骨組みの補強、ＯＤＡマークの設置工事が未了の状況。

引き続き、裁判の経過を注視しつつ、被供与団体に対し、自
己予算により建設計画を完了するよう求めていくとともに、供
与資金のうち事業計画どおりに使用されなかった資金は返納
するよう要請していく。

６
スリラ
ンカ

アヌラーダプラ県干ばつ
地域における農業用井
戸建設計画

2008年9月26日 2009年9月22日
干ばつが深刻なアヌラーダプラ県
マッディヤマ・ヌワラガンパラタ郡8
村に農業用井戸15基を建設する。

¥5,481,630 女性開発協会

井戸15基が私有地に建設されており、地域で
農業用井戸として共有されていると判断でき
ない。

井戸が民家の裏庭などに建設された上、それを
地域で共有するためのアクセス道が整備されな
かった。
また、農業用井戸として整備されたものの、住
民は田畑に大規模に水を供給するよりは、養鶏
やレンガ造り、家庭菜園による野菜栽培等に井
戸水を利用することを優先した。

2012年3月に行われた本邦ＮＧＯとのフォローアップ事業による現地訪問で指摘を
受けて以降、4度の現地訪問を行い改善を促している。
地域を管轄する郡役所及び村役場も交えて検討した結果、井戸の共有化及び井戸
へのアクセスを改善することで合意した。現在手続き中。
各井戸の裨益者グループによる共有化への同意を示す書類(名簿と署名を含む)を
入手済み。また、ヒアリングでも、共有化しているとの回答を得ており、実態を確認
中。
農業以外ではあるが、同井戸を生計向上に活用していることを確認した。

井戸へのアクセスの改善について、引き続き郡役所、村役場
及び被供与団体に早期改善を促す。
今後は、裨益効果がより明確になるよう、案件審査時に計画
内容をより細かく聴取するとともに、事前調査の際には住民か
らの聞き取りを詳細に行い、真の住民ニーズ把握に努める。
当該団体の過去の実績を、関連ドナー等からも詳細に聴取
し、被供与団体の的確性の判断に生かす。
案件完了時の現地モニタリングを徹底し、案件に問題がある
場合の早期把握と対応に努める。

７
スリラ
ンカ

アヌラーダプラ県干ばつ
地域における農業用井
戸建設計画

2009年12月22日 2010年12月21日

干ばつが深刻なアヌラーダプラ県
マッディヤマ・ヌワラガンパラタ郡8
村に農業用井戸15基を建設する。
（2008年度案件とは、対象地が異
なる）

¥4,900,225 女性開発協会

2008年度案件と同様、井戸15基が私有地に
建設されており、地域で農業用井戸として共
有されていると判断できない。

2008年度案件と同様、井戸が民家の裏庭など
に建設された上、それを地域で共有するための
アクセス道が整備されなかった。
また、農業用井戸として整備されたものの、住
民は田畑に大規模に水を供給するよりは、養鶏
やレンガ造り、家庭菜園による野菜栽培等に井
戸水を利用することを優先した。

2012年3月に行われた本邦ＮＧＯとのフォローアップ事業による現地訪問で指摘を
受けて以降、4度の現地訪問を行い改善を促している。
地域を管轄する郡役所及び村役場も交えて検討した結果、井戸の共有化及び井戸
へのアクセスを改善することで合意した。現在手続き中。
各井戸の裨益者グループによる共有化への同意を示す書類(名簿と署名を含む)を
入手済み。また、ヒアリングでも、共有化しているとの回答を得ており、実態を確認
中。
農業以外ではあるが、同井戸を生計向上に活用していることを確認した。

井戸へのアクセスの改善について、引き続き郡役所、村役場
及び被供与団体に早期改善を促す。
今後は、裨益効果がより明確になるよう、案件審査時に計画
内容をより細かく聴取するとともに、事前調査の際には住民か
らの聞き取りを詳細に行い、真の住民ニーズ把握に努める。
当該団体の過去の実績を、関連ドナー等からも詳細に聴取
し、被供与団体の的確性の判断に生かす。
案件完了時の現地モニタリングを徹底し、案件に問題がある
場合の早期把握と対応に努める。

８ タイ
洪水被災地における水
供給システム復旧計画
（ナムマン地区）

2007年1月8日 2008年2月29日

地方自治体が申請団体の案件
で、緊急的要素の強かった支援。
洪水により、既存の水道システム
が全く使用できなくなった被災地
の住民に対し、水を供給するシス
テム復旧への資金協力を行うも
の。

¥8,932,160
ウッタラデット県ター
プラー郡ナムマン地
区行政機構

当初計画では539世帯が使用する想定だった
が、124世帯が使用しているのみとなってい
た。なお、他世帯は村民代表が水管理や料金
徴収を行い、洪水で壊れた設備を復旧して水
道維持管理を行っている。

緊急支援ということもあり、住民のニーズを十分
に把握できなかったため。

被供与団体に対して在タイ大使館から書簡を発出して状況を把握するとともに、十
分活用するよう働きかけを行ってきたところ、当初の計画に比べて規模は小さいも
のの、活用されている実態もある（ただし、大きな改善が見込めているとは言えな
い）。

緊急支援ということもあり、タイ地方自治体から強い要請を受
け、支援の方向性を短期間で決めたが、住民のニーズを更に
正確に把握することが望ましかった。
途中から地方自治体は関与しておらず、地方自治体からの申
請も慎重に審査する必要がある。

９ タイ
タイ東北地方における障
害児教育支援事業

2006年1月5日 2006年11月24日
下肢障害児の就学率向上のため
10の学校に車いす用のトイレとス
ロープを設置するもの。

¥1,385,757
財団法人アジア車い
す交流センター・タイ
ランド

障害児童が卒業等でいなくなった学校もあり、
10校で設備を設置する予定だったが、実際に
設備が整備されたのは9校となった。
その後さらに障害児童の減尐が進み、障害児
童が在学する学校は、2010年現在は4校と
なっており、2011年には2校に減尐する見込
み。

障害児童の減尐のため。

被供与団体に大使館から書簡を発出して状況を把握するとともに、十分活用するよ
う働きかけを行ってきたところ。
2011年度、支援した9校のうち、5校は障害者児童がいないため、不使用となった。
2012年度、9校ともに障害児童がいない状況となった（卒業、死亡による）。

対象地の障害児数は多いとのデータもあるところ、何故障害
児の新規入学者がいないのかについて、障害者用の学校の
新設等の外部要因があったかどうかも含め、被供与団体が調
査中。

改善すべき点などがある案件（全案件を掲載）

（注）本リストは、外務省が改めて把握できる範囲で調査した情報に基づくものです。今後新たな事実が判明した場合には記載の内容
に変更がありえます。



１０ タイ
チェンマイ県プラオ郡尐
数民族自立研修セン
ター建設計画

2010年1月12日 2011年1月27日

尐数民族の経済的自立に向け
て、研修やセミナーを実施するた
め、宿泊施設を備えた研修セン
ターを建設する。

¥7,871,150 タイ－ラフ財団

工事は予定どおり完了し、建物に問題はない
が、研修による活用の頻度が低い。
（目標：回数 22/年、延べ参加者数 852名、実
績（2012年）：回数 3/年、延べ参加者数 95名）

被供与団体が、支援対象の研修センターにお
ける研修ではなく、尐数民族の各村内における
研修を重視するようになったため。

2012年12月、在チェンマイ総領事館より書簡を発出し、今後センターの活用を高め
るとともに、25年度の使用計画を提出するよう要請した。

使用計画の確認や、必要に応じてサイト訪問を行うなど、きめ
の細かいフォローアップを行う。

１１ タイ
チェンマイ県メーアイ郡
バーンパゴー学校生徒
寮建設計画

2009年1月27日 2009年6月16日
バーンパゴー学校の女子寮1棟
（定員48名）の建設、及び備品購
入に対する支援

¥5,551,110 バーンパゴー学校
女子寮は定員48名であるが、2012年12月時
点において、寮生は3名のみとなっている。

当初の予想以上に当該地域の交通の便が向上
したことや、廃止予定であった学校の送迎用バ
スが教育省予算で継続して運営されていること
が原因と考えられる（現在、生徒全体の91.8％
（前年度87.6％）が同送迎バスを利用してい
る）。

現状は、寮の空きスペースを保健室、資料展示室として利用。2012年12月、在チェ
ンマイ総領事館より書簡を発出し、今後の運営方針の再検討を求めている。

タイ北部では、経済発展に伴い、郡レベルの公共交通事情が
急激に変化しており、留意が必要である。

１２ タイ
ナンプーン学校校舎建
て替え計画

2007年9月14日 2008年10月5日
小中併設学校において、老朽化し
た中学生用の校舎及びトイレの建
て替えを支援するもの。

¥4,574,300 ナンプーン学校

生徒の大幅な減尐。中学校では、生徒数が30
名（2006年度）から5名（2009年度）に減尐。小
中学校全体では、生徒数が80名（2006年度）
から30名（2009年度）に減尐している。

隣村の学校新設などにより、生徒数が増加しな
かったため。

被供与団体に対して在タイ大使館から書簡を発出して状況を把握するとともに、十
分活用するよう働きかけを行ってきた。一方、2009年には中学校が閉鎖されてい
る。当初の目的である「中学部の校舎改善による生徒数増」、という目的は達成さ
れる見込みがない。2011年度の小学校の生徒のみで数は22人となっている。2012
年度は23名。
校舎については、小学部が活用している。

事前調査時に隣村に学校建設計画があったことは把握できて
おらず、今後はより広域な視点で調査をする必要がある。今
後とも被供与団体に校舎の一層の活用を求めていく。

１３ タイ
ピサノローク県における
ＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染者支援
計画

2008年2月29日 2009年2月19日
ＨＩＶ／ＡＩＤＳの感染者の宿泊施設
建設を支援するもの。

¥5,807,212
スワンロムバラミー
寺

当初計画は宿泊施設への入居はＨＩＶ／ＡＩＤＳ
感染者44名（地域住民）を予定していたが、
2010年3月の時点では2名と当初の計画より大
幅に減尐した。

被供与団体のオーナーシップが欠けており、計
画における施設利用見通しが甘かったため。

当初計画ではＨＩＶ／ＡＩＤＳの感染者の支援がメインとなっていたが、実際は麻薬患
者等も施設を利用しているをはじめ、学生や青尐年も含む幅広い対象者へと利用
層を拡大している。在タイ大使館としては、利用の拡大を働きかけていたが、2012
年度の宿泊施設の利用は計15名が報告されている。
在タイ大使館から被供与団体に対し、当初計画どおりの使用を促している。
【今後は】県外からも受け入れ可能とすることから、入居者の増加が期待される。
（入居は短期的でその間に啓発活動等を行い、地域社会に復帰する計画である）
多目的棟については、計画通り感染者の精神回復研修、自己管理研修等に使用さ
れている。おり、昨年度は約1、000名の利用者があった。ただし、活動がない日数
も多く、稼働率としては低い状況にある。

プロジェクトのオーナーシップについて可能な限り注意して見
極める必要がある。
ニーズアセスメントは申請者のデータのみに基づくのではな
く、広く関係者から情報を入手すべき。

１４ タイ
ランパーン県ンガオ郡有
機農業推進センター建
設計画

2010年1月20日 2010年9月8日

有機農業推進と住民の生活基盤
安定のための研修・実習用に、宿
泊施設を備えたセンターを建設す
る。

¥9,066,120
タイボランティアサー
ビス財団

工事は予定どおり完了し、建物に問題はない
が、研修の活用頻度が低い。
（目標：回数 45/年、延べ参加者数 7,800名、
実績（2012年）：回数 2/年、延べ参加者数 334
名）

被供与団体の財政事情により、自己負担分の
付属施設（養殖池、実験農場等）が未整備であ
ること、及び住民が各自の村における研修を希
望しているため。

2013年1月、事業完了2年後フォローアップを実施したところ。総領事レターを発出
し、改善を求める予定。

被供与団体の財政状況を確認した上で、必要に応じてサイト
訪問を行うなど、きめの細かいフォローアップを行う。

１５ タイ
津波被災者のためのさ
をり織り研修センター建
設計画

2006年2月22日 2007年2月3日

2004年12月26日に発生した津波
被災者の所得向上のため「さをり
織り」の研修センターを建設。当時
50名程度のさをり織メンバーを200
名に増やす計画。研修後は村に
帰りグループ化し、自主販売によ
る自立を目指す。

¥9,757,330 マーヤ・ゴータミ財団

当初は津波の後の職業訓練支援として被災
者のために研修を行っていたが、現在は漁業
等が行えるようになり、一部の研修生は元の
仕事に戻って自立していった。
現在50名程度の研修経験者が被供与団体に
雇用され、商品は被供与団体が販売・管理。
建物は活用されているが、研修生が研修セン
ターを離れて自立するまでには至っていない。

被災後の復興期においてさをり織りによる被災
者支援活動は一定の成果があったと言える。し
かし、津波被災者が作成した商品という付加価
値が薄れる中、販路の確保は容易ではなく、住
民のエンパワメントにつながっていない。

大使館は被供与団体と共に研修生の自立を促す方法を検討している。
なお、現在、研修センターではなく、さをり織りの作業所として利用されている。

災害支援は急を要するが、プロジェクトの規模や内容等につ
いて、可能な限り長期的視点での審査も必要となる。今後とも
同団体と共に自立の方法を考えていく。

１６ 中国
安徽省阜南県人民病院
汚水処理施設整備計画

2009年3月10日

安徽省阜南県人民病院におい
て、市衛生局の排水処理基準及
び必要な排水処理を満たすため、
320トン／日の処理能力を持つ汚
水処理施設を建設するもの。

¥8,394,657
安徽省阜南県人民
政府

2010年6月に被供与団体の上級機関の決定
により、支援対象病院の拡張工事が行われる
ことになった。これに伴い、汚水処理量は320
トン/日から640トン/日に変更。また、規模拡
張の工事（総合問診楼の建設）は2011年3月6
日着工（工期600日）し、合わせて当該汚水処
理施設の変更申請をしようとしているところで
あるが、変更内容の詳細が確定できていない
状態である。（汚水処理施設は未着工）。

被供与団体代表者の説明は以下のとおり。
・2010年6月に安徽省発展・改革委員会の決定
により、当該病院に総合問診楼（面積1.8万㎡）
を整備することとなった。
・これに伴い、要処理汚水量は、当初計画の
550床分から、800床程度まで拡大する見込みと
なったため。

変更内容の詳細が確定され、被供与団体から計画変更申請があったため、内容の
適否について審査中（2013年1月時点）。

案件選定・事前調査・贈与契約の締結などの際には、被供与
団体や上部関係機関に対して関係機関を交えて慎重に計画
立案し、計画変更を要する状況が生じた場合には、可及的速
やかに連絡すること、省・県など各関係機関による事業実施
のための管理監督体制を組織し、連絡をより緊密に行うことな
どについての指導の徹底を図る。

１７ 中国
海南省万寧市三更羅鎮
石福小学校校舎建設計
画

2006年12月11日 2008年3月25日
小学校に校舎（437.76㎡、8室）を
建設するもの。

¥5,405,811
海南省万寧市三更
羅鎮人民政府

2009年9月に廃校が決定し、現在農民の研修
施設として使用されている。

行政、教育効率を高めるための中国政府が進
める農村地域での学校の統廃合政策によるも
の。

同校敷地内に石福村委員会の事務所があり、同委員会が校舎を管理しており、建
物自体には目立つ損傷はないことを確認。
鎮長によれば、四半期に1回同校の2階の教室を使用し、農業技術研修、党員研修
を鎮政府が主催しており、毎回の参加者は約100人程度。利用頻度を高めるため
に、地省政府と地元政府が連携し、新たな研修の設置を検討している。

校舎の利用頻度を高める施策について、住民に裨益するよう
地元政府との意思疎通を図っていく。
学校案件については、中央や省政府の教育政策の変更があ
ることから予見しにくい面はあるも、選定の際には長期的な必
要性を確認し、統廃合の可能性につき十分な検討を行う。

１８ 中国
海南省万寧市南橋鎮小
管小学校校舎建設計画

2006年6月27日 2007年1月10日
小学校に校舎（483.24㎡、8室）を
建設するもの。

¥5,259,069
海南省万寧市教育
局

2010年8月に廃校が決定したが、「小管村農
民訓練基地と自然災害時被災者避難所」に指
定された。

行政、教育公立を高めるための中国政府が進
める農村地域での学校の統廃合政策によるも
の。
2010年に海南省が洪水に見舞われた時に、南
橋鎭政府は被災者約1000名を避難させ、うち約
300人は本プロジェクトの建物に避難し、負傷者
を出すことなく難を乗り越えることができたた
め、現地で美談として語られており、このことが
避難所に指定された一因と思われる。

現在、元校長が駐在して管理しており建物に破損はないことを確認。
これまで校舎を活用し、5～7日間の各種農業作付け栽培技術研修（専門家を招い
て農業経済技術や労働職業技能を伝授したり、成功した農民から経験談を伝える
等の研修）を行ってきたが、今後、更に小管村の住民に裨益する幅広い研修を行う
ために、現在市教育局に属する同建物を適切な部門の管理下において、研修セン
ターとして使うことができないか相談が寄せられている。

地元住民に裨益する形で施設の有効活用がなされるようフォ
ローしていく。
学校案件については、中央や省政府の教育政策の変更があ
ることから予見しにくい面はあるも、選定の際には長期的な必
要性を確認し、統廃合の可能性につき十分な検討を行う。

１９ 中国
黒龍江省ハルビン市双
城市団結郷日中友好育
人小学校校舎建設計画

2008年10月14日
老朽化した小学校に校舎を新設
し、教育環境の整備を行うもの。

¥9,995,076 双城市人民政府 建設が開始されていない。

農地に新校舎を建設する計画であったが、土地
使用に関する法令が変更になり農地での建設
が許可されず、建設場所変更を余儀なくされ
た。その後、建設準備段階で市内の学校統廃
合計画により、同小学校が廃校になることが決
定。
裨益予定であった同校児童が通うことになる小
中一貫校の校舎を草の根と地元政府負担で建
設したいという要望が出されたが、地元政府負
担分の資金調達の目処が立っていない。

建設場所変更の連絡を受け、移転先についての詳細な状況を書面にて確認し、
2010年7月に変更申請を提出。翌春に施工開始、夏には竣工との報告を受けてい
た。しかし同年11月に学校統廃合計画による小中一貫校建設の要望が出されたた
め、現状を確認したところ、建設用地変更後も建設はなされていなかった。それまで
の経緯及び現状の報告、詳細な再変更計画書の提出を要求したが、地元政府の
資金調達が進まず、具体的な計画が立てられない状況。また、現地の教育長の度
重なる交代が、現場の混乱、計画の遅延を助長している。

被供与団体に対し、今後、改善が見られない場合は案件形成
は困難であると判断し、2013年5月には国庫返納を求めること
も検討している旨通知、現状改善を強く促す。
本件を教訓とし、今後学校建設案件を計画立案する場合は、
現地の教育制度およびフィージビリティについて十分に調査
し、検討する。また、計画変更を要する状況が発生した場合に
は、速やかに連絡するよう指導を徹底する。



２０ 中国
遼寧省丹東市寛甸県連
携公衆衛生計画

2012年3月12日
取水施設2カ所、貯水施設1カ所を
整備し、民生・衛生環境の改善を
図るもの。

¥8,992,649 寛甸県人民政府
井戸を掘削しているが、十分な水量が確保
できる水源が見つからない。

各取水施設の井戸掘削を行っているが、１カ所
は水量が基準に達したものの、もう１カ所の水
量が十分でなく、水源を求めて掘削を続けてい
るため。

十分な水量が確保できるまで掘削を続けるよう指導。冬季期間中は凍結のため作
業中断。今後、気温の上昇を待って作業を再開する。

今後も被供与団体と連絡を緊密に取り、現地の状況把握に努
める。

２１
ネパー

ル

松本市からカトマンズへ
の廃棄物運搬車輌輸送
計画

H18.3.22 2007年10月3日
カトマンズ市に，長野県松本市か
ら廃棄物運搬車輌（中古）を輸送
する際の輸送費を負担するもの。

¥452,182
カトマンズ市

当該車輌は、カトマンズ市への引き渡し後10ヶ
月間稼動したが、平成２０年５月に故障（タイ
ヤの破裂）した。当該車輌に取付可能なスペ
アタイヤが入手できておらず、当該車輌は以
後使用されていない。

タイヤ破損の原因は不明であるが、当該タイヤ
は、当地含め隣国インドで一般に製造・販売さ
れていない特殊な型であり、再調達が困難な状
況にある。

大使館は、当該車輌メーカー現地販売代理店担当者に協力を仰ぎ、被供与団体を
交え、現地で当該車輌のメンテナンス状況を確認するとともに、スペアタイヤの入手
可能性について情報提供を依頼。現地販売代理店担当者は、調達の見込みのあ
る各国支店（シンガポール、ドバイ等）及び日本の主なタイヤメーカーに対し当該タ
イヤの入手可能性について照会したが、当該タイヤはすでに製造を中止しており、
今後も調達することは現実的に困難であるとの回答を得ている。被供与団体との間
で今後の対処方針及び当該車輌の取り扱いについて協議しているが、被供与団体
からは、タイヤの調達が困難であれば、既存タイヤに合致するようホイル部分を加
工するなどの提案がなされており、技術的に可能か否か検討中。

被供与団体はタイヤの再調達に尽力し、当該車輌メーカー現
地販売代理店担当者も協力的に対応しており、当該車輌も良
好に整備されているが、当該タイヤはすでに製造中止となって
おり、今後当該タイヤを調達することは現実的に困難である。
現下の状況を踏まえ、被供与団体と今後の対処方針及び当
該車輌の取り扱いについて協議を継続するが、これまでの進
展状況等を勘案し、当該車輌の仕様に合致したタイヤの特注
や、移動を伴わない当該車輌の活用方法等について検討中。
中古品の供与に当たっては、スペアパーツの入手可能性及び
入手方法につき確認を徹底する。

２２
パキス

タン

カシミール地方バーグ市
地震被災者及び身体障
害者のための義肢装具
製作支援計画

2006年2月 2006年7月

2005年10月8日パキスタン大地震
によって脊髄損傷・四肢切断を余
儀なくされた被災者・身体障害者
のための義肢装具を製作・供給す
る団体に対し、必要な製作機材等
を供与するもの。

¥15,141,677
障害者のための運
動

供与機材の一部とともに被供与団体の所在が
不明となった。

被供与団体の実施能力や過去実績，信頼性な
どの調査が不足していた。

2006年9月、大使館が診断施設を抜き打ち調査し、供与機材の活用と患者の来院
を確認した。
2007年11月、供与機材の一部が被供与団体の本部（ラホール）に大使館への相談
なく移設された事実が発覚。大使館は診断施設で活動中の医師に対し残りの機材
の厳正なる管理と、診療活動継続を依頼。当該医師は、残りの機材を用いて診療
活動を継続している。
大使館は、当該団体本部に対し、当初の計画どおり移設された機材を診断施設に
戻すよう求めてきたが、返答が得られなかったため、2008年7月、当該団体本部を
直接訪問した。しかし、既に転居しており、転居先も不明であったため、同年8月、
地方政府に対し当該団体の活動調査を依頼、地方政府は横領・着服の疑いで当該
団体を刑事告発する姿勢を示した。
2010年12月、地方政府に対しその後の進捗を照会したが、担当者の異動等により
告発の事実が確認できなかった。
2011年8月、診療活動を続ける当該医師より、当該団体の責任者に関する手がか
りはまだ得られていないことを聴取。

診療活動を続けている医師に対し、被供与団体責任者に関す
る情報提供を求めていく。
被供与団体の規模や財政状況、実施能力について過去実績
など多方面から調査し、信頼できる団体であるかどうか確認す
ること、また、緊急に支援が求められる状況においても、申請
を一層慎重に精査していく。

２３
パキス

タン

カシミール地方ラワラ
コート郡地震被災者及び
身体障害者のための義
肢装具製作支援計画

2006年2月 2007年2月

2005年10月8日パキスタン大地震
によって脊髄損傷・四肢切断を余
儀なくされた被災者・身体障害者
のための義肢装具を製作・供給す
る団体に対し、必要な製作機材等
を供与するもの。

¥17,368,454
グリーン・シャドー福
祉協会

被供与団体の財務状況の悪化により，現地診
断施設が閉鎖に追い込まれたため、供与機材
が使われないまま近隣の倉庫に保管されてい
る。

被供与団体の資金が不足していた。

2006年9月、大使館が診断施設を抜き打ち調査し、供与機材の設置状況や患者の
診察記録を確認した。
2007年2月、被供与団体の資金不足により診断施設が閉鎖された。
その後、被供与団体の代表と当該供与機材の有効活用につき、協議を続けてき
た。
2011年2月、大使館は、機材の再活用のため現地調査したが、機材の保管状態が
悪く活用できる状態ではなかった。これを受け、再度事業再開を働きかけている
が、運営資金の目処が立っていない。
2012年6月、当該団体より、新たな代表を立て、事業を再開すべく準備を進めてい
るとの報告があったため、大使館は現地調査し新代表と面談した。しかし、保管状
況が悪かったために修理が必要な機材は未だそのまま放置されており、また、運営
資金の目処もたっていないことが判明した。

機材修理費の捻出等について引き続き被供与団体の新代表
と協議していく。
被供与団体の規模や財政状況、実施能力について過去実績
など多方面から調査し、信頼できる団体であるかどうか確認す
ること、また、緊急に支援が求められる状況においても、申請
を一層慎重に精査していく。

２４
パキス

タン
シンド州シャムズ・ピー
ル島浄水装置設置計画

2005年11月 2008年9月

上下水道供給施設を持たないシャ
ムズ・ピール島において、井戸を
掘削し浄水装置を設置することに
より、島民に飲料水を供給するも
の。

¥4,642,623
インダス・アース・ト
ラスト

浄水装置は設置したが、その後住民に使用さ
れていない状況である。

島内の政治的対立による主導権争いのため。

被供与団体と対立関係にある島内の別の団体が、本土からの島民の各住宅に飲
料水を給水する配水管を設置したことから、住民は浄水装置を利用していない。大
使館及びカラチ総領事館は、浄水装置の他地域への移設を含め被供与団体と善
後策を協議。現在、移転費用及び修繕費用の捻出について、当該団体と移転先候
補の村との間で協議中。
2012年6月、被供与団体は民間基金から移設資金を得る目処がたったが、現地の
治安悪化により、実施を保留している。

浄水装置の有効利用に向けて被供与団体と移転候補の村と
の間で行われている協議が早期に決着するよう注視、必要に
応じて助言を行う。また、掘削した井戸についても有効活用さ
れるよう被供与団体と協議する。
事前調査では、被供与団体そのものの情報に加え、関連する
周辺情報の収集を通じ、住民の真のニーズの把握に努める。
案件開始後は、報告書等によって進捗状況を確認する。ま
た、モニタリング調査を強化することで、実施途中に問題が発
覚した場合、早急な対策を行っていく。

２５
パキス

タン

バロチスタン州マストゥン
グ県カナック地区小学校
建設計画

2005年9月

農業用倉庫を教室として利用して
いる既存小学校に対し、新規校舎
を建設するほか、必要な学校家具
を供与するもの。

¥6,712,324 ギダン 学校の完成が確認できない状況である。

2006年以降、プロジェクトサイトを含むバロチス
タン州の一部の治安悪化により、学校建設完成
前に工事が中断した。また、大使館職員や草の
根委嘱員による現地調査は安全面での懸念が
あるため困難だった。

2006年11月、被供与団体より大使館に対し、治安悪化により学校建設工事が遅れ
ているとして、完成期日の延長要請があった。大使館は、進捗状況の報告を提出
するよう指示するが、回答なし。
2008年2月、文書にて督促、2010年11月、事務所に電話連絡するも不通。
2011年7月、プロジェクトサイトのある地域で活動し、草の根無償の供与実績もある
別のNGO代表に電話にて情報提供を依頼。被供与団体代表は消息を絶っており、
団体も活動を休止しているとのことであった。また、同人が被供与団体代表の親族
と面会したところ、同親族は、学校建設は完了し学校も運営されていると述べた。
2012年5月、大使館より直接、被供与団体代表の親族と連絡を取ることができ、確
認したところ、被供与団体代表は治安及び政治上の理由から消息を絶ったままで
あることが判明。
2012年6月、被供与団体代表の親族経由で、団体代表とメールで連絡を取ることが
でき、確認したところ、身の危険があるため消息は明かせないが、政治上の理由で
学校は破壊されたとの情報提供があった。

現地訪問が困難であることから、信頼できるNGO等に情報収
集を依頼し、引き続き現状把握に努める。
治安状況が不安定である地域（バロチスタン州、連邦直轄部
族地域、ハイバル・パフトゥンハー州）においては、大使館から
モニタリング調査が実施できない場合があるため、信頼できる
団体や当該地域での実績が高い団体を有効活用する。

２６
パキス

タン

北西辺境州マンセラ県
バラコート郡地震被災者
及び身体障害者のため
の義肢装具製作支援計
画

2006年2月 2006年7月

2005年10月8日パキスタン大地震
によって脊髄損傷・四肢切断を余
儀なくされた被災者・身体障害者
のための義肢装具を製作・供給す
る団体に対し、必要な製作機材等
を供与するもの。

¥15,898,809 スウェラ協会 当初の計画より裨益効果が尐なかった。
被供与団体の活動内容、運営体制の確認が不
足していた。

2006年9月、大使館が診断施設の調査を実施。供与機材の活用は確認できたもの
の、製作された義肢義足の数が想定より尐ない、スタッフ数が尐ないなど、活動内
容が当初の計画と異なっていたことから、問題点を整理の上、書面にて改善を指
導。
2010年11月、その後の状況を確認するべく被供与団体に連絡を試みるも不通。地
元関係者に情報提供を依頼したところ、同団体は義肢義足の需要減尐に伴い既に
活動を終了しており、診断施設及び機材を撤去の上、解散したとの情報を受理。

信頼できる地元関係者を通じ、被供与団体責任者の所在確認
を含めて調査を継続する。
被供与団体の規模や財政状況、実施能力について過去実績
など多方面から調査し、信頼できる団体であるかどうか確認す
ること、また、緊急に支援が求められる状況においても、申請
を一層慎重に精査していく。

２７
バング
ラデ
シュ

ジナイダ県女性と子供の
ための技術訓練･教育施
設建設計画

2010年3月25日 2011年11月20日

バングラデシュ・ジナイダ県におい
て地域の貧困緩和を目指し活動し
ている小規模ＮＧＯが、現在賃貸
スペースにて実施している貧困女
性・子供対象のインフォーマル教
育（学校制度外での教育活動）及
び技術訓練事業を拡充し、地域住
民全体更なる能力開発ひいては
社会開発を目指すため、２階建て
の技術訓練・教育ユニットを建設
するもの。

¥9,577,867 ポロシ

インフォーマル教育を受講する子供が50人／
年から100人／年に増加することを見込んでい
たが、2月現在65人／年にとどまっている。
技術訓練の受け入れ可能人数が360人／年
から568人／年に増加したにも関わらず、現在
の受講者は120人／年に留まっている。

2010年中旪に団体の代表が変更したが、その
際本件の引き継ぎが不十分であり、現在の代
表は当初団体が想定していた裨益効果の認識
がないまま、運営を続けていたため。また、施設
の完成の遅れにより、適切なタイミングで生徒
の募集をかけることができなかったため、受講
生数が伸びなかった。

2012年12月26日の大使館から被供与団体に対しての聞き取りにより、現在の団体
代表が裨益効果の目標を持っていなかったことを確認した。その後の働きかけによ
りインフォーマル教育については受講生が45名から65名まで増加したため、2013年
には当初計画通り100名が受講する見込み。また、職業訓練については、昨年はい
くつかのコースが開講できなかったこと等もあり、裨益者数が計画に到達しなかっ
たが、現在の進捗に鑑みると、2013年中には当初計画に達することが見込まれる。

大使館にて直接話し合う場を設け、新代表に対し、団体は贈
与契約で定められている責任を負う義務がある旨を理解さ
せ、本件裨益効果の向上に努めさせる。その後は定期的に連
絡を取るほか、必要に応じてモニタリング等を行い、きめ細か
いフォローアップを行う。また、今後案件の持続性を担保する
ためには、団体の代表以外のスタッフについても、案件内容を
把握していることを確認し、代表の変更時には特に注意して供
与時の契約内容が引き継がれているかを大使館としても団体
に問い合わせて確認するようにする。被供与団体に対しては、
草の根無償が一個人に対してではなく、団体に対して供与さ
れており、団体として案件実施及び維持管理の義務を果たす
必要がある旨、案件形成時から認識を深めさせる。



２８
バング
ラデ
シュ

ダッカライオンズ眼科病
院増設計画

2008年3月23日 2009年10月31日

ダッカの東方に位置するノルシン
ディ県でダッカ・ライオンズクラブ
会員からの寄付をもとに眼科病院
を運営している（所得により治療
費に差があり、最貧困層は無料）
ローカルＮＧＯが、既存の眼科病
院（3階建て）を4階建てに増築す
るもの。

¥9,887,376
ダッカライオンズ眼
科病院

手術件数が約1,500件／月から約2,300件／月
に増加することを見込んでいたが、現在約
1,600件／月に留まっている。

手術件数は2010年2,500件／月、2011年2,340
件／月と、運営開始後2年間は当初計画通りの
裨益効果が現れていたものの、2010年に同病
院から25ｋｍ離れた場所に、2011年には15㎞離
れた場所及び6ｋｍ離れた場所に、それぞれ新
たに眼科病院が開院したことにより、来院患者
数が急減したため。

大使館から被供与団体に対して対応策を講じるように促したところ、被供与団体
は、当初の裨益地域外へ出張診療を行うことにより、診療対象者数を拡大させるた
めの計画を立案した。

定期的に被供与団体と連絡をとり、進展を促す。2年後モニタ
リング後も年次報告書の確認にとどまらず、被供与団体と定
期的に連絡を取り、必要に応じてモニタリング等を行い、きめ
の細かいフォローアップを行う。また、医療等のサービスを提
供する施設への支援に際しては、サービス提供のニーズをよ
り詳細に調査する。

２９
バング
ラデ
シュ

タティボンド村診療・研修
センター建設計画

2009年3月11日 2010年6月30日

クシティア県を中心に、女性と子
供の自立を支援しているローカル
ＮＧＯが行っている医療アクセス
の悪い貧困農村で細々と運営して
いた移動診療と間借り部屋での簡
易診療を拡充し、地域の保健衛生
環境を改善するために、新たに診
療・研修センターを建設するもの。

¥9,673,704
女性と子どもの自由
のための開発協会

各種検査、手術、帝王切開も含めた安全なお
産、乳幼児のケアの提供、またこういった医療
サービスの拡充によって緊急時の搬送リスク
を低減させることを目的としていたが、現在各
種検査、手術、帝王切開が実施されていな
い。さらに、年間700人に対する保健衛生に関
する研修の実施を計画していたが、年間463
人に対する実施に留まっている。

他ドナーの寄付によって手当する予定だった運
営資金が、予定通り調達できなかったため、資
金不足に陥り、医師2名（予定：3名）、看護師0
名（予定：8名）、検査技師0名（予定：4名）、事務
員0名（予定：3名）、警備員１名（予定：０名）で
運営している。現状、下痢や発熱などの症状に
対する診察と薬の処方のみを実施している。

大使館から被供与団体に対して早急に対応策を講じるように促している。被供与団
体はドナーへの働きかけを継続していると主張しているが、案件完了日からすでに
2年半ほど経過しており、ほかの資金調達方法を考えるように促したところ、政府が
運営しているコミュニティー保健所の本部と協議を始めた。コミュニティー保健所か
ら不足している医療・保健人材を派遣してもらえるよう、調整中である。

定期的に被供与団体と連絡をとり続けるほか、大使館で直接
話し合う場を設け、進展を促す。また、近い将来予定されてい
る2年後モニタリング時に進展を確認し、センター本来の機能
を発揮させるように促す。また、今後の案件形成においては、
運営・維持管理費の財源を細かく確認し、財源確保の確実性
についてもより注意を払う必要がある。

３０
バング
ラデ
シュ

フィラリア病院増築計画 2009年2月10日 2011年2月14日

感染症の一種で貧困層に多いフィ
ラリア（象皮病）が蔓延しているバ
ングラデシュ北西部にて、2001年
度の草の根無償により我が国の
支援で建設したニルファマリ県サ
イドプール郡の病院（現在2階建
て）を増築し、フィラリア患者治療・
予防を拡充するもの。

¥9,700,824
バングラデシュアレ
ルギー臨床免疫学
研究所

被供与団体代表に対して汚職疑惑を持つ地
元政治家を中心としたグループが組織した委
員会により、病院が占拠・運営されており、被
供与団体による病院の運営が困難となってい
る。

2011年7月、被供与団体代表に対して汚職疑惑
及び病院の適正運営に疑問を持つ地元政治家
が、病院を適正に運営するため、自分自身を含
む役員会の受け入れ及び自身の知人を病院の
職員として雇用することを求めたところ、被供与
団体はそれを拒否。その後、メディアを巻き込ん
だ非難合戦に発展、被供与団体は安全上の理
由から職員を病院から引き揚げた。病院は2012
年2月以降、同委員会により運営されている。被
供与団体は対立者との和解を試みてきたもの
の、未だ達成されていない。

大使館は被供与団体、左記地元政治家、周辺選挙区の政治家などと頻繁に連絡
をとり、両者の和解のために協議の場を設けるなどして一刻も早く病院の運営が正
常化するように働きかけている。現状は、周辺選挙区の政治家の仲介のもと、被供
与団体と地元政治家との間での話し合いが１月中に予定されており、大使館はオ
ブザーバーとして出席する予定である。

大使館は引き続き利害関係者間の意思疎通を促し、和解につ
なげる働きかけをする。また、話し合いによって問題が解決さ
れない場合には、利害関係者に司法手続きによる問題解決を
図るよう、指導する。

３１
バング
ラデ
シュ

マグラ県コミュニティ診療
所建設計画

2010年3月14日

バングラデシュ・マグラ県において
貧困層および障害者を主とする社
会的弱者の支援を行っている小
規模ローカルＮＧＯが、現在賃貸
建物にて実施しているコミュニ
ティー・クリニック事業を拡充し、地
域住民の保健医療サービスを改
善し貧困層支援を拡大するため、
新たに研修施設を備えた診療所
を建設するもの。

¥9,772,022
障害者のためのリ
サーチ・リハビリテー
ション計画

本件の完了時期は当初2011年3月14日であっ
た。2回の計画期限の延長を経て2012年12月
31日を新たな完了期限としていた。2月時点で
施設全体の8割程度は完成しているものの、
未だ完工できておらず、裨益効果が発現して
いない。

被供与団体によれば、当計画の団体負担分で
ある一部建設工事費用や家具、医療機材購入
の財源となる予定であった所得創出プログラム
の収益が芳しくなかったため。3月に所得創出プ
ログラムの集金が行われる予定であり、予定通
りの集金が可能であれば，施工継続に必要な
資金が充足される見通しとなっている。

早急に計画を完了させるよう大使館から被供与団体に催促するとともに、その後の
工事や機材・備品の整備にかかる時間等についての情報についても収集中。

定期的に被供与団体と連絡をとり早急に計画を完了させるよ
う促し続ける。また、今後の計画の実施方針にかかる情報が
収集され次第、大使館において話し合いの場を設け、進展を
促す。本件では被供与団体のプロジェクト執行における計画
性の欠如が顕著であり、今後は案件形成時に団体のプロジェ
クト・マネジメント力、資金計画性により注意を払い、団体審査
の精度を向上させる。

３２
バング
ラデ
シュ

持続可能な地方漁業開
発のための養魚池掘削
と孵化施設建設計画

2011年3月21日 2012年12月21日

バングラデシュ首都ダッカ郊外で
農林水産分野の技術研修を行っ
ているＮＧＯが、小規模養魚従事
者（主に貧困層）を対象とした稚魚
販売及び養魚技術訓練を提供す
るため敷地内に新たな養魚掘削
等の施設建設を行うもの。

¥9,129,468
バングラデシュ・オイ
スカ開発団

本件の完了時期は当初2012年3月21日であっ
たが、2回の計画期限の延長を経て2012年12
月21日に完了した。運営開始は2013年2月を
予定しているため、現状ではまだ裨益効果が
発現していない。

当初電線の移設が可能との判断に基づき設計
を進めたが、事業開始後に電線の移設が困難
であると判明したことから、変更計画案の策定
及び手続きに半年以上の期間を要した。また雤
期の間の悪天候により工事が遅延したこと、更
に周辺地域で団体の土地への所有権を主張す
る団体からの妨害行為により、4回の計画変更
と3回の事業期間の延長が必要となったもの。
ただし、現在は工事が完了し、6月の孵化の時
期に向けて2月から親魚を投入し、運営の開始
を予定している。

予定通り運営が開始されることを確認するために、大使館から被供与団体に対して
きめ細かい報告を求めている。

運営開始予定日である2013年2月中に順調に開始できるよ
う、定期的に被供与団体と連絡を取り、進捗状況を確認すると
ともに進展を促す。また、運営開始後も注意して進捗状況、裨
益効果の発現状況について確認を継続する。

３３
東ティ
モール

オエクシ県国境地域へ
の浄水供給システム構
築計画

2009年3月30日 2010年1月27日

東ティモールの飛び地オエクシ県
とインドネシア領西ティモールの国
境地帯であるオエシロ準県ボボメ
ト村に上水供給システムを構築
し、東ティモール政府が建設を進
めた国境市場および周辺の５準
村、小中学校への安全かつ安定
した水供給を実現するもの。

¥9,170,176 ソレヌサ会

当初予定されていた、水管理委員会が設置さ
れていないことから、周辺住民により水道管を
切られたり、盗水が絶えなかったため、住民同
士で争うことがあった。
その後、水源となる太陽光発電機の電源部分
を何者かに盗難され、上水供給システム全体
が使用不可能となっていた。

水管理委員会の設置は当初、県水道局が責任
を持って住民にトレーニングを行うとしていた
が、その後予算不足のために予定通り行われ
なかった。このため、維持管理をする組織がな
く、県水道局職員2名のみで全県のモニタリング
をしていたが、人的資源が十分でないことから、
住民内の問題まで解決することができなかっ
た。
盗難された太陽光発電機の電源部分は、刃物
で切られた痕跡があり、警察も捜査を行った
が、犯人を捕らえることができなかった。

在東ティモール大使館が被供与団体、県水道局等と協議を行った結果、同県の予
算にて水管理委委員会が組織されることとなった。また、給水設備の復旧について
も、現在同県が対応を検討中。

在東ティモール大使館を通じて、引き続き被供与団体及び県
水道局との対話・調整を行っていく。

現地大使館は被供与団体、県水道局及びオエクシ自治区担
当国務長官と再度話し合いを持ち、オエクシ県の予算で盗難
にあった太陽光発電機の電源部分の修理をすることとなった。
また、県水道局とＵＳＡＩＤが協力し、当地域の住民へ研修を行
い、水管理委員会を設置することが決定した。今後は本案件
の太陽光発電機の改修がなされ、水管理委員会の管理の
下、上水道が当地域において継続的に使用可能になる見込
みである。

３４
東ティ
モール

リキサ県バザルテテ準
県３準村給水システム建

設計画
2008年1月24日 2008年9月30日

リキサ県バザールテテ準県ファ
トュマシ村において、水供給シス
テムを新規に建設し、水源の枯渇
で水供給が不能となった隣接する
モタウルン村のクラッソ準村・マウ
ルト準村の既存水供給システムに
配水する連結工事を行うもの。

¥4,628,864
オルソコティル・東

ティモール社会連帯
機構

ポリパイプ200ｍが土砂崩れにより流出・紛失
し、水源にある貯水タンクの一部も破壊してい
るため、裨益地域全体に水供給ができなく
なった。

2010年2月に大雤により当地区に大規模な地滑
りが発生し、水供給システムの水源が完全に破
壊されたためした。

施設の復旧について、我が国による更なる支援を行う方法及び東ティモール政府
の予算により手当する方法をそれぞれ検討した結果、後者の方法で事業計画を立
てることとなった。

在東ティモール大使館を通じ、県水道局の新たな事業計画を
フォローアップする。
今後支援を行うに際して、専門家の意見を取り入れるなど、自
然災害による影響を最小化するよう努める。

当国はインフラ整備が务悪であるため、予想外の自然災害に
見舞われる場合がある。よって、案件形成時にそうした自然災
害を打破できるかどうか、設計時点で専門家からの意見を取
り入れる。



３５
フィリピ

ン

ミンダナオ島スリガオ市
のダイアサン中等学校
校舎建設計画

2006年6月20日
１棟３教室の校舎２棟を建設する
もの。

¥2,375,178
世界中の子供に明
るい未来を(ローカル
NGO)

校舎は完成し、維持管理についても学校側へ
引き継がれているものの、当初計画されてい
た教室として使用されているのは１教室のみ
で、残りの５教室は、図書室、実験室、生徒会
室、倉庫、ＰＴＡ室として使用されていた。被供
与団体はすでに消滅し、報告書が未提出。

建設された校舎は土嚢工法によるもので、壁の
部分は土嚢を積み上げて建設された。耐久性
が高く、安価に建設可能かつ維持管理が簡単
であること、また、対象市内の別の小学校にお
いて被供与団体が同工法により建設していた校
舎は申請時点で有効活用されていたことから、
教育省からこの工法で建設するよう指示があっ
たことを踏まえて実施した。
しかし、実際に使用したところ、本計画により建
設された校舎の教室内は風通しが悪く、蒸し暑
いため授業に適しておらず、強度も低いため倒
壊の恐れがあり、安全性の観点から教室として
の使用を控えている。また、被供与団体につい
ては、代表が死去し、その妻が団体の運営を
行っていたが、財政難で団体が消滅。連絡先も
変更されており、連絡が取れない。

2008年の調査で校舎の完成を確認した。また、2013年1月の調査では、2１教室が
授業に使用されている旨報告を受けた。被供与団体については学校側は連絡が取
れず、ＮＧＯのネットワークを通じて連絡を試みたものの連絡がつかない状況が続
いている。

随時調査を行い、引き続き学校側に対し、本件事業で建設し
た校舎による事故が発生しないよう安全対策を十分に講じる
よう指導する。同時に、学校側に対し、安全かつ快適な教室を
建設するための資金を確保し、本件事業で手当てされるはず
だったニーズが充足されるよう求めていく。
新規の学校建設案件については、教育省が指定した標準的
な方式の教室を建設するよう指導している。被供与団体につ
いては、団体の組織力と実績を精査し、持続可能性について
も検討を行った上で、支援の可否を検討する。

３６
モンゴ

ル

ウムヌゴビ県フルメン郡
９年制学校増築・改修計
画

2006年12月21日

学校校舎の増築（2教室、調理室
及び給食室）及び2教室の改修を
行うとともに、学習机、黒板等の
教育器材を供与するもの。

¥7,610,604
ウムヌゴビ県フルメ
ン郡９年制学校

施工業者は、2回目の支払い（2007年6月8日、
計80%）が終わったところで工事を中断した。同
業者は、2006年度案件「ボルガン県ダシンチ
レン郡11年制学校寄宿舎改修計画」の施工も
請け負っており、ウヌムゴビ案件の工事を中
断する一方、ボルガン県案件の工事を進め
た。
その後、施工業者との連絡がとれなくなり、現
在に至るまで工事が中断されたままである。

施工業者の経営状態が悪化していたため。

2008年11月、在モンゴル大使館より、フルメン郡長に対して問題の解決を要請し
た。
2009年10月、校長は、在モンゴル大使館に対し、支払金の返還を求めるため、同
施工業者を裁判所に訴える意向を表明。フルメン郡長は、本事案をウムヌゴビ県警
察に訴え、施工業者は現在指名手配中である（横領罪）。

在モンゴル大使館より被供与団体に対して引き続き報告を行
うよう求める。
プロジェクトに問題が発生した際の早期解決を促すため、従
来、郡、学校などが被供与団体となっていた案件については、
現在では、より実施能力の高いを被供与団体としている。
施工業者の経営の健全度を確認するため、国税当局に業者
の納税状況を確認している。

３７
モンゴ

ル

ドルノゴビ県アルタンシ
レー郡9年制学校改修計
画

2006年8月29日 2007年11月1日

1969年に建設された定員320名の
校舎を改修するもの（校舎改修に
は屋根、壁、ドア、床、暖房、電気
系統の改修などが含まれる）。ま
た、体育館、図書室、音楽ホール
の暖房設備の更新及び低圧ボイ
ラーの設置を行う。

¥8,807,406
ドルノゴビ県アルタン
シレー郡

雤漏りにより、天井パネルの落下、カビの発
生、照明の故障など不具合が発生している。

施工業者による、コストダウンのための手抜き
工事により発生した。竣工時には問題がなかっ
たため、行政監察局の検査では見抜くことが出
来なかった。また、当時は外部監査を行ってい
なかったため、チェック体制が不十分であった。

2011年7月、在モンゴル大使館がフォローアップ視察を行い、同問題を把握。改修を
行った施工業者及び当時の案件責任者である郡長に確認し、追加工事を行うなど
必要な手段を講ずるよう促した。

引き続き状況把握に努める。
プロジェクトに問題が発生した際の早期解決を促すため、従
来、郡、学校などが被供与団体となっていた案件については、
現在では、より実施能力の高い県を被供与団体としている。
実施業者の経営の健全度を確認するため、国税当局に業者
の納税状況を確認している。被供与団体側で不良箇所の改修
のための資金の目処がついたため、今2013年夏、改修が予
定されている。

３８
モンゴ

ル

ヘンティ県総合病院救急
通信・緊急電力供給シス
テム導入計画

2007年3月20日

ヘンティ県総合病院及び同県ボル
ンドゥル郡総合病院の各病院及び
救急車間の無線連絡体制を構
築。また、手術室及び分娩室停電
時の緊急発電システムを導入す
るもの。

¥5,936,391 ヘンティ県保健局

ヘンティ県総合病院の救急車に設置した長距
離用無線機の性能が十分でなく、郊外での通
信ができなかったほか、電力を大量に消費し、
救急車のバッテリーがすぐに务化してしまうた
め、設置後すぐに取り外され、現在では使わ
れていない。

無線機に附属したアンテナまたは病院に設置し
た親機の不具合があったため。

2009年8月、在モンゴル大使館がヘンティ県総合病院についてフォローアップ視察
を行い、同問題を把握。無線機を調達した会社に相談する、同様の機材を保有す
る他病院に問い合わせるなど必要な手段を講ずるよう促した。
2011年7月、同大使館が同県ボルンドゥル郡総合病院についてフォローアップ視察
を実施したところ、同病院に供与された無線機は、充電能力が低下したため、2010
年12月以降、使用されていないことが判明した。

被供与団体に対し、アンテナまたは親機の交換・修理など、供
与機材を有効に活用するための環境を創出するよう働きかけ
に努める。
また、機材供与を行う場合は、維持管理体制のチェックを特に
厳しく行う。

３９
モンゴ

ル

ボルガン県ボルガン郡
第3バグ診療所改修及
び増築計画

2011年7月20日

ボルガン県ボルガン郡第3バグの
診療所の改修、ボイラー室及び住
民の保健知識習得のための集会
所の増築、新規井戸の設置。

¥8,666,464 ボルガン県

診療所の集会所の増築について、建物の基
礎部分及び外装部分は終了しているが、暖房
管や上水道設置など内装工事の一部に遅れ
が生じており、建物全体としては未だに使用で
きない状況である。（案件形成の段階では地
元では優良な施工業者と評判であったが、経
営陣の変更により経営状況が急速に悪化した
模様。）

施工業者の経営体制が本件事業着手前後に変
更され、経営不安定となり、建築現場の技術者
や資材のための十分な費用支出が滞りがちと
なったため。

2012年9月に、在モンゴル大使館が視察を行った際には、すでに計画の相当部分
が完成していることを確認し、施工業者からは数週間後に完工するとの説明を受け
たが、それ以降の資材購入等の遅れから完工に至っていない状況であり、同大使
館からは被供与団体である県と、県が発注を行った施工業者に累次にわたり早期
完工に向け働きかけている。

引き続き被供与団体である県に対し、県予算での対応も含め
早期の完工を働きかける。

４０ ラオス ポンサリー県地方医療環境改善計画2007年7月19日 2010年5月12日

同県内に3カ所ヘルスポストを建
設し、基礎的診療に必要な機材を
供与するもの。
①ポンサリー郡ヤオファン村
②ニョートウー郡タン村
③サムパン郡ナムリー村

¥9,030,600
ポンサリー県保健局
（地方公共団体）

ニョートウー郡タン村ヘルスポストについて、
敷地内に水が引かれていないため掃除が行
き届いておらず、また、手違いにより当初予定
の医療器材の一部が届いていない。
他２村のヘルスポストについては、手違いによ
り当初予定の医療器材の一部が届いていな
い。

水の確保については、給水施設を整備するた
めの予算がないため。
また、医療器材については、被供与団体による
医療器材搬入の確認が適切に行われなかった
ため。

水の確保については、繰り返し改善を求めており、直近では在ラオス大使館が2011
年4月に同ヘルスポストを現地視察し、喫緊の課題として水の確保を自助努力で実
施するよう要請した。
また、届いていない医療器材については自己資金で調達するよう指導した。

被供与団体との協議を行い、の管理意識の向上のための今
後とも引き続き、本件の効果向上のためのフォローアップに努
める。

４１
ソロモ

ン
ティゴア小病院職員寮建
設計画

2007年3月28日
ソロモン国レンネル・ベロナ州の
ティゴア小病院に職員寮４棟を建
設するもの。

¥6,201,792
レンネル・ベロナ州
政府

被供与団体は、供与資金により資材を購入し
て施設の建設を行い、4棟全ての建設が完成
したとの報告を行っていたが、現地調査を行っ
た結果、4棟中2棟が未建設であることが判明
した。

本件の監督責任者である医師の度重なる異動
により、資金及び資材の管理・使用が不透明に
なるとともに、管理記録等の文書の紛失が発生
し、多くの混乱を招いたため。また、本件実施地
であるティゴアは、連絡・通信手段のない僻地
で、案件の進捗状況の確認が不十分であった。

本件を完成させるため、被供与団体であるレンネル・ベロナ州政府高官との接触を
図り、話し合いを行ったり、関係者宛てにレターを発行するなどの措置を講じてい
る。

引き続き、工事の進捗状況等についてモニタリングを行う。ま
た、今後僻地で案件を実施する場合には、案件選定の段階に
おいて、連絡・調査手段の確認を行い、可能な限りサイト視察
等のフォローアップを行う。また、案件を実施する州政府の実
施能力についても十分留意する。

４２ ナウル
メネン地区給水設備整
備計画

2008年2月29日

ナウル共和国メネン地区に、給水
ポンプ及び水タンクを設置すると
共に、既存の井戸及び配管の改
修を行うもの。

¥9,908,140 財務・経済計画局

ポンプは正常に稼働し給水が実施されたもの
のポンプ設置作業時に振動を抑える特殊ゴム
カバーを取り付けなかったため、1週間後に故
障が発生した。故障後の対応を巡って、施工
業者と被供与団体との間での責任問題が解
決せず、ポンプの修理が行われないままと
なっていた。

故障の直接の原因は、メーカーの関与がないと
ころで、施工業者がポンプ設置作業を行ったこ
とにあると考えられる。

在フィジー大使館による累次の現地調査の際に、問題の解決を図るべく被供与団
体へのフォローアップの実施、施工業者およびコミュニティを含めた話し合いの機会
を設けるなどの働きかけを行っている。

給水設備の復旧に向けて、修理に伴う経費負担に関し、被供
与団体と施工業者との間で話し合いが進められているところ
であるが、引き続き大使館側からも被供与団体に対し、円滑
に問題解決が図られるよう働きかけを行う。



４３
バヌア

ツ
エンドゥ・ポアル診療所
整備計画

2011年3月7日

医療水準の向上のため、アンブリ
ム島南東部に位置するエンドゥ・
ポアル地区に、診療所を整備する
もの。

¥8,574,398 保健省 事業実施に大幅な遅れが生じている。
現地政府の政情不安等による保健省内の内部
手続きの大幅な遅れにより、資材の入札等が
遅れたため。

被供与団体に対し、早期着工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、資材調達中。

引き続き、早期着工を申し入れるとともに、資材の調達状況等
についてフォローアップを行う。

４４
バヌア

ツ
タカカ地区飲料水供給
計画

2006年11月30日

安定した水の供給を確保するた
め、アンバエ島北東部に位置する
タカカ地区に、給水施設（配水管、
給水タンク等）を整備するもの。

¥9,096,117 タカカ共同体 事業実施に大幅な遅れが生じている。
サイクロン等により現地技術者の現地踏査が大
幅に遅れ、資材調達が遅れるとともに、資材の
船便出荷が遅れたため。

被供与団体に対し、早期着工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、施工中。

引き続き、早期完工を申し入れるとともに、施工状況等につい
てフォローアップを行う。

４５
バヌア

ツ
チンベゲ小学校整備計
画

2010年2月26日

教育環境の改善のため、ペンテコ
スト島東部に位置するチンベゲ地
区に、小学校校舎等を整備するも
の。

¥9,995,429 教育省
着工したものの、事業実施に大幅な遅れが生
じている。

船舶の積荷容量不足による現地への資材運搬
の大幅な遅れと、労働人材不足により、施工が
遅れたため。

被供与団体に対し、早期完工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、施工中。

引き続き、早期完工を申し入れるとともに、施工状況等につい
てフォローアップを行う。

４６
バヌア

ツ
フリラウ地区飲料水供給
計画

2009年2月9日

安定した水の供給を確保するた
め、ペンテコスト島北部に位置す
るフリラウ地区に、給水施設（配水
管、給水タンク等）を整備するも
の。

¥8,515,567 フリラウ共同体 事業実施に大幅な遅れが生じている。
サイクロン等により現地技術者の現地踏査が大
幅に遅れ、資材調達が遅れるとともに、資材の
船便出荷が遅れたため。

被供与団体に対し、早期着工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、資材調達中。

引き続き、早期着工を申し入れるとともに、資材の調達状況等
についてフォローアップを行う。

４７
バヌア

ツ
マフェラウ地区飲料水供
給計画

2010年2月26日

安定した水の供給を確保するた
め、エピ島南西部に位置するマ
フェラウ地区に、給水施設（配水
管、給水タンク等）を整備するも
の。

¥6,757,933
土地資源省地方給
水局

事業実施に大幅な遅れが生じている。
サイクロン等により現地技術者の現地踏査が大
幅に遅れ、資材調達が遅れるとともに、資材の
船便出荷が遅れたため。

被供与団体に対し、早期着工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、施工中。

引き続き、早期完工を申し入れるとともに、施工状況等につい
てフォローアップを行う。

４８
バヌア

ツ
ラボール地区飲料水供
給計画

2010年2月26日

安定した水の供給を確保するた
め、マラクラ島北東部に位置する
ラボール地区に、給水施設（配水
管、給水タンク等）を整備するも
の。

¥5,362,695
土地資源省地方給
水局

事業実施に大幅な遅れが生じている。
サイクロン等により現地技術者の現地踏査が大
幅に遅れ、資材調達が遅れるとともに、資材の
船便出荷が遅れたため。

被供与団体に対し、早期着工に向けた申し入れを累次にわたり行った。
2013年2月現在、施工中。

引き続き、早期完工を申し入れるとともに、施工状況等につい
てフォローアップを行う。

４９
マー

シャル
マジュロ環礁リタ地区公
共貯水槽建設計画

2007年12月28日
マーシャル諸島共和国マジュロ環
礁・リタ地区に18基の公共貯水槽
を設置するもの。

¥9,976,000 マジュロ地方政府
工事着工後に、貯水槽のサイズを巡り、地主
との間で問題が発生し、工事が一時中断され
ている。

関係者との協議が不十分であったため。
累次にわたりマジュロ地方政府及び業者と協議するとともに、未着工分（３分の２）
の早期着工につき、関係者に申し入れを行った。

引き続き、未着工分の早期着工を申し入れる等、フォローアッ
プを行う。

５０
アフガ
ニスタ

ン

ザブール県カラート市バ
バ・ガック小学校建設計
画

2007年2月19日
ザブール県カラート市に8教室等
からなる小学校の校舎を建設する
もの。

¥9,946,710
アフガン救済後援者
組織（AFMO)

学校が建設されておらず、現時点（2012年1
月）において被供与団体と連絡が取れない状
況。

被供与団体の義務の不履行。
現地の治安の悪化により、在アフガニスタン大
使館員による現地調査が困難な地域であるこ
と。

治安上の理由から大使館員による現地調査は困難な状態であり、第三者を通じて
現況確認を試みたところ，2010年12月、本件に該当する施設は近隣に存在しないと
の情報を得た。また、ザブール県教育局としても本件に該当する施設は存在してい
ないとの認識。
経済省及び教育省を通じ、引き続き団体の所在確認等に努めている。
2011年8月、大使館より経済省副大臣に対し、協力を改めて要請。経済省より、捜
査当局（アフガン警察、国家保安局）に対し、本件につき届け出を行った。
大使館から経済省NGO局長にその後の状況を随時照会しているが、引き続き調査
中との回答。

本件については、ＮＧＯ関係業務を担当する経済省の対応を
注意深くフォローするとともに、同省に対し、解決に向けた取
組を進めるよう引き続き働き掛けていく。
治安の悪化に伴い、NGO等が反政府勢力等のターゲットにな
ることを避けるために所在及び連絡先を頻繁に変えるケース
が頻発している。現地情勢の変化をより頻繁に確認する他、
団体の所在の確認及び連絡をより密にすることが不可欠であ
る。
治安状況に鑑みて可能な限り館員乃至草の根委嘱員が現地
視察を行うことができる案件を採択していくよう努め、視察が
困難な場合には監査法人等の第三者を派遣し、より頻繁に現
状確認を実施するように徹底する。
中間及び最終報告書を適正に提出させることを徹底し、進捗
状況に応じて、可能なかぎり複数回の分割供与を行い、資金
管理をより適切に行う。
監査法人等第三者機関による監査をプロジェクト実施要件と
する。
被供与団体の選定にあたっては、活動実績や実施能力を精
査するとともに同団体を通じて支援を行っている他ドナーと情
報交換を行い、団体の信頼性の確認に努める。

５１
アフガ
ニスタ

ン

ナンガルハル県コット郡
サイ・パイ小学校建設計
画

2007年10月19日
ナンガルハル県コット郡に8教室
等からなる校舎を建設するもの。

¥9,917,652
アフガン救援開発連
帯協会（ARDS)

学校が完成しておらず、現時点（2012年1月）
において被供与団体と連絡が取れない状況。

被供与団体の義務の不履行。
現地の治安の悪化により、在アフガニスタン大
使館員による現地調査が困難な地域であるこ
と。

大使館では、2008年5月の現地調査で土台等の工事が進行中であることを確認。
被供与団体から遅延理由の報告を受けたため、同団体に対して早期に事業を完了
するよう指導を行った。
2010年11月に再度現地調査を行ったところ、天井や壁等の工事が進行中であると
確認された。大使館と同団体との間で直接連絡が取れない状況であるところ、現地
関係者等を通じて事業の遂行を督促。
2011年2月、草の根委嘱員をして、再度現地調査を行ったところ、前回調査時より
工事が進捗していることを確認。但し、依然として被供与団体とは連絡がとれない
状況であるところ、周辺住民が経済省及び教育省と協議を行い、団体の所在確認
等を継続。
2011年8月、大使館より経済省副大臣に対し、協力を改めて要請。経済省より、捜
査当局（アフガン警察、国家保安局）に対し、本件につき届け出を行った。
大使館から経済省NGO局長にその後の状況を随時照会しているが、引き続き調査
中との回答。
2013年2月、現地調査を実施したところ、前回（2011年2月）から工事の進展はない
ことを確認。

本件については、ＮＧＯ関係業務を担当する経済省の対応を
注意深くフォローするとともに、同省に対し、解決に向けた取
組を進めるよう引き続き働き掛けていく。
治安の悪化に伴い，NGO等が反政府勢力等のターゲットにな
ることを避けるために所在及び連絡先を頻繁に変えるケース
が頻発している。現地情勢の変化をより頻繁に確認する他，
団体の所在の確認及び連絡をより密にすることが不可欠であ
る。
治安状況に鑑みて可能な限り館員乃至草の根委嘱員が現地
視察を行うことができる案件を採択していくよう努め，視察が
困難な場合には監査法人等の第三者を派遣し、より頻繁に現
状確認を実施するように徹底する。
中間及び最終報告書を適正に提出させることを徹底し、進捗
状況に応じて、可能なかぎり複数回の分割供与を行い、資金
管理をより適切に行う。
監査法人等第三者機関による監査をプロジェクト実施要件と
する。
被供与団体の選定にあたっては、活動実績や実施能力を精
査するとともに同団体を通じて支援を行っている他ドナーと情
報交換を行い、団体の信頼性の確認に努める。



５２
アフガ
ニスタ

ン

バーミヤン県バーミヤン
郡カザーン女子小学校
建設計画

2007年9月17日
バーミヤン県バーミヤン郡に8教
室等からなる小学校の校舎を建
設するもの。

¥9,972,056
ドゥースティ建築技
術復興（DAER)

学校が建設されておらず、現時点（2012年1
月）において被供与団体と連絡が取れない状
況。
予定地にて他機関支援による事業が進行中。

被供与団体の義務の不履行。

2010年11月に大使館委嘱員が現地にて事実関係の精査を行った他、館員が現地
に赴き、同県知事等と対処等につき協議を行った。同年12月及び2011年1月に再
度県知事と協議、その後も館員が現地出張の際には県関係者と協議を行い（2011
年1月、7月）、県側と協力して団体の所在確認を継続。
2011年8月、大使館より経済省副大臣に対し、協力を改めて要請。経済省より、捜
査当局（アフガン警察、国家保安局）に対し、本件につき届け出を行った。
大使館から経済省NGO局長にその後の状況を随時照会しているが、引き続き調査
中との回答。
現時点で県側は団体の所在確認はできていない。

本件については、ＮＧＯ関係業務を担当する経済省の対応を
注意深くフォローするとともに、同省に対し、解決に向けた取
組を進めるよう引き続き働き掛けていく。
治安の悪化に伴い、NGO等が反政府勢力等のターゲットにな
ることを避けるために所在及び連絡先を頻繁に変えるケース
が頻発している。現地情勢の変化をより頻繁に確認する他、
団体の所在の確認及び連絡をより密にすることが不可欠であ
る。
治安状況に鑑みて可能な限り館員乃至草の根委嘱員が現地
視察を行うことができる案件を採択していくよう努め、視察が
困難な場合には監査法人等の第三者を派遣し、より頻繁に現
状確認を実施するように徹底する。
中間及び最終報告書を適正に提出させることを徹底し、進捗
状況に応じて、可能なかぎり複数回の分割供与を行い、資金
管理をより適切に行う。
監査法人等第三者機関による監査をプロジェクト実施要件と
する。
被供与団体の選定にあたっては、活動実績や実施能力を精
査するとともに同団体を通じて支援を行っている他ドナーと情
報交換を行い、団体の信頼性の確認に努める。

５３
アフガ
ニスタ

ン

ワルダック県ジャガト郡
カラン・デ男子小学校建
設計画

2006年3月9日
ワルダック県ジャガド郡に8教室等
からなる小学校の校舎を建設する
もの。

¥9,705,649
アフガン救済後援者
組織（AFMO)

被供与団体から完了の旨報告があった後，完
了報告書が提出されておらず、現時点（2012
年1月）において被供与団体と連絡が取れな
い状況。

被供与団体の義務の不履行。
現地の治安の悪化により、在アフガニスタン大
使館員による現地調査が困難な地域であるこ
と。

大使館では、2006年7月の現地調査で工事が進行中であることを確認した。
2006年11月に被供与団体より、内装等を残しほぼ完了した旨報告を受けた。その
後同団体と連絡が取れなくなったが、経済省等に照会を行うなどして、一定の情報
を得た。
他方、治安上の理由から館員による現地調査は困難な状態であり、第三者を通じ
て現況確認を試みたところ、2010年11月、施設が完成していることが確認された。
2011年8月、大使館より経済省副大臣に対し、協力を改めて要請。経済省より、捜
査当局（アフガン警察、国家保安局）に対し、本件につき届け出を行った。
大使館から経済省NGO局長にその後の状況を随時照会しているが、経済省内部で
も引き続き調査中との回答。
ワルダック県教育局によると、施設は完成しているが、学校としては使用されてい
ない由。

本件については、ＮＧＯ関係業務を担当する経済省の対応を
注意深くフォローするとともに、同省に対し、解決に向けた取
組を進めるよう引き続き働き掛けていく。
治安の悪化に伴い、NGO等が反政府勢力等のターゲットにな
ることを避けるために所在及び連絡先を頻繁に変えるケース
が頻発している。現地情勢の変化をより頻繁に確認する他、
団体の所在の確認及び連絡をより密にすることが不可欠であ
る。
治安状況に鑑みて可能な限り館員乃至草の根委嘱員が現地
視察を行うことができる案件を採択していくよう努め、視察が
困難な場合には監査法人等の第三者を派遣し、より頻繁に現
状確認を実施するように徹底する。
中間及び最終報告書を適正に提出させることを徹底し、進捗
状況に応じて、可能なかぎり複数回の分割供与を行い、資金
管理をより適切に行う。
監査法人等第三者機関による監査をプロジェクト実施要件と
する。
被供与団体の選定にあたっては、活動実績や実施能力を精
査するとともに同団体を通じて支援を行っている他ドナーと情
報交換を行い、団体の信頼性の確認に努める。

５４ イラク
サマーワ市アスファルト
舗装機材整備計画

2005年7月
サマーワ市内道路のアスファルト
舗装に必要な機材を購入する（発
電機を含む）。

¥99,510,000 サマーワ市民生局 一部品目が未調達の状態。
納入業者が当初計画で想定されていた仕様と
異なる機材を納入したことから、被供与団体と
納入業者との間で抗争が発生。

大使館から被供与団体（サマーワ市民生局）に対して累次に亘り申し入れを行った
結果、同団体は本件の解決方針を提示した。一方、アスファルト製造機据付を巡
り、同団体と納入業者との間で意見対立が再び生じたため、2013年1月、同団体
は、納入業者に対する民事訴訟を提起した。

大使館は、被供与団体に対して引き続き事態の早期打開を働
きかけるほか、訴訟の状況をフォローしていく。
支援の決定にあたっては、不測の事態が発生しても被供与団
体の責任において案件を完遂させることを確認する。

５５ イラク
ムサンナー県国境警察
に対する機材供与計画

2005年8月

イラク南部ムサンナー県の国境警
察（14か所）等に対し、国境警備に
必要な車両、通信機器等を供与
する。

¥99,916,600
ムサンナー県国境
警察

納入業者が、仕様とは異なる品目を一部納入
し、また、一部品目を納入しないまま、サマー
ワから撤退し、出国。

納入業者が、車両3台を納入せず、給水車1台
についても、当初計画で想定されていた仕様と
異なる機材を納入した。

本件の早期解決に向けた大使館から被供与団体（ムサンナー県）に対する累次に
亘る申し入れを受け、ムサンナー県国境警察は現実的解決策として契約業者に対
する民事訴訟を提起した。現在も本件民事訴訟が継続中。

大使館は訴訟の状況をフォローしていく。
支援の決定にあたっては、不測の事態が発生しても被供与団
体の責任において案件を完遂させることを確認する。

５６ イラン

ホラサーンラザヴィ州マ
シュハド市ハジェラビ地
区アフガン難民図書館
建設計画

2010年3月16日
ホラサーンラザヴィ州マシュハド市
において、図書館を一棟を建設す
る。

¥9,546,394
ホラサーンラザビィ
州外国人移民管理
局

図書館の建設工事が中断している。

被供与団体では、建設する図書館を当初計画
の1階建て（延べ床面積：300㎡）から2階建て
（延べ床面積：400㎡）に事前承認なしに変更
し、着工したが、規模拡大に伴う経費を捻出で
きなくなった。
大使館としても計画変更の事実につき、事前に
把握していなかった。

2012年6月、被供与団体の活動を所掌する内務省外国人移民管理局に対し大使館
より本件解決のための協力を要請。同年9月、被供与団体はホラサーンラザビィ州
図書館総局から資金援助を受けて、本計画を完了させることとなった。

引き続き、早期に完成するよう被供与団体及びホラサーンラ
ザビィ州図書館総局に対して働きかけを行う。
当初計画の変更については、贈与契約の規定に基づき、事前
に大使館の承認が必要であることを贈与契約前に十分説明
するとともに、モニタリング調査等の機会をとらえて計画変更
はないか注意喚起を行うことが重要。

５７
パレス
チナ

SOS移動クリニック強化
計画

2010年3月1日 2010年10月11日
NGOが運営する移動クリニック事
業に用いる移動用のトレーラー及
び診療器材を整備するもの。

¥5,426,040
エス・オー・エス孤児

村

案件完了後、しばらく（約2年2ヶ月）は供与機
材を用いた移動クリニック事業が当初計画の
とおり実施されていたが、2013年1月に完了2
年後のフォローアップ調査を実施した際、被供
与団体が資金難に陥り、供与機材を使用する
プログラムを2012年12月に終わらせていた
（医師及び技師を既に解雇済みであった。）こ
とが発覚した。

大使館より被供与団体に対して、本件移動クリ
ニック事業を継続するためにも、他のドナーや
パレスチナ自治政府（保健庁・計画庁）からの支
援を受ける可能性も追求するよう働きかけてい
るが、未だにどこからも活動を続けるための支
援は得られていない。

大使館より被供与団体に対して、本件移動クリニック事業を継続するためにも、他
のドナーやパレスチナ自治政府（保健庁・計画庁）からの支援を受ける可能性も追
求するよう働きかけているが、未だにどこからも活動を続けるための支援は得られ
ていない。

今後は、被供与団体に代わって、供与された機材を用いた移
動クリニック事業を行うことのできる後継団体を探す。
また、被供与団体が国際NGOの支部であって、事業の運営・
維持管理に係る予算を本部からの支援に大きく依存する場合
は、審査の段階で、同本部による支援継続のコミットを予め書
面で必ず確認する。

５８
パレス
チナ

ウンム・リハン村汚水処
理施設建設計画

2008年12月16日

ヨルダン川西岸のジェニン県ウン
ム・リハン村で、汚水を植物浄化し
て灌漑用水として活用するための
システム（村共有の汚水処理槽１
とパイプで接続された水生植物に
よる浄化湿地２からなるシステム）
を設置するもの。

¥9,868,968
イスラエル・パレスチ
ナ情報研究センター

当初計画の規摸を大幅に上廻る下水管網（約
800m）を完成させてしまったため、資金不足等
に陥り、事業が中断し、本件の事業目的達成
に最も必要な汚水処理槽及び植物浄化湿地
が未だに建設されていない。

　被供与団体が無断で当初計画にある下水管
網を延長し、供与資金をそのための追加経費に
使用していたため、資金が不足することとなっ
た。また、被供与団体が村議会に対して事業の
進捗状況を十分に説明していなかったことか
ら、村議会との間で長期にわたる協議が必要と
なり、事業自体も中断した。その過程で、大使
館によるモニタリングが十分でなかった。

大使館より被供与団体に対して、下水管網の延長部分は同団体の自己負担とす
べき旨指導しているが、同団体としては、他のドナーによる支援の目途が立たない
とのことであり、事業は依然中断したまま。
大使館は、被供与団体に対し、当初目的が達成されるまでの定期的な報告書の提
出を義務づけるとともに、引き続き関係者（村議会、施工業者）との間で問題解決を
図るよう働きかけている。また、パレスチナ自治政府の水利庁（ＰＷＡ）やジェニン県
にも本件解決に向けた協力を要請中。

審査の段階において、被供与団体の自己負担能力と事業実
施能力をよく見極めるべきであった。
また、事業の実施に当たっては、その実施監理の手法（特に
計画変更については当館の承認を得ること）を徹底するよう予
め被供与団体に対してよく説明するとともに、大使館としても
実施中のモニタリング体制を強化する。

５９
ヨルダ

ン
マダバ市アルカサバ診
療所整備計画

2009年3月24日

低所得者層の住民に対して安価
な医療サービスを提供するため、
マダバ市内アルカサバ地域に新
設される診療所に医療機材等を
整備するもの。

¥6,989,954 ナダワ慈善協会 現在、診療所が閉鎖されている。
被供与団体に財政的余裕がなく、医師を雇えな
かったため。

これまで、大使館は被供与団体（ＮＧＯ団体）に対し警告文書を3回発出し（被供与
団体は第3回目の警告書を受取拒否）、現地調査を5回実施。
大使館は被供与団体に対し、診療所閉鎖に係る関連資料の提出を求めたが、提出
はなく、大使館との接触を拒んでいる状況。
被供与団体は、同団体のクリニックがテナントとして入っている建物の家賃を2年以
上滞納しているため、家主は家賃支払いを求めて同団体を提訴。
ヨルダン計画・国際協力省及び大使館顧問弁護士と協議した結果、大使館から社
会開発省（ＮＧＯを所管）に対し、問題解決に向けた協力を要請。

原則として、財務能力や運営計画の不十分な団体を支援対象
としない。



６０ グルジア
ムツヘタ地区サグラモ村
孤児院第２号棟改修計
画

2009年11月26日 2010年6月21日
サグラモ村にある老朽化した孤児
院の第2号棟（食堂及びシャワー
設備）の改修工事（700㎡）を行う。

¥9,136,100 モマヴァリ
サグラモ村孤児院の閉鎖に伴い、我が方が改
修した第2号棟は、現在空き家となり放置され
たままの状態となっている。

2012年1月以降、当国政府は孤児院の管轄を
教育・科学省から労働・保健・社会保障省へ移
管した上で、孤児院の形態を施設型からより小
規模なグループホーム型への移行を進め、従
来の施設型孤児院を閉鎖した。同方針に伴い、
サグラモ村孤児院も閉鎖され、45名の子ども達
は当国各地のグループホーム型孤児院に移動
した。

大使館と労働・保健・社会保障省との協議の結果、孤児院は小児ガンを患う子ども
達のための医療・社会サービス施設として再活用されることが決定した。
施設の開設時期については、未だ同省による資金調達の目処がついておらず調整
中。

医療・社会サービス施設の開設に向け、引き続き同省に働き
かけを行っていく。
先方政府の社会福祉政策全般についての情報収集を入念に
行った上で、その動向について留意する。

６１
セルビ

ア
傷痍軍人協会職業訓練
施設機材整備計画

2008年1月

被供与団体のマリ・イジョシュ支部
で運営される予定の職業訓練施
設に対して、職業訓練用の縫製機
材を整備するもの。

¥8,784,426 傷痍軍人協会

プロジェクトの開始後に、被供与団体内部で
不和が発生し、職業訓練を運営・実施する予
定だった支部が分離し別組織となったため、
当初目的の職業訓練はわずかしか実施され
ず、供与機材は元支部の家族等によって私的
に使用されている。

被供与団体内部の混乱（協会本部とマリ・イジョ
シュ支部の不和）により、協会本部から同支部
への送金支援が止まり、同支部だけでは運営
が立ち行かなくなった。

大使館から協会本部（被供与団体）及び元支部の関係者に対して、当初目的に
沿った供与機材の適正使用を要請するとともに、労働・社会政策省（社会保障全般
を所管）に対し、本件解決に向けた協力を依頼。
現在、協会本部が元支部の関係者を相手取り、供与機材の引き渡しに係る訴訟を
起こしている。
また、協会本部に対しては、機材返還後における職業訓練の実施・運営計画を新
たに策定するよう、働きかけを行っている。

供与機材が可及的速やかに当初目的の通り適正に使用され
るよう、引き続き被供与団体に働きかける。
今後は、プロジェクト実施に係る運営・維持管理費が確実に確
保されるよう、実施計画の様態及び関係者の責任分担の確認
を徹底する。

６２
タジキ
スタン

アイニー行政郡ウルメタ
ン地区揚水場ポンプ機
材修繕計画

2008年3月 2009年1月
農業用水の供給能力向上を目的
として、ウルメタン地区揚水場ポン
プの修繕を行うもの。

¥9,391,920 アイニー行政郡

案件は完了したものの、アイニー行政郡担当
の国家水資源管理局が長年に渡り電気料金
を延滞していたため、現在ポンプの稼動に必
要な電気を電力会社が止めており、ポンプが
使用できない状況にある。

水資源管理局の水使用料金徴収システムが上
手く機能していなかったことによる資金不足で
電気料金が長期滞納されていた。
また、本件実施前から持続可能な水料金徴収
システムが整備されていなかったため、電力会
社に対する負債が当初から存在した。

行政郡側に問題解決を求め、働きかけを継続的に行っている。アイニー行政郡側
は予算の関係で自己負担で延滞してきた電気料金を支払うことは難しいため、アイ
ニー行政郡長が政府及び電力会社と電気使用料負債免除に関する交渉を行って
いる。行政郡側からは政府からの負債免除許可が2013年5月にもおりる見込みと
の回答を得ているが、確証は得られていない。

行政郡側と政府・電力会社との交渉を引き続き注視していく。
案件形成の段階で、水料金徴収体制及び水資源管理局の財
務状況の把握に努めるべきであった。今後の案件形成では、
計画の精査をより慎重に行う必要がある。

６３
タジキ
スタン

ドゥシャンベ市第79中等
学校改築計画

2006年3月
ドゥシャンベ市第100幼稚園校舎を
解体し、9年制中等学校に改築す
るもの。

¥9,240,092
オイライ・ティフォック

建設中のモニタリング時に建物の強度に著し
い問題が発覚し、建設中の中学校は一旦解
体された。大使館より被供与団体に対し､別途
別業者に再建設を依頼するよう指導した。し
かし、幼稚園の取り壊しに関する区役所等の
許可を得ていなかったことが判明し､再建築許
可がおりなかったため､現在取り壊した跡地は
そのままである。
ドゥシャンベ市イスマイルソモニ地区、被供与
団体及び教育局と調整を重ねているが、被供
与団体が解散し、事実上被供与団体がいなく
なった。

被供与団体であるＮＧＯ及び建設業者の案件
管理能力の不足及び区役所等の事前の許可
取り付けの不備。

関連団体と協議を重ね、ドゥシャンベ市及び地区の協力を得られるよう交渉中で、
建物の建設完了を目指している。また、タジキスタン教育省とも協議を行い、教育
省の指導の下必要追加予算の割り当てを促している。

事業については、関係機関と学校建設完了に向けて協議を進
めている。
今後の案件形成における教訓として、被供与団体及び建設会
社の信頼性・キャパシティの調査を徹底すること、土地に関す
る関連団体からの許可取り付け等を徹底することとしたい。
資金供与先をＮＧＯなどの非政府団体にする場合には，事業
終了後に責任の所在を明らかにできるかも含め，当該ＮＧＯ
の将来性及び信頼性を十分に精査した上で資金供与先とす
ることとする。
被供与団体の債務不履行の問題については、司法的解決も
視野に検討を行う。

６４
ブルガ
リア

トポーロブゴラッド市小・
中学校及び寄宿舎整備
計画

2005年12月 2007年1月

トポーロブゴラッド市にあるヴァシ
ル・アプリーロブ小・中学校校舎及
び寄宿舎の改修工事（窓枠、青枠
の交換、廊下、トイレ及び浴室の
壁塗装、衛生施設改修）を行うも
の。

¥4,292,412
トポーロブゴラッド市
小・中学校（教育機
関）

改修工事完了から約1年半後に学校が閉鎖さ
れ、本来の目的では活用されなくなった。

生徒数の減尐により、ブルガリア政府の定める
学校設置基準を満たさなくなったことから、2007
年6月、教育省により廃校が決定され、2008年7
月をもって廃校となった。
また、案件実施決定に当たり、生徒数の減尐傾
向を把握していなかった。

トポーロブゴラッド市（施設所有者）では、閉鎖された学校を再開する意向はなく、複
合社会福祉施設（家庭内暴力などで傷ついた女性・子どもの保護センター及び孤
児院施設）へ用途変更することを決定し、補助対象事業となるよう政府と交渉を
行っている。

学校として使用することは困難であるが、施設の有効活用の
観点から、市が立案した複合社会福祉施設としての活用が早
期に実現されるよう引き続き働きかける。
計画の採否を検討する段階で、被供与団体のみならず、関係
政府機関からも情報を収集し、廃校の可能性について検討す
ることが重要。

６５

ボスニ
ア・ヘ
ルツェ
ゴビナ

ビハチ農業振興計画 2005年6月

ビハチの事業開発局を通じて同地
域の農業団体に農産物加工用機
材を貸与することにより、農業生
産力を高め、帰還民及び地元住
民の雇用創出・生活改善を図る。

¥9,971,792
ビハチ農業開発局
(EDA)（ローカルＮＧ
Ｏ）

機材貸与先である農業団体の約束不履行（農
機の保管倉庫の未整備、転売未遂等）によ
り、農業団体と被供与団体との間で争議が発
生したため、案件自体が停止し、供与された
機材は未使用のままとなっている。

被供与団体による農業団体側のニーズの把握
が不十分であり、大使館の事前調査でもこの点
につき把握できていなかった。

2006年8月、被供与団体と農業団体の双方が、お互いを提訴した。2008年8月、
2011年11月及び2013年1月に、大使館員が現地へ行き、被供与団体や農業団体と
本件について協議を実施するとともに、地方行政府等に対し、本件の解決に向けた
協力を要請。
2012年、地方裁判所は、農業団体が被供与団体に対し供与機材を返還するよう命
令。これに対し、農業団体は上訴した。

大使館は関係機関に対し、問題解決に向けた働きかけを引き
続き行う。
事前の審査においてニーズ調査が不十分であったことから、
類似案件の実施決定にあたっては、裨益者団体にも直接のイ
ンタビューを行うなど、ニーズの確認を徹底する。

６６

ボスニ
ア・ヘ
ルツェ
ゴビナ

ブソバチャ帰還持続支
援計画

2006年1月

ブソバチャ地域で活動する民族混
在のローカル農業組合に対し、牛
乳回収作業に必要な機材及び回
収車輌を供与し、所得創出の機会
を促すことで、帰還民の経済的自
立、同地域への帰還の持続を促
す。

¥6,100,824
農業組合「エコ・ヴィ
ダ」

被供与団体の会長が供与資金を私的に流用
したため、当初計画で予定されていた機材の
一部が購入されていない。

被供与団体は、供与資金の一部を、被供与団
体の会長の親族が経営する乳製品工場の家賃
返済に充てていたことが判明した。

2008年1月、大使館員が現地に赴き、被供与団体の会長と協議したほか、同年2月
以降、大使館員が現地に赴き、ブソバチャ市行政府関係者と本件解決に向けた協
議を累次に亘り行った。また、大使館は連邦政府に本件解決に向けた協力を要請
した。2012年9月、大使館員が現地に赴き市行政府等にはたらきかけを行った結
果、同年10月、被供与団体は当初計画で購入予定であった機材を自己負担で購入
することに同意。現在、資金確保に向け調整中。

大使館は、被供与団体が自己負担で機材を購入するよう、関
係当局の側面支援を得ながら注視していく。

６７
アンゴ

ラ

シタート市帰還難民及び
避難民のための農業生
産支援計画

2009年3月24日

ローカルＮＧＯがルンダ・ノルテ州
シタート市チッサンダ村において
国内避難民と帰還民100人を対象
として、農業生産訓練、共同穀物・
種子倉庫及び農業用具の整備を
行うプロジェクトに対して資金協力
を行うもの。

¥9,129,496
アンゴラ・ドイツ友好
と団結協会

被供与団体から案件が完了したとの連絡が
あったものの、その後、完了報告書が未提出
であり、案件の実施状況が把握できていな
い。

現地の治安が悪化しているため事後の現地調
査ができていない。
被供与団体による報告義務の不履行。

2009年以降、コンゴ民からの不法流入労働者を巡る対立が激化し、ルンダ・ノルテ
州の治安が極めて悪化しており、大使館による現地調査が困難な状態にあるた
め、大使館及び顧問弁護士より再三に亘って、被供与団体に報告書を提出するよ
う働きかけている。また、ＮＧＯを統轄する公的機関ＵＴＡＣＨにも、同団体によるプ
ロジェクト遅延及び報告書の未提出を通報し、協力を依頼しているが、現時点に至
るもなお報告書が未提出のままとなっている。現在ようやく団体関係者への連絡が
つくようになったので、同団体とのミーティングを調整をしているが、未だに実現でき
ていない。

引き続き被供与団体に対して報告書や現場写真等の提出を
求め続けることにより、案件の進捗状況の確認に努める。治
安状況が許す状況となれば直ちに現地調査を行う。また、今
後とも報告書の提出がない場合には、贈与契約の違反とし
て、供与資金の返還を求める可能性も検討する。
治安状況が悪化する可能性のある地域での案件形成はなる
べく避けるか、あるいは、フォローアップにおいて地元住民や
自治体等の信頼できる第三者の協力が然るべく得られるよう
な案件を形成した上で、案件の採否を検討する。

６８
ウガン

ダ
カペレビョング職業訓練
センター建設計画

2007年8月 2008年7月

ウガンダ東部アムリア県にあるカ
ペレビョング職業訓練センターに
対し教室棟1棟及び簡易型トイレ
棟（5室）を含む訓練棟を建設し、
さらに訓練内容を充実させるため
に、ディーゼル・モーター付き溶接
機1台、煉瓦製造機1台、裁縫ミシ
ン5台を供与する。

¥2,921,416
カペレビョング母子
発展協会

2010年6月のフォローアップ調査において、本
職業訓練センターの生徒数が激減し、機材も
ほとんど使われていないことが判明。その後
の2011年7月のフォローアップ調査時には、同
センターは完全に閉鎖され、機材もすべて紛
失していた。

同センターは、当該地域に滞留していた国内避
難民を対象とした職業訓練施設であったことか
ら、当該避難民の帰還が進むのに伴い生徒数
が激減したため、経営難に陥り、閉鎖されざる
を得なくなった。

2010年のフォローアップ調査において、本職業訓練センターの運営資金を確保する
ための方策につきアドバイスを行った。その後、被供与団体は、当該地域において
就学前（幼児）教育のニーズが非常に高いことに着目し、本計画で整備した教室棟
及びトイレ棟を有効活用して同地域初の幼稚園及び初等教育事業を開始。現在、
61名の幼児及び小学校低学年の児童を受入れており、2013年度から県政府に学
校登録されることになっている。

当該施設における幼児・初等教育事業が効果を発現しつつあ
ることに鑑み、当初の計画で供与された職業訓練用機材分の
資金が返還されることを条件として、本案件の計画変更を事
後的に認めることとする。
職業訓練に係る案件の審査に当たっては、受講者が確実に
集まるか等のニーズを事前に必ず確認すること。また機材供
与案件の場合は、尐なくとも5年間の適正使用の確約を取り付
けることを徹底する。



６９
ウガン

ダ

シロンコ県における安全
な水へのアクセス改善
計画

2010年3月 2011年4月

ウガンダ東部シロンコ県内におい
て、高地にある水源から麓まで水
道（水道管合計5.5ｋｍ）を敷設し、
ブワラシ準郡に給水所14ヶ所（為
替差益での設置及び集水所を含
む）、中型貯水槽基、小型貯水槽1
基と水源から水を保護する吸水機
1基を設置する。

¥7,925,953 シロンコ県政府

事業完了後の当初は全ての給水所から水が
出ていたが、各給水所の水管理委員会が機
能せず、水使用料の徴収も行われていなかっ
たために、2013年1月現在、給水所14ヶ所のう
ち6か所で断水しており、蛇口が壊れている給
水所も複数存在する。

被供与団体（県政府）による水管理委員会ト
レーニングの効果が十分でなかった。また、引
き渡し式までの間、県政府は住民に給水所を無
料で使用させていたため、その後の使用料徴収
が困難となった。さらに各給水所の運営・維持
管理体制や責任の所在等が事前に確認されて
いなかった。

被供与団体（県政府）、準郡政府及び各給水所の水管理委員会等の関係者に対
し、運営・維持管理に関する指導を行ったところ、これらの関係者らによる協議の結
果、本案件の維持管理体制の構築を改めて確認し、今後は、これら関係者間の相
互連携及び水管理コストに係る住民の意識向上をを中心に改善に努めていくことと
なった。

引き続きフォローアップ調査を実施することにより、各給水所
における維持管理体制の確立を働きかける。
今後の類似案件に関する審査に当たっては、住民からなる水
管理委員会による運営・維持管理体制の確認を徹底する。ま
た、当該水管理委員会が機能するまでの間の給水施設の運
営・維持管理については、被供与団体乃至は地元自治体が全
面的に責任を負うことを事前に書面にて明確に確認しておくこ
とが重要。

７０
ウガン

ダ

ネビ県における医療器
具整備を通じたプライマ
リー・ヘルスケア・サービ
ス向上計画

2008年8月 2009年12月

ネビ県内の全19準郡における医
療保健施設29ヵ所に基本的な診
療に必要な器具（分娩用ベッド、
蘇生器具、体重計、薬品用台車、
殺菌機材等）を供与することを通
じて、同県のプライマリー・ヘルス
ケア・サービスの改善を図る。

9,918,801 ネビ県政府

完了1年後のフォローアップ調査を実施したと
ころ、多くの保健センターで、供与機材に含ま
れていた殺菌機材が未使用のまま倉庫等に
保管されていた。

殺菌機材の使用法が分からないため、使用さ
れていなかった。

被供与団体（県政府）に対して、殺菌機材の使用方法についての研修を実施するよ
う要請したところ、その結果、同団体は、右研修費用を2013年度予算に組み込み、
近く同研修を実施することを確約。

殺菌機材の研修が早期に実施され、各保健センターにおける
供与機材が効果的かつ適正に使用されることになるよう、引き
続き被供与団体に働きかける。
今後の案件形成に当たっては、事前調査において、被供与団
体の主張のみならず、実際の現場における具体的ニーズをよ
く確認する。特に、医療機材等を整備する案件については、当
該機材を使用できる医師や技師等の人員の配置状況等、現
場の維持管理体制をしっかりと確認する。

７１
エチオ
ピア

アムハラ州バハルダー
ル市栄養・衛生改善計
画

2009年3月11日

貧困女性組合に対して、インジェ
ラを効率的に製造するために必要
な機材を供与するとともに、排煙
設備付きインジェラ焼き炉16基を
設置することで、同組合員女性の
労働環境を改善し、作業中の健康
被害を軽減する。

¥9,590,649
アムハラ州女性関係
局

被供与団体側負担分の電線延長工事が実施
できないため、電力が供給されておらず、供与
機材の一部が未使用のままとなっている。

当初は当該施設への電力供給開始を約束して
いた電力公社が、事業開始後になって、電力供
給に必要な電線延長工事を実施するために
は、追加的に約44万ブルの費用が必要である
旨主張し始めた。被供与団体は右工事に必要
な資金を準備できる状況にない。

電力公社は、本件電力供給開始に係る被供与団体に対しての約束を何度も反故
にしており、大使館からの働きかけにも十分な対応をしてこなかったため、大使館よ
り同電力公社宛に電力供給の早期開始を改めて要請する書簡を発出したところ、
結局、電線延長工事のための追加費用を請求された。
現在、被供与団体と供与機材を利用する女性団体との間で、当該電線延長工事に
係る追加費用の分担につき協議が行われている。

供与された機材の効果を早期に発現させるためにも、引き続
き、被供与団体及び電力公社に対して、必要な電線延長工事
を可及的速やかに実施するよう働きかけていく。
今後の類似案件の審査に当たっては、電力や水供給に係る
実現可能性の確認を徹底するため、電力公社や水公社から
の協力コミットメントは必ず事前に書面で取り付けることを原則
とする。

７２
エチオ
ピア

アムハラ州フィノテセラ
ム町バイオガス普及及
び女性追加支援計画

2006年11月15日 　

小中学校及び野外市場にバイオ
ガストイレ及び台所を設置し、衛
生的なトイレを提供すると同時に、
代替エネルギーの普及を図るも
の。また台所は貧困女性グループ
の自立支援活動に利用される。

¥9,952,800
エチオピアの人々へ
届く希望

セメント等建設資材が購入できなくなり、工事
が長期間に亘って中断している。

急激な物価高騰のために建設資材が購入でき
なくなり、工事が中断。その後、被供与団体の
代表が入院してしまったため、大使館からの申
し入れに対して迅速な対応ができない。

大使館は、被供与団体に対して他支援組織からの援助によって事業を継続するよ
う申し入れるとともに、地元行政府に対しても過去6回にも亘って資材提供等の支
援要請を行っているが、他の支援団体が見つからず、また、地元行政府も財政難
のために協力できないとの回答であった。2013年4月現在、代表者が入院中であ
り、大使館からの申し入れに対して迅速かつ十分な対応ができていない状況が続
いている。

引き続きフォローアップを行うとともに、被供与団体代表者の
退院・回復を待って、改めて具体的な方針の協議を行う。
今後の案件形成に当たっては、、如何なる物価上昇等にも対
応し得る財務能力及び意思を持った団体のみを被供与団体と
する。また、代表者以外が当事者能力のない団体は選ばな
い。

７３
エチオ
ピア

オロミア州カタール灌漑
地区農作物流通改善計
画

2006年11月24日

カタール灌漑地区3村における農
作物の流通改善を図るために、物
品販売所、倉庫等を建設するも
の。

¥9,192,021
ヒビル総合開発コ
ミュニティ開発機構

被供与団体代表が行方不明となり、事実上解
散状態となってしまったため、中途まで建設さ
れた施設が、郡によって目的外使用されてい
る。

信頼性の低い団体を被供与団体としたことが主
な原因である。被供与団体が事実上解散したた
め、当該施設は現在、当該地区の自治体であ
る郡が維持管理をしている。

これまでの工事について被供与団体からの支払い額に不足があったため、建設会
社は同団体を相手取って賠償請求を提訴したが、その後、地方自治体（郡）及び大
使館との協議の結果、同建設会社は裁判をとりやめ、残りの支払いは自らが負担
することとし、建設された施設の所有権を郡に移譲した。同施設は、郡によって維
持管理されている。
現在、本案件の被供与団体を郡に変更すべく手続き中。

今後もし郡が贈与契約における被供与団体の権利義務をも承
継することにつき同意するのであれば、同郡をして本案件の
被供与団体に代位させる計画変更の手続きをとり、案件の完
了を目指す。
被供与団体の信頼性については、他ドナー等の評価を参考に
するなど慎重に確認を行う。また資金の適正使用を確保する
ため、専用口座を開設するとともに、同口座から資金を引き出
しす際には、事前に大使館の了承を取り付けることを確約させ
る。

７４
エチオ
ピア

オロミア州メケデラ・カリ
ナ衛生・給水計画

2007年10月25日 2009年11月17日

メケデラ･カリナ村にあるメケデラ
のブルカ・チャフェ地域、カリナ地
域、ワラド地域、ホロフォ地域に井
戸を掘削し、ハンドポンプを1基づ
つ設置、ウォディア・メケデラ村の
メケデラ地域についても井戸を掘
削し、ハンドポンプ1基を設置する
と同時にヘルスポストを建設す
る。

¥9,903,268
アムド：アベラシ記念
開発協会

供与資金の使途が不明となっており、セメント
等の建設資材が購入されないままとなってい
た。

被供与団体の元担当者らが資金を不適正に使
用した疑いがある。

供与資金が払底した後、被供与団体は独自に資金調達を行いながら建設を完了さ
せたものの、被供与団体の元担当者らが辞職して以来、本案件に係る財務証憑等
の全てが所在不明となっているため、被供与団体は元担当者らを訴え、真相の究
明を行っている。

被供与団体に対して、不適正に使用された資金の返還を求め
ていく。
今後の教訓として、事業実施段階においては、資金の適正使
用を確保するため、専用口座の開設と同口座からの資金引き
落としの都度大使館の承認を取り付けることを被供与団体に
徹底させる。

７５
エチオ
ピア

オロミア州西ハラルゲ地
方チロ町中学校建設計
画

2009年1月30日

中等教育・高等教育への就学率
が高いオロミア州西ハラルゲ地方
チロ町において、教室不足による
务悪な就学環境を改善するため
に、中学校（9年生～10年生）の建
設を行い、必要な学校家具を提供
する。

¥9,715,175 チロ町役場
学校用家具の一部が未購入であったが、その
未購入分は必要のないものであったことが判
明。

事前のニーズ調査が十分でなかった。
新規校舎を利用している児童数を考慮すれば、これまでに購入した学校用家具で
十分であるため、被供与団体は計画の縮小を希望している。現在、これまでの資金
利用状況を確認するため、外部会計監査報告書の提出を要請している。

外部会計監査報告書の提出を待って、供与資金の使途を然
るべく精査するとともに、被供与団体の希望する計画の縮小
についての妥当性を改めて検討した上で、右計画変更と案件
完了の可否を判断する。
今後の案件形成に当たっては、現地における具体的なニーズ
の現状と将来的な動向を入念に調査する。

７６
エチオ
ピア

トゥカ水供給・公衆衛生
改善計画

2005年8月5日
手動ポンプ付井戸6本の掘削及び
住民に対する維持管理訓練。

¥9,061,081
オロミア州政府水資
源局

井戸5本を掘削したものの、全てが空井戸で
あったため、計画変更を行い、ため池、ろ過
槽・手動ポンプ付き集水桝、家畜用水飲み場
を建設することとしたが、未だに完工していな
い。

井戸掘削前に十分な水脈調査ができていな
かったため、空井戸の掘削に資金を費消し、資
金不足が発生した。その後の計画変更に際し
て、被供与団体の自己負担となるべき費用の
予算手当が遅れた。

空井戸の掘削によって生じた資金の不足分を被供与団体の自己負担によって補填
することを条件として、当初計画をため池等の建設計画に変更することを承認。
これまでに被供与団体（州政府）はため池建設のための予算を確保し、現在建設会
社を選定中。

今後とも計画変更後の計画が適切に実施されるよう引き続き
フォローアップを行う。
井戸掘削案件については、審査において、対象サイトの水脈
調査が十分に行われていることを必ず確認する。

７７
エチオ
ピア

南部諸民族州イェルガレ
ム小学校建設計画

2008年1月28日

南部諸民族州イェルガレム町の学
齢児童に教育機会を提供するた
めに新規の教室棟、図書室及び
事務室の入った棟を建設の上、必
要な教育機材を配布する。また、
トイレも建設することで衛生環境を
整える。

¥9,631,016
グリーンメッセージ・
エチオピア開発協会

事業の遅延・長期化に伴って物価上昇の影響
を大きく受けてしまい、資金が不足したため工
事が中断した。

当初は地元住民から無償で提供される予定で
あった建設用地が、事業開始後になって住民の
譲渡拒否により使用できなくなってしまい、その
代替用地の確保に多大な時間を要した。
当初計画における過尐見積とも相まって、案件
長期化に伴う物価上昇の影響により、資金不足
が発生した。

被供与団体に対して残りの工事の継続を働きかけていたところ、これまでに同団体
は、教室棟1棟とトイレ棟の建設を完了させるともに。2棟目の校舎棟を基礎工事ま
で完了させている。
被供与団体としては、とりあえず完成済みの校舎を活用して、2012年度後期から小
学校として開校させる予定。
大使館よりは、残りの校舎建設については、州大統領及び町長に対して資材提供
等の援助を行うよう申し入れを行っている。

引き続き資材提供等の援助について申し入れを行うものの、
効果を早期発現の観点から、フォローアップ費の活用を検討
する。
今後の施設建設案件に係る審査に当たっては、土地の使用
許可に関して、政府のみならず、地元自治体からも土地利用
許可を書面で確認することを徹底する。
また、計画変更等を要する事態が発生した場合には、早期に
大使館へ相談するよう周知徹底を図る。

７８
エチオ
ピア

南部諸民族州カンバタ・
タンブロ地方ハマンチョ
村給水計画

2008年9月8日

慢性的な食糧不足に悩まされて
いる南部諸民族州カンバタ・タンブ
ロ地方ハマンチョ村において、特
に女性の生活改善・向上を目的に
給水システム（井戸掘削等）の構
築及びビジネストレーニングを支
援するもの。

¥9,833,486 カンバタ開発協会

井戸掘削が完了したものの、中途で建設会社
から契約条件の変更につき要請があり、その
結果、建設会社と被供与団体との間で交渉が
決裂し、事業が中断した。

急激な物価高騰により、建設資材や機材の調
達経費が増額した。
案件審査の段階において、被供与団体の財務
能力について十分な確認ができていなかった。

これまでに井戸掘削が完了しており、今後、変圧器、ポンプ、管路等の設置を行う
予定であったが、建設会社が当初の2倍の金額を請求したことから、本件は中断。
現在、被供与団体は建設会社と係争中である。被供与団体は、新たな建設会社と
契約予定。

裁判の結果、建設会社より返還される金額が確定するのを
待って、最終的な資金不足額を特定し、その中で物価上昇に
よる不足額につき、フォローアップ費を活用して問題解決を図
る。
今後の案件審査に当たっては、いかなる不測の事態が発生し
ても被供与団体の責任で当初の予定通りの計画が完遂され
ることを確保するため、団体の財務状況及び資金管理能力の
確認を徹底する。



７９
エチオ
ピア

南部諸民族州ビッタ高等
学校拡張及び給水計画

2008年9月8日

エチオピアの尐数民族の一つであ
るマンジョ（Menja）族の教育機会
を拡大するために、南部諸民族州
カファ地方ビッタ郡にある同郡唯
一の10年制学校であるビッタ・ゲ
ネット小中高等学校を12年制まで
拡張する。具体的には、校舎2棟
（各４教室）の建設、深井戸掘削
及びハンドポンプの設置を支援す
る。

¥9,750,431 エイド・エチオピア
校舎2棟は完成したものの、残りの給水施設
の整備が未了のままとなっている。

物価上昇に伴う資金不足により、当初計画に
あった深井戸掘削が実施できなくなった。。

深井戸掘削は実施不可能と判断されたため、当初計画の給水施設部分について
は、別途州政府が同地域で行っている水道給水事業拡張工事の完了を待って、そ
こから同高等学校に水道を敷設するという計画に変更した。しかし、州政府による
事業も工事が中断してしまったため、同高等学校への水道も未だに敷設されないま
まとなっている。大使館から南部諸民族州政府の水資源局に対し、現状を報告の
上、同州政府の行う給水事業の早期完了を要請しているが、今のところ全く進捗が
見られていない。
但し、完成済みの校舎2棟については、既に生徒を受入れ、供用が開始されてい
る。

引き続き、州政府が行う水道給水事業の拡張工事再開を同州
政府水資源局に働きかける。
今後の案件審査に当たっては、いかなる不測の事態が発生し
ても被供与団体の責任で当初の予定通りの計画が完遂され
ることを確保するため、団体の財務状況及び資金管理能力の
確認を徹底する。

８０
エチオ
ピア

南部諸民族州紛争緩和
のための中立的福祉施
設建設計画

2010年2月22日

水や牧草といった自然資源の所
有権を巡る紛争が絶えない南部
諸民族州とオロミア州の州境付近
において、給水場、ヘルスポスト、
トイレ及び家畜診療所を建設し、
本案件サイト周辺で生活を営む両
州の住民が共同利用でき、かつ、
公平な社会サービスを受けられる
場所を提供することで異なる民族
間の相互理解、紛争予防に繋げ
る。

¥9,857,615 セケム開発協会
被供与団体による建設会社への支払いがで
きなくなり、工事が中断。

被供与団体代表が資金を不正に使用してい
た。

本件の経緯について、大使館より州政府や県に通報したところ、これまで同県内で
日本が実施してきた各種の援助に鑑み、2013年度の郡の予算で建設を完成させる
ことになった。既に予算はついており、現在、建設会社を選定中である。なお、被供
与団体の代表は現在別の容疑で収監されている。

本案件については、郡による建設工事の推移を見守りつつ、
今後の事業完了に向けてフォローアップを徹底する。
事業実施中の資金の適正使用を確保するためにも、専用口
座の開設と、同口座から資金を引き出す際には、その都度事
前に大使館からの承認を取り付けることを被供与団体に徹底
させる。

８１ ガボン
ランバレネ・アルベール・
シュバイツァー病院滅菌
処理室機材整備計画

2010年3月16日 2011年10月21日

モワイエン・オグエ州の州都ラン
バレネにおいて、同州で医療活動
の中心的な役割を担っているアル
ベール・シュバイツァー病院の滅
菌処置室内の機材を整備し、同州
での安全で衛生的な医療環境を
整えるもの。

¥9,160,240
ランバレネ・アル
ベール・シュバイ
ツァー病院

滅菌処理機材はすでに同病院に搬入されて
いるが、同機材の設置が未完了のままとなっ
ている。

直接的には、アルベール・シュバイツァー病院
の滅菌処理室の供給電力の不足が主な原因で
あるが、被供与団体の実施能力について事前
調査が十分ではなかった。

2011年12月、被供与団体は機材設置を開始したが、被供与団体の滅菌処理室の
供給電力が、供与機材の消費電力に満たなかったため、同団体の負担で供給電
力量を上げる工事が実施された。しかし、工事の質が悪かったため供給電力不足
は解消されなかったことから、2013年3月末より電気配線の改修工事をやり直す予
定であり、同年5月に機材設置完了の見込み。

被供与団体と密接なコンタクトを取り続け、引き続き供与機材
設置に係る状況をフォローする。なお、今後の類似案件にお
いては、機材の設置環境が適切なものであるかにつき十分に
調査する。

８２ ガボン
ランバレネ養殖ステー
ション整備計画

2010年8月12日 2012年9月6日

モワイエン・オグエ州の州都ラン
バレネにおいて、同州の内水面養
殖の研究・普及の拡大及び零細
漁民の生計向上を目的に、養殖
ステーション（実験室、孵化場、飼
料保管・調餌室、事務所及びコン
クリート池を兼ね備えた施設）を建
設するもの。

¥9,027,714
ランバレネ零細漁民
センター

草の根無償資金協力による工事は既に完了
しているが、被供与団体負担の水回り、電気
設備、冷房設備整備及びアクセス道路の整備
遅延により、養殖ステーションの稼働が遅れて
いる。

直接的には、被供与団体の実施能力不足及び
同団体の上位組織であるガボン水産総局（ＤＧ
ＰＡ）による予算措置の遅滞が主な原因である
が、被供与団体の実施能力について事前調査
が十分ではなかった。

大使館から被供与団体宛の督促レターを再三にわたり発出。また、当館、ＤＧＰＡ、
被供与団体及び業者で行う４者協議を数回開催し、問題点及び今後の対応方針を
共有するとともに、できるかぎり早期の工事完了を申し入れてきた。さらに、早期の
養殖ステーション稼働に向け、必要な予算措置が取られるよう、2012年11月7日、
大使館からベカレ・ガボン農業・牧畜・漁業・地方開発大臣に対し申し入れを行っ
た。その結果、2013年3月には配電及び水回りの準備調査が開始され、同年4月に
は同工事が完了する予定。これにより同センターの稼働が可能となる。

被供与団体負担によるアクセス道路整備の実施に向けて、引
き続きフォローアップしていく。なお、今後の類似案件において
は、被供与団体側の資金負担能力や実施・管理能力について
十分に調査する。

８３
カメ

ルーン
クジェイ／ンジンイェン給
水計画

2008年12月
既存の貯水タンク用パイプを延長
し給水口を設置することで、村民
に安全な飲料水を供給する。

¥8,977,524
クジェイ／ンジンイェ
ン給水計画委員会

既存の貯水タンクで十分な水量が得られない
ため、利用されなかった。

被供与団体による施設の設計が不十分だった
こともあるが、大使館としても、事前調査におい
て既存の貯水タンクの水量等につき十分な確
認ができていなかった。

2009年9月に工事が終了し、給水口から水が出るか試験を行った結果、左記問題
が判明。団体側は別の水源に別の貯水タンクを設置することで対応すると報告した
ものの、予定していた他のNGOからの資金援助が得られず、2011年2月の現地調
査では貯水タンク設置が確認されなかった。
2012年8月の現地調査では、必要な二つの貯水タンクのうち一つが完成しているこ
とが確認され、村までのパイプについても、現在工事中である。もう一つのタンクに
ついては、村が資金を出す方向で調整中である。

今後も工事が無事に完了するよう、定期的にモニタリングを実
施し指導を続ける予定。
給水案件の選定にあたっては、案件の実施に必要な水量・水
質が確保されることをきちんと確認してから実施を承認する。

８４
カメ

ルーン
農産物貯蔵庫及び農民
訓練センター建設計画

2005年11月

農産物貯蔵庫及び農民訓練セン
ターを建設し、メヨメッサラ地方共
同体における農業生産向上及び
農家の収入増加を図る。

¥9,971,248
メヨメッサラ共同体
(地方公共団体）

案件完了前に被供与団体の代表であった市
長（当時）が死亡したため、同市長の個人口座
に入金されていた本件の供与資金が、新市長
以下関係者によって引き出せなくなった。ま
た、前市長は本案件資金管理に関し、領収書
等の関連書類を一切残していなかったため、
関係者は資金使用の現状確認が出来ず、資
金調達も途中で停止したため、事業も中断し
た。

供与資金が被供与団体の代表であった当時の
市長の個人口座に入金されていたため、同人
の死亡により資金が利用できなくなった。

2006年10月に被供与団体の代表である市長（当時）の死去を受け、案件の実施状
況、それを踏まえた事業計画の変更、今後の案件実施体制等について関係者と協
議を行った。
2007年1月、被供与団体より、進捗状況の報告とともに事業完遂を約束する内容の
書簡が、同年2月には新市長より、案件終了のために必要な工事費を工面すると
いった内容の書簡が提出され、その後も大使館より数次にわたり、現地調査を行っ
た。
2010年1月、被供与団体より、政府の管理する基金からの融資が得られ次第工事
を開始するという宣誓書が送付されたが、結局、融資が得られず、事業に進捗が見
られなかった。大使館より、同年3月までに資金繰りの目途がつかない場合には、
何らかの形で事業が完結できるような代替案を提出するよう指導。同月末に団体
代表から既に出来上がっている建物を多目的ホール等として完成させる代替案が
提出され、2012年３月に現地調査を行ったところ、建物が適切に整備されているこ
とが確認された。

現在被供与団体内で、建物の使途について意見が分かれて
いるため、近く関係者全員を集めた会議を開催し、意見の統
一と今後の方向性を固め、事業を一刻も早く進めるよう指導し
ていく。
案件の資金管理には、個人口座ではなく、案件専用の銀行口
座を用意させ、被供与団体のメンバーが欠けても案件が実施
できるよう確保する。
事業選定時において、財政的基盤や組織的基盤など被供与
団体の事業実施能力の有無、他のドナーによる被供与団体
の評判、事業規模の適否などについてより一層慎重に判断す
る。
被供与団体からの報告を受けるのみならず、モニタリングも含
め、現地訪問の回数を増やし、問題の早期発見に努める。

８５
カメ

ルーン

マヨルティ県女性のため
のトレーニングセンター
拡張計画

2008年10月

既存の職業訓練所を拡張し、様々
な識字、エイズ等の教育、ニット編
みや水瓶制作等の伝統工芸、調
理法等の指導といった事業を支援
する事によって、収入の低い同エ
リアの女性たちの就業率向上に
努める。

¥9,939,548
ヤウンデ市に住むマ
ヨルティ県女性協会
(ローカルＮＧＯ）

工事が長期間にわたって延滞している。
被供与団体側の自己負担分に係る資金が予定
通りに集まらなかった。また、工事の途中で資
材が二度にわたり盗難被害にあった。

2010年1月の大使館による現地モニタリング時、工事の進捗に遅れが生じているこ
とが判明し、さらにその半年後のモニタリングで被供与団体から資材が盗難被害に
あったことが報告された。大使館から改善計画案の提出を要求し、8月末日に被供
与団体より、地元の有力者から資金を調達する計画実行案、現在までの経理管理
関連書類が提出されたが、その後のモニタリングで資金繰りが難航していること、7
月から工事が全く進捗していないことが確認された。被供与団体は年内の工事再
開を約束したものの、翌年2月のモニタリング時には未だ工事が再開されていない
ことが確認された。8月に被供与団体に現在までの経理関連書類や当事業専用の
銀行口座の明細を提示するよう要求したところ、資金繰りについては、雇用・職業
訓練省による支援でまかなう予定との報告、2013年1月には同支援が受けられる見
込みとの報告があった。

今後被供与団体と同省が協議し、本件の進め方について話し
合っていく予定。大使館としては、要求した書類の提出の監督
等を含め、引き続き指導を続けていく。
被供与団体による供与品目等の維持管理体制をより厳格に
確認し、盗難等の外的リスクを減らせるように指導する。
事業選定時において、財政的基盤や組織的基盤など被供与
団体側の事業実施能力の有無、他のドナーによる被供与団
体の評判、事業規模の適否などについてより一層慎重に判断
する。
専用口座からの資金引出しの都度、報告を提出させ、資金の
適正使用が確保されるように努める。
被供与団体からの報告を受けるのみならず、モニタリングも含
め、現地訪問の回数を増やし、問題の早期発見に努める。

８６
ガンビ

ア
サンバン中学校建設整
備計画

2007年11月13日

ガンビア国中央ニアミナ地区サン
バン中学校の学校環境を整備し、
就学アクセス数を増やすため、3
教室を2棟及び教師用寮一棟（台
所、トイレ別棟）を新規に建設する
と共に、塀の設置、机、椅子の配
備をする。

¥9,897,069
ガンビア農村開発機
関（Ｇａｒda)

施設建設及び教育機材の納入が未完了（6教
室、トイレ、教師用宿舎、囲い塀及び机・椅
子）。

急激な物価上昇及び為替変動により建設資機
材及び輸送費が高騰したため資金不足が発生
した。さらに2012年の局地的ハリケーンにより、
教室棟1棟（3教室）の屋根が剥がれ落ちた。

2013年1月までに大使館員が延べ8回に亘って現地出張を行い、同校父兄会及び
ガンビア教育省に協力を要請したところ、未着手であった囲い塀の建設が開始され
たが、ハリケーンの影響で完成に至っていない。。
その他、教室、トイレ棟、教員用宿舎、教育機材のすべてが未完了であるが、一部
完成した2教室にては授業が開始されている。

効果の早期発現の観点から、今後フォローアップ費の活用を
検討する。
今後の案件審査に当たっては、事業の必要性だけでなく、、被
供与団体の過去の実績や財務状況並びにプロジェクト実施管
理能力の確認を徹底することにより、いかなる不測の事態が
生じても同団体の責任で事業が完遂できるように配慮する。

８７
コート
ジボ

ワール

アビジャン市ブエ港地区
ゴンザグヴィル市場整備
計画

2009年5月

アビジャン市の貧困層が多く住む
同地区において、市場の屋根建
設、商い台の設置、トイレのタイル
貼り、建物周辺の整地、案内版の
設置を行い、同地区の市場を整備
するもの。

¥9,995,414 「母后」の会

　本案件で予定されていた市場の整備工事は
既に完了したが、本件関係団体であるブエ港
地区区役所が負担する予定であった電気配
線工事や配水工事等が未完了のままとなって
いる。
　また、今後の市場の運営方針について、被
供与団体とブエ港地区区役所との間で調整が
つかないため、市場の開設に至っていない。

　直接的には、ブエ港地区区役所の負担工事
（電線の配線、配水工事など）に必要な資金が
不足したことによる工事遅延が原因。
　区役所の負担能力の確認、被供与団体と区
役所の調整状況や被供与団体の実施能力につ
いての確認が事前調査の段階で不十分であっ
た。

　市場の視察及び関係者からのヒアリングなどを行い、市場の早期開設に向けた
働きかけを行っている。その結果、区役所が市場の開設に必要な工事の資金を確
保し、2012年末に工事を開始したことを確認。
　問題解決に向けて市場の運営委員会の設立を、被供与団体や区役所等の関係
者に対し引き続き働きかけている。

市場の運営委員会の設立に向けた働きかけを継続する。
今後の類似案件においては、被供与団体の実施能力につい
て十分に調査する。
効果発現のため、被供与団体以外の関係団体が案件に参画
する場合、相互の関係が調整できているか事前に把握するよ
う努める。
先方自己負担部分に関しては、先方の負担能力について十
分調査を行い、可能な限り以下の方策をとるよう努める。
①先方負担部分を先行させ、その進捗を確認したうえで草の
根資金負担部分を実施する。
②先方負担部分と草の根資金負担部分のポーションをきちん
と分け、仮に草の根資金負担部分のみしか完成しなくても、裨

８８
コート
ジボ

ワール

イシア県精肉加工場建
設計画

2009年12月

イシア県におけるイシア市、サイ
ウア町、イボギュエ町の3地区の
女性団体及び青年団体60名の経
済的自立及び雇用創出のため、3
か所に豚肉商品化のための精肉
加工場を建設し、機材を整備する
もの。

¥4,940,221 イシア県議会

　事業着手後（2010年７月）に３地区のうち1地
区（イシア市）で土地所有権を巡る問題が発生
し、計画が一時中断していたところ、2010年末
の大統領選挙後の騒乱により、対象地域の治
安状況が悪化し事業の継続が困難となった。
　また、前バグボ大統領派であった被供与団
体の代表が国外へ避難したため大使館による
フォローアップも困難な状況であった。

　直接的には、イシア市の土地使用について当
事者間で文書による合意がなかったことを確認
できていなかったことが主原因であるが、その
後の大統領選挙後の混乱に伴う治安の悪化に
より、事業の継続が困難となり、被供与団体の
代表も国外に避難し大使館との連絡が困難と
なったことも更なる事業遅延の一因となった。
　なお、当該地域の渡航情報上の安全レベル
が「退避勧告」にまで上昇した結果、大使館によ
るモニタリングも行えない状況にあった。

　当館よりイシア県知事（被供与団体代表）及びイシア市長に対し、書簡にて土地
問題の解決に向けた協力を要請した（2010年8月）。しかし、その後大統領選挙後
の危機発生等により、被供与団体の代表者との連絡が取れない状況（同代表が他
国へ避難）が続いたうえ、対象地域の治安状況の悪化（退避勧告）により大使館に
よる視察が困難となった。
　被供与団体代表が2012年12月に帰国。翌2013年2月に同代表との連絡を再開し
本件実施に向けた働きかけを実施中。

県議会（被供与団体）再編後、本件実施に向けた予算措置等
を働きかけ、今後の対応を検討する。
今後の類似案件における事前調査においては、実施決定の
前提条件として、対象サイトの土地所有権、使用許可等につ
き関係者間の権利関係をきちんと確認することを徹底する。



８９
ザンビ

ア

女性と青尐年のための
職業訓練センター建設
計画

2006年3月

中央州カプリ・ムポシにおいて、地
域の貧困女性、青尐年を対象とし
た職業訓練センターを建設するた
め、教室、トイレ、調理施設、事務
室を建設するもの。

¥9,891,080

モーリーン・ムワナ
ワサ・コミュニティー・
イニシアティブ(ロー
カルＮＧＯ）

贈与契約署名後に、被供与団体が建設計画
を拡大し、建設業者などと契約したが、他ド
ナーから予定通りの資金が集まらなかったた
め、建物自体は建設されたものの、被供与団
体自己負担分である必要な機器の購入や電
気・水道工事を行えない事態となった。

被供与団体が当初の計画を変更して自らの資
金調達能力を上回るような規模の建設計画を
実施したことが主な原因。なお、被供与団体か
ら計画変更の申し出があったが、大使館の審査
が十分ではなく、また、他ドナーからの資金調
達の確実性や規模の妥当性等についての判断
が的確ではなかった。

2008年10月より累次に亘りモニタリング調査を実施するとともに、被供与団体の自
助努力を促しつつ、他ドナーやＮＧＯとの連携による機器の購入や電気・水道工事
の実施を指導しているが、未だに資金確保の目処はたっていない。
但し、本センターにおいては、2013年2月より、市場の商人を対象としたエンタープ
レナーコースが開始されている。

引き続き、可及的速やかに事業を完了せしめ、早期に当初計
画通りの職業訓練プログラムを実施するよう働きかける。
今後の教訓として、計画変更の申し出があった場合には、大
使館において十分な審査を徹底する。

９０ ジブチ
ジブチ市バルバラ町職
業訓練センター建設計
画

2009年2月19日

職業訓練センター2棟（8部屋、調
理室、裁縫室、情報室、事務室、
電気、溶接、配管施設）の建設及
び機材供与（自動車整備機械）

¥9,988,070 ダリスラム協会
1棟目は完工したものの、残りの1棟が資金不
足等によって工事が遅延・中断している。ま
た、供与機材も購入されていない。

贈与契約締結後に建設予定サイトが変更し、土
地利用に関する政府の承認を改めて取り付け
るまでに時間を要したため、着工が遅れた。
工事に係る費用の見積もりが不十分であった。
被供与団体が自己負担すべき費用のための資
金を工面できなかった。
工事途中に強風によって建設中の壁が崩壊し
たため、工事をやり直す必要が生じた。

被供与団体は、事前の工事見積もりが十分でなかったこと及び自己負担費用のた
めの予算を確保できなかったことの非を認め、本案件の実現に向けて、新規のド
ナーを見つけるべく、新聞、雑誌などで寄付を呼びかけたり、精力的に中央政府や
銀行等に掛け合ったりするなど、追加の資金を調達すべく努力している。

大使館としても、被供与団体が新たな援助・融資を獲得できる
よう、引き続き側面支援を継続して行う。
今後の案件審査に当たっては、過去の類似案件と価格比較
等を行うことによって、事前見積もりの内容に誤りや不十分な
ところがないかの確認を徹底するとともに、被供与団体の財務
状況及び資金管理能力をも然るべく厳密に審査し、いかなる
不測の事態が生じても被供与団体の責任で事業が完遂でき
るような案件とすべく配慮する。また、事前に協力団体からの
書面による協力コミットメントを取り付けておくことも重要。

９１
ジンバ
ブエ

シロベラ老人ハウス農場
灌漑整備計画

2007年3月 2007年6月

シロベラ地区にあるシロベラ老人
ハウスが保有する農地（26ha）へ
の灌漑設備（ポンプの設置、配水
管等の設置）の整備を通じて、同
地区の食料安全保障の強化を目
指すもの。

¥9,990,000 ジャイロス・ジリ協会

当初計画していた農地の灌漑（26ha）につい
て、ポンプの設置等は完了したものの、1ha未
満の農地しか灌漑することができておらず、そ
のため、同地区住民への安定的な食糧の提
供も達成できていない。

計画時点に比して地域の電力事情が極端に悪
化し、電力供給が不安定になった結果、過電流
等の問題により供与した電動ポンプが頻繁に故
障することとなり、3台のポンプを同時に稼働さ
せることができなくなったため。また、被供与団
体所有のトラクターが故障したために、農地の
開墾及び灌漑を効率的に行うことができなく
なったため。

問題発覚以降、2009年3月及び2011年8月にフォローアップ調査を実施するととも
に、被供与団体に対して再三に亘り問題解決を要請しているところ、同団体は、こ
れまでに他ドナーによる支援で新規のモーターや手押しポンプを設置するなど、
徐々に状況の改善に努めている。2012年12月現在、団体の自己努力によって当面
4haまでの農地を灌漑できたが、供与された電動ポンプは１台しか稼働しておらず
（残り2台は修理中）、依然として効果は十分に発現していない。団体側は引き続き
他ドナーの支援獲得の可能性を追求している。

引き続きさらなる自助努力を促すと共に、他ドナーからのの支
援獲得に向け必要な指導及び情報提供を行う。
今後の事業選定に当たっては、被供与団体の財政的基盤や
組織的基盤など団体側の事業実施能力、事業規模の適否な
どについてより厳密に精査する。とりわけジンバブエでは電力
をはじめとするインフラ設備が务悪であることを踏まえ、案件
の実施可能性や団体自身の問題解決能力について慎重に検
討することとする。

９２
スーダ
ン共和

国

ガダーレフ州における遊
牧民全寮制学校の再建
計画

2006年1月 2007年7月30日

ガダーレフ州に位置する遊牧民全
寮制学校において、①既存校舎
（1棟4教室）の修復、②新校舎（1
棟4教室）の建設、③既存宿舎（2
棟）の修復、④既存台所（１棟）の
修復、⑤職員寮（2棟）の修復、⑥
トイレ（１棟6式）の設置、⑦貯水池
から学校までの給水用導水管設
置を行うもの。

¥8,830,496

アルマサール（遊牧
民発展と環境保護
のための慈善団体）
(ローカルNGO)

柱の長さが不十分で屋根の支持耐力が不足
しているといった建設工事の不備を理由に、
州教育省から小学校としての使用許可が出
ず、整備された施設が小学校として利用され
ていない。また、貯水池から学校までの給水
用導水管が設置されていない。
監査報告書に当初計画と異なる点が散見され
る（施工監督費用の計上等）。また、これらに
ついて大使館への事前事後の報告がなかっ
た。

本件を受注した施工会社の品質管理、施工管
理能力が不足していた。また、それらを適切に
指導、是正するための被供与団体の能力、取
組みが不十分であった。さらに、大使館による
完了報告書受領時における確認が不十分で
あった。

大使館員による現地調査を実施し、状況を確認した上で柱の補強、導水管の設
置、当初計画との乖離の是正等を被供与団体に求めることを目的に協議を行っ
た。協議では、団体の然るべき責任者が現場視察を実施し、州教育省と協議した
上、現状認識と今後の対応について報告書を提出するとともに、当初の計画に基
づき状況を改善することを大使名の書簡をもって強く要請。

今後の対応につき被供与団体及び州教育省等と協議を継続
し、柱の補強など必要な手当を求める。事態の改善が見られ
ない場合は、ＨＡＣ（人道支援委員会）への通報等も検討しつ
つ、団体に適切な対応を求める。
資金供与後は、施工中及び完了時の状況確認を強化するとと
もに、中間報告書及び最終報告書等の提出がない場合は提
出の督促を行うだけでなく、現地に赴き、事業の実施状況につ
いて、更に綿密な確認を行う。
供与資金の使用が贈与契約対象事業の目的に沿っていない
事態が明らかになった場合は、供与した資金を適正に使用さ
せたり、資金の返還を求めたりするなどの対応をより厳格に行
う。

９３
スーダ
ン共和

国

北コルドファン州オンム・
ルワーバ郡アッラーカ
リーム村給水施設建設
計画

2011年3月7日

北コルドファン州オンム・ルワーバ
郡アッラーカリーム村及び近隣3
か村の住民へ飲料水を提供する
ことを目的とし、給水施設を建設
する。

¥6,713,480
アッラーカリーム村
人民委員会

井戸の深度が契約された深さ（300フィート）に
満たない。
深井戸から集会場までのパイプ（全長200ｍ）
が設置されていない。
家畜用水飲み場（4基設置の予定）が、1基の
みしか設置されていない。

事業地の治安悪化によりモニタリングが不十分
となり、被供与団体による契約事項の不履行を
確認、是正できなかった。

事実関係、経緯、原因などを把握し、今後の対応を検討するために、被供与団体に
説明を要請。

被供与団体及び井戸掘削会社が事業内容の変更に至った経
緯を聴き取り、必要に応じて被供与団体に資金の返還を要請
する。
治安状況が悪化する可能性のある地域での案件形成は、館
員等によるフォローアップが困難であるため極力避ける。予見
できない事由により現地の確認が困難になってしまった場合
には、メールや写真などを活用し遠隔によるモニタリング体制
強化を図る。

９４
スワジ
ランド

ローリフィトキン記念病
院改修及び医療器具整
備計画

2007年10月26日
医療器具整備
病棟修復工事（男性病棟1及び女
性病棟1）

¥8,201,664
ローリフィトキン記念
病院

女性病棟の修復はほぼ完了しており（天井の
補修を一部残すのみ）、医療器具も全て購入
済みであるが、資金不足のため男性病棟の修
復工事が停止している。

女性病棟の修復工事に見積もり以上の費用が
かかったため、資金不足に陥った。
被供与団体が事業完了前に契約業者に全額を
支払っていたため、当該業者は工事が完了して
いないにも拘わらず、作業を放棄してしまった。

被供与団体は公立の病院であるため、診療収益が尐なく、スワジランド政府からの
補助金も人件費や運営費のみに充てられているため、本件を完成させる追加資金
を捻出できる余裕がないことから、現在、他ドナー等からの支援による資金調達を
追求しているが、未だに調達できていない。

引き続き、被供与団体による資金調達を促すとともに、大使館
から正式にスワジランド政府に追加資金の支援を依頼する。
今後の案件審査に当たっては、見積もりの妥当性を確認する
ためにも、過去の類似案件との単価比較を徹底する。
贈与契約署名後の大幅な価格変更に対しては、業者の変更
や案件の中止も含め適切に対応する。

９５
タンザ
ニア

キゴマ州キゴマ県マテャ
ゾ・ニャルバンダ中学校
女子寮建設計画

2005年11月18日

キゴマ県マテャゾ及びニャルバン
ダ中学校において、女子寮（各1
棟）、雤水貯水タンク（各1槽）建設
を支援するもの。

¥6,693,684
キゴマ開発促進協
会
（ＮＧＯ）

外壁の左官工事、トイレの工事、貯水タンクの
補強工事等を残した段階で資金不足が発生
し、事業が中断している。

被供与団体は資金不足の原因として物価の高
騰と資材の盗難を挙げているが、県は被供与
団体が資金を使い込んだと認識しており、同プ
ロジェクトへの協力に前向きでない。

県からの協力が得られず現時点においても進捗は捗々しくない。大使館は県や地
元議員などに協力を要請しつつフォローアップを実施している。

本件については、県や住民から協力の確約書を事前に取り付
けているので、同確約書記載内容の確実な履行を求めるべ
く、引き続き、県や地元議員などに協力を要請しつつフォロー
アップを実施する。
今後の事業選定時においては、被供与団体の財政状況や組
織的基盤の確認を徹底し、団体の事業実施能力や、事業規
模の適否について慎重に検討する。
資金の目的外使用防止の観点から、専用口座の開設と資金
引き出しの際の大使館の同意を条件とし、供与資金の使途の
確認を徹底する。

９６
タンザ
ニア

ダルエスサラーム市チャ
ワタ工芸センター建設計
画

2010年3月17日

ダルエスサラーム市イララ区にお
いて、工芸センター建設(1棟、
344.6m2、上下水道配管、配電を
含む）を支援するもの。

¥9,336,744
タンザニア障害者協
会（NGO）

資金不足により案件が停止している。
資金不足の原因は不明なるも、被供与団体の
新旧代表間の内紛もあって、事業が停止してい
る。

2011年12月の現地調査の際に、被供与団体の署名者（前代表）が行方不明となっ
ており、資金不足が明らかになったため、大使館顧問弁護士の助言により、2012年
1月に現状での会計報告書の提出を命ずるレターを被供与団体宛に発出した。後
日、被供与団体の新代表から同報告書の提出が困難であるとの連絡があったた
め、理由・遅延期間を明記したレターの提出を指示した。
その後、姿を現した前代表と新代表との間で内紛が勃発・情報が錯綜し、再度前代
表が行方不明となった。大使館は被供与団体に対し、案件の早期完了を求めてい
る。

引き続き、早期完了を被供与団体に求めていく。
資金の目的外使用防止の観点から、専用口座の開設と同口
座から資金を引き出す際にはその都度大使館の同意を取り付
けることを被供与団体に徹底させ、供与資金の適正使用を確
保する。

９７
タンザ
ニア

タンガ州ハンデニ県ミシ
マ中学校学生寮建設計
画

2008年11月26日

ハンデニ県ミシマ中学校におい
て、男子寮、女子寮建設（各1棟、
96名収容、排水・配水工事を含
む）を支援するもの。

¥9,971,911 ハンデニ県
左官、塗装工事、下水処理槽の建設が未完
了のため、寮の利用が開始されていない。

被供与団体負担分の予算確保が着実に履行さ
れなかった。

2012年9月に同年度の県予算から残り工事の約半額分を割り当てられる目途がつ
いたとの連絡があったが、その後の工事は進捗していない。

被供与団体が確実に予算を確保して、事業を完遂するよう、
引き続き働きかけていく。
類似の案件において被供与団体と費用を分担して実施するも
のについては、可能な限り案件の初期段階を被供与団体負担
分とし、それが完了したことを確認した上で供与資金の引き出
しを認めるなど、被供与団体負担が確実に履行されるよう努
める。

９８
タンザ
ニア

ドドマ州ムプワプワ県ム
テラ・ダム中学校女子寮
建設計画

2008年11月6日

ムプワプワ県ムテラ・ダム中学校
において、女子寮建設（1棟、104
名収容、上下水道配管・電気配線
工事を含む）を支援するもの。

¥9,976,770 ムプワプワ県

下水処理槽の建設、建物外の配電・配管工
事、2段ベッド購入等が完了しておらず、資金
が不足している。

当初契約した業者の実施能力が低く、2010年5
月に業者を変更したため、案件全体が遅延し、
物価高騰の影響により資金不足となった。
特に、下水処理槽の建設に当たっては、当初想
定していた地盤よりも固い地盤が出現したた
め、掘削作業に更なる時間を要した。
また当初計画に含まれているべき建物外の配
電・配管工事が実際には含まれていなかったこ
とから、被供与団体の負担分が増加した。

被供与団体は2012年度予算にて、汚水槽・浄化槽建設費、外・内部配電工事費、2
段ベッド(マットレス付)　52台購入費、ロッカー52台購入費、ダイニングテーブル15
台購入費、椅子30台購入費として、約2,500万シリングを計上したものの、州から配
分された予算が十分でなかったため、未だに完成していない。

大がかりな掘削が必要となる工程がある場合、案件形成時に
地盤の調査を実施させる。大使館としても、可能な範囲で現地
調査実施時に、岩盤の状況を観察・聞き取り等で確認する。
今後の案件審査に当たっては、不測の事態が生じた場合でも
被供与団体が責任をもって案件を完了させる実施能力・財務
能力があることの確認を徹底する。また、計画内容の精査に
当たっては、計画全体の効果発現に不可欠な設備整備が過
不足無く計画に盛り込まれているかどうかを然るべく確認する
ことを徹底する。

９９
タンザ
ニア

ドドマ州コンドア県ムサク
ワロ中学校女子寮建設
計画

2010年12月7日

コンドア県ムサクワロ中学校にお
いて、女子寮建設(1棟、480m2、
104名収容、配電工事を含む）、2
段ベッド購入（52台）、2人用ロッ
カー購入（52台）、外部監査費を支
援するもの。

¥9,683,504
クワムトロ地域開発
組合 (CBO)

2012年1月頃から業者が建設サイトに現れず
に工事が停滞し、内装工事以降の建設作業
が進んでいない。また資金不足のため県によ
る資金確保が必要となっている。

契約の範囲を巡って、被供与団体及び県と業
者との間で対立が生じている。
県負担による資材輸送のトラックが確保され
ず、資材運搬が遅延した間に物価上昇のため
資金不足となった。
加えて、当初計画に含まれているべき建物外部
の配水管工事が含まれていなかったため、県の
負担が増加した。

被供与団体、県、建設業者の3者で協議を行ったものの、それぞれの主張が食い
違ったために解決に至らず、被供与団体と県は業者との契約を解除する方向で検
討を進めている。
大使館からは、不足した資金を県が補填し、早急に案件を完了させることを県に要
請しているところ、県は明年度予算にて本案件完成費用を補填することしている。

県からの予算が拠出されるように確実にフォローアップをおこ
なっていく。
被供与団体と業者との間でトラブルにならないよう、県や地域
住民も含めそれぞれの負担の範囲を明確にした上で、確実な
履行を求める。
今後の事業選定時においては、被供与団体の財政状況や組
織的基盤の確認を徹底し、団体の事業実施能力や、事業規
模の適否について慎重に検討する。



１００
タンザ
ニア

マラ州ムソマ市ムソマ技
術中学校寮建設計画

2007年11月20日

ムソマ市ムソマ技術中学校におい
て、男子寮及び女子寮建設（各1
棟、各棟302m2）
、男女浴室トイレ棟建設（各1棟、
各棟122m2）、2段ベッド制作（96
台）を支援するもの。

¥9,998,620 ムソマ技術中学校

男子寮、女子寮、男子用浴室トイレ棟は完了
したが、残る女子用浴室兼トイレ棟1棟につい
ては、浴室部分が建設されていないため、女
子を入寮させられる環境が整わなくなり、現時
点で本校に女子生徒は在籍しておらず。同女
子寮も男子生徒が使用している。

物価の上昇により資金不足に陥った。残工事分
である女子用の浴室部分の予算は、今後ムソ
マ市が負担することになったが、その予算執行
が遅れている。

大使館から、ムソマ市に対して早期の予算確保を再三に亘って要請してきたもの
の、なかなか予算確保が進まなない状況にあった。
他方、2013年3月、ムソマ市は政府からの助成金から本件建設費をねん出すること
を決定し、現在、工事発注に向けて残工事分の価格を見直している。

今後、建設が早期に開始されるよう、確実にフォローアップを
行う。
引き続き、ムソマ市からの資金的・技術的支援と案件監督を
要請していく。

１０１
タンザ
ニア

モロゴロ州キロサ県キマ
ンバ中学校女子寮建設
計画

2008年8月6日

キロサ県キマンバ州学校におい
て、女子寮建設（1棟、502㎡、104
名収容、排水・配水工事を含む）
を支援するもの。

¥9,955,639 キロサ県庁

寮建設自体は完了しているが、被供与団体負
担によるベッド、ロッカーのドア、トイレの水洗
タンク、上水道の配管が未完であるため、利
用を開始できない。

2009末に同サイト付近で洪水が発生したため、
被供与団体の予算が被災地復旧に費消され、
本件実施のための予算確保が後回しになった。
予算確保後も、契約業者が県に対し資材高騰
を理由に業者契約を大きく上回る支払いを請求
してきたため、被供与団体と契約業者との間で
折り合いがつかず、家具整備とその後に続く給
水設備の整備が遅延している。

被供与団体は、2012年6月に当初契約していた業者との契約を解除し、家具と給水
設備の整備につきそれぞれ新たな業者と契約を締結した。その後、家具の製造・搬
入は完了し、給水設備の整備も工事が進められている。

引き続き大使館においてフォローアップを実施する。
今後の類似の案件において、被供与団体と費用を分担して実
施するものについては、可能な限り案件の初期段階を被供与
団体負担分とし、それが完了したことを確認した上で供与資金
の引き出しを認めるなど、被供与団体負担が確実に履行され
るよう努める。

１０２
タンザ
ニア

リンディ州リンディ県ロン
ド病院手術室建設計画

2008年5月19日

リンディ県ロンド地区チポンダ村に
おいて、手術室建設（1棟、362㎡、
上下水道配管を含む）を支援する
もの。

¥9,917,455
ロンド病院建設委員
会

手術室建設工事は2010年2月に完了している
が、手術用の清潔な水の確保ができないた
め、保健省から手術室の使用許可が下りてい
ない。そのため、県および中央政府がロンド病
院周辺に大規模給水計画を実施することに
なった。

当初は病院内に設置された雤水タンクの水を利
用する予定であったが、この雤水は同病院内の
他の診療に使用されることとなった。また、県に
よる配水計画が計画立案後に水源との標高差
の関係で大型ポンプが必要なことが判明したた
め頓挫し、他の水源確保の計画策定に時間を
要した。

現在、中央政府による同病院への配水計画が進められているものの、予算が十分
に確保されておらず、現在、未完成。
同病院の敷地内においては、雤水タンクから手術室へ水を供給するための水道管
及び揚水機が未完成。水道管及び揚水機は購入済みのため、上記の配水計画が
完了次第工事が行われる予定。

大使館において引き続きフォローアップを実施する。
手術室のように利用にあたって給水設備が整備されているこ
とが必須な案件については、案件審査において、尐なくとも本
事業が完了するまでの間に実現性のある給水計画が完了す
ることを必ず確認する。
県や住民の協力等の確約書を事前に取り付けているが、進捗
が捗々しくない場合は確約書記載内容の確実な履行を求め
る。

１０３
タンザ
ニア

ルクワ州ンカスィ県ミル
ンディクワ中学校女子寮
建設計画

2007年9月4日

ンカスィ県ミルンディクワ中学校に
おいて、女子寮（1棟、144名収容、
配水及び配電含む）、雤水貯水タ
ンク設置（2槽）、雤樋設置を支援
するもの。

¥9,966,024 ンカスィ県

寮の建設は概ね完了しているものの、一部内
壁の漆喰塗装を残しており、資金不足及び被
供与団体の予算確保（役務費等）が難航して
いるため現時点において案件が完了していな
い。

業者選定の遅延、長雤の影響により工期が遅
れ、その間に物価が高騰し、資金不足となっ
た。
加えて被供与団体が大使館に相談せずに設計
変更を行い、その結果同団体の自己負担額が
大幅に増加したため、同団体の予算確保がさら
に難航した。

2010年7月に実施した調査の際に、工事の遅延、大使館への連絡なしに設計を変
更した点などに関して、被供与団体に厳重注意するとともに、残った工事を被供与
団体の負担で責任を持って実施するよう確約書を取り付けた。
その後、県の予算確保が進み、尐しずつ完成に向けて進捗しつつある。

被供与団体によれば、2013/14年度の県予算において本案件
を完了させるための予算が計上された由につき、大使館とし
ても引き続き早期の完了を要請していく。
今後の案件形成においては、雤期を考慮した工程を予め検討
するよう被供与団体に求める。また、今後の案件検討に当
たっては、被供与団体負担分の予算手当がきちんとできてい
ることを確認してから、事業実施の承認を行うこととする。

１０４ トーゴ
ロメ市ベ･アジュロメティ
地区ベ･ギャー小学校ト
イレ棟建替計画

2010年3月29日 2010年12月

トーゴ共和国ロメ市べ・ギャー小学
校のトイレ棟（12室）を建替え、同
校教員及び児童730人の衛生環
境改善を図る。

¥4,626,336
べ・ギャー小学校教
育資財運営委員会

トイレ12室を建設したものの、被供与団体の
維持管理能力の問題から、5室（男子2室、女
子3室）のみを開放して使用しているため、残
りのトイレ７室が有効利用されていない。

被供与団体の資金不足により、トイレットペー
パーやゴミ箱、清掃用具等の購入が困難なう
え、トイレの管理人も雇用できず、適切な維持
管理ができていないのが直接的な原因である
が、結果的には、被供与団体の実施・管理能力
について事前調査が十分ではなかった。

当館より被供与団体に対し、週２回しか行われていないトイレ掃除を毎日行うよう指
導したところ、現在では教員と児童が交代で放課後に毎日トイレ掃除を行うように
なった。他方、当館より、児童の父兄に交代でトイレ管理人をするよう提案したもの
の、父兄の同意が得られず、未使用トイレ７室の有効活用には至っていない。

当館より被供与団体に対し、トイレ管理人を常駐させて適切な
使用及び維持管理を行うよう促す。それでも状況が改善しな
いようであれば、同校を管轄する初等及び中等教育省ロメ南
部視学官事務所に仲介を要請する。なお、今後の類似案件に
おいては、維持管理費の負担能力も含め、被供与団体の実
施・管理能力につき十分に調査する。

１０５
ナイ

ジェリ
ア

エド州エツァコ・セントラ
ル郡フガー地区青尐年
職業技術訓練所建設計
画

2005年11月

ナイジェリア南部エド州エツァコ・
セントラル郡フガー地区に青尐年
のための職業技術訓練所を建設
するもの。

¥3,529,829

ユース・イン・アク
ション・フォー・ディベ
ロプメント・オーガニ
ゼーション
(ローカルNGO)

被供与団体から提出された中間報告書によ
れば、既に建物の一部が完成していた由であ
るが、その後、被供与団体と連絡が取れなく
なり、工事が中断した。その後、大使館による
現地視察の際には対象サイトが藪と化してい
た。

被供与団体が行方不明となったため。

本案件については、2007年11月に被供与団体より提出のあった進捗状況報告書
の中で工事が中断している旨の報告がなされたところ、在ナイジェリア大使館より
被供与団体に対し、来館するよう断続的に電話連絡を行ったが、被供与団体から
の連絡は途絶えた。2009年3月、館員を被供与団体事務所所在地等に派遣すると
ともに、当該地方行政府の協力も得つつ、被供与団体代表者との接触を試みた
が、消息不明となっている。

被供与団体代表者の所在を確認するための調査を継続する
とともに、司法的解決を含め取り得る対応について顧問弁護
士等と協議を行う。また、事業選定時において、被供与団体の
財政的基盤や組織的基盤など団体側の事業実施能力の有
無、他のドナーによる実施団体の評判、事業規模の適否など
についてより一層検討するとともに、実施中のモニタリングを
強化する。

１０６
ナミビ

ア
オムバラントュ地区教室
建設計画

2012年3月23日
教室（3教室）、実験室1室、倉庫1
室建設

¥5,898,208
オムバンジェレ小学
校理事会

外壁工事まで完了したが、資金不足のため
2012年8月末から工事が停止している。

物価上昇による資金不足のほか、見積もりの妥
当性が不明。

贈与契約署名後、工事開始前に資金不足が判明したため、被供与団体と案件中
止を含め協議したが、被供与団体が追加資金を調達して工事を継続する意向を表
明したため、工事を開始した。
2012年8月末、外壁工事が完了した時点で資金不足のため工事が中断した。その
時点で既に全体の95％の資金を建設会社に支払っていた。
大使館より地元教育局に協力を依頼したが、本件に対しての追加支援は困難との
回答であった。

現在、建設会社に追加資金の正確な算出を依頼しており、不
足分が確定した時点で、正式に大使館から教育局に協力を求
める。
贈与契約署名後の大幅な価格変更に対しては、業者の変更
や案件の中止も含め適切に対応する。
被供与団体の財政基盤を十分に確認するとともに、不測の事
態に備えて予め自治体や被供与団体の本部等による協力の
コミットメントを書面で取り付けておく。

１０７
ボツワ

ナ
エイズ対策研修センター
建設計画

2007年3月

首都ハボロネに所在するＨＩＶ／ＡＩ
ＤＳ関連ＮＧＯの取り纏め団体で
あるＢＯＮＡＳＯに対して、研修セ
ンター建設に必要な資金の供与を
行う。これにより、同団体に加盟す
る120以上のＮＧＯ等に対する研
修をより効果的且つ効率的に実
施することができる。

¥8,141,850

ボツワナ・エイズ・
サービス団体ネット
ワーク　（ＢＯＮＡＳ
Ｏ）
(ローカルNGO)

建設計画の変更に関する調整に時間を要し、
2009年9月まで工事が着手できなかった。その
後、工事を開始したものの、現場の地下水浸
水に対する追加の基礎工事費用の発生など
により、資金が払底したため、研修センターは
土台が建設されたのみで完工に至らないまま
工事が中断されている。

被供与団体が、建設計画の調整に時間を要し、
さらに、工事の完成に必要な資金を調達できて
いなかった。

2011年2月に6月までに資金繰りの目処をつけるか、又は現状ある資金で賄える縮
小プランに変更しない限りは供与資金返済を求める旨の文書を送付し、結果、縮小
したプランで事業を実施することとなったが、再度、今後の事業の進め方について
調整中。

資金供与から既に5年が経過していることもあり、これ以上セ
ンターの完工に遅れが出ないよう、モニタリングを強化する。
今後の案件審査に当たっては、贈与契約署名後に計画変更
が生じることのないよう、事前調査におけるニーズの確認を徹
底する。

１０８
ボツワ

ナ

バロロン職業訓練学校
酪農機材供与及び酪農
施設改装計画

2006年1月 2010年7月

バロロン職業訓練学校における酪
農施設を改装し、酪農機材を供与
することにより、同訓練学校で酪
農を学ぶ生徒がより高度な免許
の習得ができる環境を整え、同時
に、実習で生産した乳製品を地域
の学校や病院などに提供すること
を目的とするもの。

¥7,298,791
バロロン職業訓練学
校(教育機関)

計画された施設建設及び機材調達は約2年遅
れで完了した。しかし、被供与団体が自己資
金で調達する予定の乳牛の購入が遅れ、ま
た、被供与団体の自己資金による水道、電気
配線の整備も遅れたため、供与した施設及び
機材が活用されていなかった。

被供与団体による資金調達が遅れ、自己負担
分の事業（乳牛の購入、水道・電気配線の整
備）が遅延した。
被供与団体の財務能力及び実施能力が十分に
確認されていなかった。

2010年7月に、牛を15頭購入したものの、電線延長工事費の不足のため、機材は
使用されていない。2012年11月に大使館より所管する教育省に支援要請を行った
ところ、同年11月末に同職業訓練校延長工事費の支援を決定した旨、レターにて
連絡があった。現在同校は工事に係る見積もりを再取得中であり、同工事はまもな
く開始される予定である。

予定通りに電線延長工事が行われ、数ヶ月以内に供与した機
材が適切に使用されるよう、今後も引き続き頻繁にモニタリン
グを行う。
今後の案件審査に当たっては、被供与団体の財務能力及び
実施能力に関する調査を徹底する。

１０９
マダガ
スカル

ジョセフ・ラヴァハンギ大
学病院に対するエコグラ
フィー供与計画

2006年3月20日 2007年8月16日

約250名の小児水痘症患者が入
院する、同病院神経外科に、エコ
グラフィー1台を供与し、医療設備
の改善を図るもの。

¥7,152,920
ジョセフ・ラヴァハン
ギ大学病院

機器（エコグラフィー）の稼働停止。
故障した探触子（プローブ）の交換が行われて
いない。

大使館は、故障部品（探蝕子）の取り替えを求めているものの、2009年３月から続く
政治危機の影響により、保健省予算の確保が難しく、部品交換が実現していない。

引き続き故障部品の取り替えを要請する。
医療機器などの精密機械を供与する際は、①スペアパーツ確
保の確認、②定電圧機器など機器の故障防止措置の要否の
検討、③被供与団体への機器取扱い指導要否の検討、④最
低５年間以上の適正使用を書面で確約させることを通じ、部品
の交換を含む適切な維持管理の徹底を図る。

１１０ マリ
グエンソ村養魚場建設
整備計画

2010年3月24日

ワスル・バレ地区役所が、シカソ
州ヤンフォリラ県ワスル・バレ地区
グエンソ村に、養魚池５つ、給水
塔、ソーラーパネルと保護フェン
ス、排水弁、事務室と倉庫、警備
員小屋、貯水池、囲いフェンスを
備えた、養魚場を建設するもの。

¥7,891,598
ワスル・バレ地区役
所

贈与契約署名後、被供与団体は、大使館の
承認を得ることなく、別の土地で当初計画より
も大規模な事業を開始していたところ、結局、
供与資金が払底し、当初計画の規模さえ実現
が難しくなっている。

被供与団体のプロジェクト実施能力及び認識の
不足が主原因であるところ、この点について
は、事前調査における確認も十分ではなかっ
た。

当初計画よりも大規模な事業を開始してしまったため、これを完成するためには供
与額を大幅に上回る資金が必要であるが、被供与団体の現在の財務能力及び実
施能力に鑑みれば、その超過分を被供与団体が自己負担することは困難であると
判断されるため、とりあえず同団体の自己資金にて当初計画の規模の事業を完了
するよう働きかけてきた。
但し、2013年1月以降、マリ全土に退避勧告が発出されているため、本案件サイト
の視察を含め、フォローアップ調査の実施が困難な状況。

治安の回復を待って、直ちにフォローアップ調査を実施し、引
き続き被供与団体の資金にて当初計画の事業を完工させるよ
う要請していく。
今後の案件審査に当たっては、いかなる不測の事態が生じて
も被供与団体が責任をもって事業を完遂することを確保する
ため、被供与団体の財務能力及び実施能力の確認を更に徹
底する。

１１１
南アフ
リカ

ダーバン南部初等教育
準備学年教室建設計画

2006年3月
5～6歳の初等教育準備学年に対
する授業を行う団体に、２教室建
設に必要な資金を供与するもの。

¥9,954,424
リトルディビッド・エ
デュケアセンター

教室は建設されたものの、現在使用されてい
ない。

土地の所有者が土地の使用を許可していたに
もかかわらず、事後、その合意を破棄したた
め。

裁判にて係争を継続中であるも、進展が見られない状況。

本件については引き続き裁判の進捗状況をフォローアップす
るとともに、効果の早期発現を働きかけていく。
今後の案件審査に当たっては、自己所有以外の土地に建設
を行う案件の場合、当該土地所有者の情報も含め、更に慎重
に調査・検討する。

１１２
南アフ
リカ

マメロディ西地区職業訓
練機材整備計画

2008年8月25日
職業訓練機材及び防犯アラーム
装置整備

¥4,398,977
ヘルピング・ハンド・
プロジェクト

職業訓練機材及び防犯アラーム装置の納入
が確認できていない。

被供与団体が事業途中で解散したため。
再三に亘り、被供与団体の代表者に接触を試みるも、不在等で接触できない状況
が続き、マメロディ地区のコミュニティ・リーダーや警察当局に協力を求めたものの、
同代表者の所在を把握することができない状況が続いていたところ、2013年1月
に、同団体が既に解散しており事業の継続は困難である状況を確認した。

本件については、マメロディ地域自治体関係者と相談しつつ、
引き続き事業継続の可能性を模索することとするが、被供与
団体がすでに解散しているため、顧問弁護士と相談しながら、
被供与団体の代表者の所在の確認と供与資金の全額返還の
可能性についても併せて検討する。
本件の教訓として、事前調査においては、被供与団体の財務
能力及び実施能力の確認をより一層徹底するとともに、草の
根専用口座からの引き落としの都度、大使館による承認を同
団体に義務づけ、請求書写と調達契約を比較することなどに
より、資金の適正使用を確保する。



１１３
モーリ
タニア

アドラール州オアシス保
健所整備計画

2007年2月1日 2007年10月

保健所（2箇所）に、医療機材（診
察ベッド、治療台、出産機材一
式、幼児体重計、医療用メス等）
及び無線設備を整備し、医療設備
の改善を図るもの。

¥2,249,440

アドラール州保健社
会推進事務所
（保健社会事業省の
地方事務局）

最終報告書が提出されていたにも拘わらず、
開設される保健所に看護師が派遣されておら
ず、また、機材の配置も行われていなかった。

大使館による最終報告書受領時の確認が十分
でなく、原因については十分把握できていない。

看護師が派遣されていない理由は確認できておらず、原因究明を図っているもの
の、現地の治安情勢悪化等により被供与団体とも連絡が取れない状況。

被供与団体に対して事業実施状況の確認を試みると共に、治
安情勢の回復を待って現地調査を実施する。
今後の案件選定にあたっては、被供与団体の適格性や実施
能力に係る審査（他ドナーの評価を含め複数の第三者による
評価情報を入手する等）及び、現地の治安情勢を含めて大使
館によるモニタリングの可否の検討を十分に行う。事業開始
後は、モニタリングの強化を図り、資金の適正使用の確保及
び、問題の早期発見に努める。
看護師等必要な人材の配置については、配置に係る公式書
類の写しを提出するよう依頼し、確実に配置されることを確認
する。

１１４
モザン
ビーク

ガザ州シブト郡シャンハ
ニーネ小学校建設支援
計画

2008年10月
シャンガニーネ小学校において、3
教室、貯水タンク、4トイレの建設
及び学校家具の設置を行うもの。

¥9,865,804
アー・デー・エス
（ローカルNGO）

贈与契約署名後、被供与団体（アー・デー・エ
ス）代表が行方をくらませ、学校建設が一時中
断した。大使館からの度重なる働きかけによ
り、2011年3月に、同人の居場所を突き止め、
被供与団体としても6月までに全ての建設を完
了させる旨の書簡を取り付けたものの、その
後再び連絡がとれなくなり、現時点でも未だ建
設が完了していない。

被供与団体の信頼性・過去実績・実施能力等に
関する調査が不十分であった。

大使館は、顧問弁護士に相談の上、幾度にわたり、ガザ州政府と協議を行い、解
決に向けた協力を求めていたところ、2012年9月、同州政府より、自らが被供与団
体を代位して､本プロジェクトを引き継ぐ旨の回答を受領。

今後は建設完了に向けてガザ州政府と会合を持ち、鋭意フォ
ローアップする。
案件形成の際には、被供与団体の規模や過去の実績等、多
方面から調査し、信頼できる団体であるかをよく確認する。
また、施工業者の選定に関しても、契約予定の施工業者と事
前に会合を持ち、過去の建設案件につき、遅延などの問題が
無かったか等の確認を徹底し、対象施工業者に過去建設委
託した団体及び政府関係者にも可能な限り、クロスチェックを
行うことで、実施・管理体制の確認を入念に行う。

１１５
モザン
ビーク

ソファラ州ドンド郡サ
ヴァーネ小学校建設計
画

2009年3月

サヴァーネ小学校において4教
室、1事務室、1貯水タンク、及び2
トイレを建設し、学校家具を整備
し、教育環境の改善を図る。

¥96,419
アフィテック（ローカ
ルNGO)

本案件は、G／C署名後、被供与団体（アフィ
テック）代表と施工業者長が同一人物であった
ことが判明し、学校建設が中断している。2011
年12月の当館による現場視察以降被供与団
体代表者は大使館からの連絡に応えず音信
不通の状態が続いている。

被供与団体の信頼性・過去実績・実施能力等に
関する調査が不十分であった。

2012年12月、大使館は、顧問弁護士に相談の上、残りの建設につき、ソファラ州知
事にも本案件の問題解決に向け、協力を申し入れを実施。現在、ソファラ州政府に
よる過去の経緯の調査及び案件継続の為の予算措置の検討を行っている。

今後は建設完了に向けて引き続きソファラ州政府と会合を持
ち、鋭意フォローアップする。
案件形成の際には、被供与団体の規模や過去の実績等、多
方面から調査し、信頼性のできる団体であるかをよく確認す
る。
また、施工業者の選定に関しても、契約予定の施工業者と事
前に会合を持ち、過去の建設案件につき、遅延などの問題が
無かったか等の確認を徹底し、対象施工業者に過去建設委
託した団体及び政府関係者にも可能な限り、クロスチェックを
行うことで、実施・管理体制の確認を入念に行う。

１１６
モロッ

コ
ミデルト社会文化セン
ター整備計画

2005年5月 2010年2月

モロッコ王国のミデルト市における
既存の社会文化センターの増築・
改修工事、及び教室の机や椅子
等の機材供与。

¥8,624,307
タリク　イブン　ジア
ド　センター協会
（ローカルNGO）

草の根により改修された当該施設が当局によ
り接収状態となっており、当初目的の活動に
活用されていない。

2006年8月時点で、増築予定分を除く工事等は
完了し、活動を開始していたが、同年11月、国
王による地方巡幸の際の宿泊施設のためとし
て、当局により同センターが接収されてしまい、
そのままの状態が続いた。

大使館より、王宮による接収解除と被供与団体による早期の活動再開を再三申し
入れるも、当国における王宮の絶対的な権限から当該施設の接収解除は現実的
に見込めなかったため、被供与団体は接収された建物及び土地に係る補償金を国
から受け取ることにより、接収解除の請求権を放棄した。その後、同補償金の活用
による新センターの建設も検討されたが、実現せず、供与資金で調達済みの機材
も有効に活用されないことが明らかとなったので、結局本案件を中止することとし、
2012年11月に供与資金の全額が返還されるとともに、G/Cも破棄された。

王宮による施設接収という事情はあるものの、目的外使用が
容易な施設の整備等の実施に当たっては、被供与団体に対し
て、当初目的通りに適正に使用することの確認を徹底する。

１１７
ルワン

ダ
ギコンド・ヘルスセンター
建設計画

2008年2月

キガリ市内にある低所得者移住
地域のうち、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ蔓延が
深刻な問題であるギコンド地区に
ヘルスセンターを建設するもの。

¥9,918,464
孤児に希望を
(ローカルNGO)

被供与団体が関係当局から建設許可を得な
いままヘルスセンターの建設を着工したため、
当該地域を監督するキチュキロ郡により建設
中の建物が取り壊された。建設中であったヘ
ルスセンターは基礎工事部分が終わった程度
であったにもかかわらず被供与団体の口座に
は供与資金がほぼ残っていない。

　被供与団体が建設許可を取らないまま、工事
を着工した。 また、被供与団体の資金管理体
制に問題があった。

被供与団体に対し供与資金の返還請求を行ったが、被供与団体は建設中の建物
を取り壊した地方政府に全責任があるとし、資金の返還請求には応じていない。こ
のため、ルワンダ政府に問題解決の協力を依頼した結果、被供与団体の資金利用
状況に関し、警察が地方裁判所に提訴し現在訴訟中。一方、地方政府は他ドナー
の資金により、同一ヘルスセンターの再建を開始し、ほぼ完成している。

贈与契約の規定に基づき引き続き供与資金の返還請求を行
う。また、地方裁判所での訴訟の進ちょく等につきフォローアッ
プを行う。
教訓としては、案件形成に当たっては事前に土地確保及び当
局からの土地使用許可並びに被供与団体の財政管理能力に
関する確認を徹底する。

１１８
ルワン

ダ

シオロンギ郡ストリート・
チルドレン社会再統合計
画

2007年3月

ストリート・チルドレンに対する教
育及び職業訓練等を通じて、社会
への再統合等を行うべく、既存建
物を改修・拡張して宿泊施設付の
総合リハビリテーションセンターを
設立するもの。

¥8,254,515
直接人道支援
(国際NGO）

2011年3月までに建物自体の建設が完了した
ものの、物価上昇等が原因で供与資金を使い
果たしてしまったため、当初計画されていた壁
へのペンキ塗りといった仕上げ作業が行われ
ていない。また、当初、内部設備の整備及び
運営資金を支援してくれる予定であった慈善
団体（英国NGO）との関係が悪化し、協力が得
られなくなったため施設が未使用状態となって
いる。

　被供与団体は、長年活動を支援してくれてい
た慈善団体から支援を打ち切られたため、本件
計画の進ちょくが遅れ、また、運営のための資
金繰り及び内部設備にかかる資材調達が困難
となった。

被供与団体と内部の資材調達について、他ドナーからの支援を求めるよう要請。こ
れに対し、被供与団体はこれまで多くの機関に資金援助を要請しているが難航して
いる。そのため、被供与団体と地方自治体との間で、施設運営に必要な資材、資金
及び人材の確保も含めた、施設を有効活用するための覚書を締結させるなどし、
地方自治体から具体的な支援を受け活動を開始することができるように働きかけて
いる。

被供与団体は、運営資金及び必要資材確保のため、地方自
治体に対し支援を申請中であり、同申請可否の経過及び具体
的な施設活用状況につき、引き続きモニタリングを行う。
今後の教訓として、運営資金を外部支援者に依存している場
合には、かかる協力が長期にわたり確保されることを確認す
る。

１１９ レソト
マフェテン地区診療病棟
建設計画」

2010年3月23日 診療所1棟建設 ¥4,758,497 レソト計画出産協会

建設会社が当初の見積もりより多くの資金を
請求したため、建設工事が全体の約4割完成・
外壁工事途中の段階で工事が停止した。
被供与団体は供与済み未使用資金で新たな
業者と契約し、事業を完成することとしている
が、同資金のみでは不足することが確実であ
り、かつ、被供与団体による資金調達も進ま
ないため、工事が再開できていない。

物価上昇による資金不足のほか、事前の見積
もりの妥当性が十分に確認されていなかった。
被供与団体の財政基盤が脆弱であり、かつ、資
金調達能力も低かった。

被供与団体が、他ドナーやレソト政府に対して資金調達を依頼し続けているが、こ
れまでのところ良い回答は得られていない。
大使館が2012年6月に現地調査を行ったところ、長期にわたる工事の中断により建
設物の損傷が進み、完成には更なる資金が必要であることが明確となっている。

引き続き、被供与団体に対して資金調達に努力することを求
めると同時に、レソト政府に対しても協力を要請する。
今後の案件審査においては、見積もりの妥当性を確認するた
めにも、過去の類似案件との単価比較を徹底する。また、被
供与団体の財政基盤を十分に確認するとともに、不測の事態
に備えて予め自治体や被供与団体の本部等による協力のコ
ミットメントを書面で取り付けておく。

１２０
エクア
ドル

プカラ下水道建設計画 2007年12月 2008年8月
インバブラ県プカラ地区において、
生活排水処理のための下水道設
備を整備する。

¥9,001,252
エクアドル社会開発
基金（ﾌﾈﾃﾞｽ)

当初予定どおり下水道施設は完成したもの
の、裨益住民間で施設利用に関する同意形
成がなされていないため、現在に至るまで施
設全体が使用されていない状態にある。

外部環境団体が、下水が施設から漏れた場合
の地域環境汚染への懸念等を主張し、裨益住
民間で下水道施設の運営管理に対する意見の
対立が続き、未だ下水道設備が利用されてい
ない。なお、同地区を管轄するコタカチ市は、本
件施設から下水が漏れることは通常ないことを
技術的見地から確認している。

施設完成後にフォローアップ調査を複数回行い（2012年は2度の現地調査・協議を
実施）、コタカチ市長からも全地域住民が利用できるよう対応するとの回答を得てい
る。また同地域の自治会組織にも大使館から改善を申し入れ、市当局や住民と協
議しているが、未だ解決には至っていない。

引き続き、同地区を管轄するコタカチ市長及び自治会組織の
協力を得ながら、早期の設備使用開始を促す。

１２１
グアテ
マラ

アンティグア・グアテマラ
市営消防団特殊車輛整
備計画

2011年3月25日

日本外交協会を通じて、サカテペ
ケス県アンティグア・グアテマラ市
の市営消防団への特殊車輌の整
備を実施し、当該地域の救急医療
及び防災体制の改善を図るもの
である。

¥7,016,160
アンティグア・グアテ
マラ市営消防団

G/C契約書の供与先は「アンティグア・グアテ
マラ市営消防団」であるにもかかわらず、本件
の輸入関税免税措置の手続きを行ったアリア
ンサ・エバンヘリカ団体が別の消防団（ASEI）
に供与車両を引き渡した。

被供与団体（アンティグア市営消防団）担当者
が同団体から除名された後に別の消防団
（ASEI）を設立し、供与車両を横領しようと画策
した。この目的で、同人は本件被供与団体の名
称がASEIに変更したと偽りの報告を大使館に
対して行い、輸入手続きの際に最終受益者名を
変更させた。

2012年2月、大使館からアリアンサ・エバンヘリカ（輸入手続きを行った団体）に対
し、本件贈与契約に基づいて供与車両をアンティグア・グアテマラ市営消防団（本
来の供与先）に引き渡すべく手続きを進めるよう要請したが、同団体はこれまで要
請に応じる姿勢を見せていない。
2012年9月、行政指導によって輸入手続きの不備（最終受益者が贈与契約の被供
与先と一致していない）を修正させるべく、大使館から当地税務監督庁（SAT）に対
して口頭および文書での働きかけを行った。

引き続き、税務監督庁（ＳＡＴ）に対して働きかけを行う一方
で、被供与団体がASEIを提訴する予定。大使館からは引き続
き、適正な効果発現に向けた取り組みにつき、被供与団体に
働きかけを行っていく。

１２２
グアテ
マラ

グアテマラ赤十字社レタ
ルレウ分署改善計画

2009年1月20日

レタルレウ県レタルレウ市にある
グアテマラ赤十字レタルレウ分署
に対し、同署の施設改築費及び
機材整備費を供与し、当該地域の
医療環境の改善を図るもの。

¥9,985,132
グアテマラ赤十字レ
タルレウ分署

事前りん請時とは異なる医療関連機材を、大
使館への連絡なしに購入していた。

中間及び完了モニタリング等、案件の実施状況
のフォローや被供与団体との間での情報共有、
そして大使館内部で情報共有が充分に行われ
ていなかった。

2012年8月に実施した大使館によるモニタリングの際に判明。事実関係を確認の
上、被供与団体に対して、機材の種類・数量変更に至った経緯等について文書で
説明するよう要請した。

被供与団体に対して、機材の種類・数量変更に至った理由に
ついて文書で説明させる。その上で、今後の対応策について
検討する。
案件の実施に際して、確実なフォローアップを実施すると共
に、当初計画から何らかの変更事項が生じた場合には速やか
に報告するよう被供与団体に求めていく。



１２３
グアテ
マラ

ケツァルテナンゴ県地域
診療所機材整備計画

2009年3月31日

乳幼児（生後2週間～5歳）を対象
に、呼吸器系や消化器系疾病に
よる死亡率の低減や、正常な成長
発育確保、健康改善その他保健
衛生全般業務の整備改善を目的
に、ケツァルテナンゴ県内18市の
56ヶ所の診療所を対象として診療
機材を整備するもの。

¥9,306,228
ケツァルテナンゴ県
保健管区事務所

資金全額が被供与団体名義の銀行特約口座
に残ったままとなっている。

政府機関がドナーからの援助資金を中央銀行
内の統一口座に一旦入金する制度が導入され
たが、同口座からの出金手続きが極度に煩雑
であるため、地方の政府機関においては事実
上手続きを進めることができない。

2012年11月、供与金を国庫返納することを決定した。

政府関連機関への資金供与は中央銀行内の統一口座を経由
して行われることとなるので、今後の類似案件の検討・実施に
あたっては、中央銀行の統一口座に係る手続きを問題なく処
理できることを充分確認する。

１２４
グアテ
マラ

ケツァルテナンゴ市「ベ
レヘブ・バッツ女性セン
ター」建設計画

2011年3月9日

ケツァルテナンゴ県ケツァルテナ
ンゴ市第1地区に位置する「ベレヘ
ブ・バッツ女性センター」の施設
（研修室、準備室、調理室、作品
販売所、事務室、トイレを有する
施設）を建設し、当該地域におけ
るジェンダーの平等化及びジェン
ダーエンパワーメントの改善を図
るもの。

¥7,288,948
ベレヘブ・バッツ女性
センター協会

建設工事が中断し、工事完了の目処が立って
いない。

被供与団体の説明では、工事業者に対する支
払いを現金で行った後、同工事業者が強盗に
遭い、そのため資金不足となり、工事を完了す
ることができないことが理由。

2012年2月、大使館からの被供与団体に対する早期完工についての要求に対し、
工事業者が資金を調達し2012年4月より工事が再開されているとの報告を受けた。
2012年4月、大使館関係者が現地を訪問、工事の進捗を確認した。再度、先方より
同年７月までに工事を完了させることを書面にて取り付けた。
2012年7月までに工事は完了せず、同建設会社から、工事継続のための資金がな
いとの回答があった。
2012年9月、被供与団体から大使館に対し、同団体が建設業者に対して本件工事
契約を完了させるための手形をとる旨の提案あり、大使館は同提案を了承。
2012年11月、被供与団体が建設業者に対して約束手形を振り出させたが、同約束
手形を処分して工事資金に充てる見込みも尐ないことが判明し、被供与団体は独
自で建設に必要な資材の寄付を関係団体に要請。また、建設会社は人件費を無償
で提供することとし、寄付で得られた資材を使用して工事を完了させる予定。被供
与団体によると、関連団体からの寄付等により必要な建築資材が集まり始めてお
り、残りの工事を完了させるべく作業が進められている由。

今後も引き続き工事が継続され、早期の建設完了のための働
き掛けを強く行っていく。

１２５
グアテ
マラ

サン・ビセンテ・パカヤ市
カリダ・エル・ジェノ地区
小学校建設計画

2008年11月8日

エスクイントラ県サン・ビセンテ・パ
カヤ市ラ・カリダ・エル・ジャノ地区
の小学校に、5教室および男女ト
イレを有するブロック造平屋建て
校舎1棟を建設し、基礎教育環境
整備を図るもの。

¥9,970,103
グアテマラ総合地域
開発協会

建設工事が40％程度の進捗で止まっている。

本件請負建設業者は、本件供与資金を、政府
からの支払いが滞っていた別の公共事業の工
事費用に流用したと述べているが、真偽は不
明。

大使館から被供与団体及び請負建設業者に対して、再三にわたり工事の再開・完
了を要請してきた。2011年8月、建設業者から大使館に対し、政府からの同公共事
業に対する支払いが行われるとの通達があったため、同10月より本案件の工事が
再開できる見通しである旨連絡があったが、11月になっても工事は再開されず、工
事業者との連絡がつかなくなった。
その後、サン・ビセンテ・パカヤ市から自己資金で工事を再開させ、さらに同校の収
容人数を拡充させるべく追加工事（2階部分の追加）を実施したい旨の申し出があっ
た。これを受けて、2012年9月に被供与団体（及び請負建設業者）、パカヤ市、大使
館の間で今後の対応ぶりを協議した。パカヤ市が本案件の請負建設業者と契約を
交わして工事を継続・完了させることにつき３者間で一旦は合意したものの、その
後建設業者との連絡が全く取れない状況になった。
この状況を受け、パカヤ市は別の建設業者と契約し、市独自の資金で学校建設工
事を完了させたい旨大使館に要請した。

パカヤ市の資金にて新たな建設会社と契約の上、工事を再開
させるとする同市の提案を受け入れる。
今後は、被供与団体の案件実施能力等を事前にしっかりと審
査するとともに、被供与団体が建設会社を選定の際にも大使
館から選定にかかる条件を提示した上で、案件を採択するよ
うにする。

１２６
グアテ
マラ

サンタ・カタリーナ・ミタ市
立病院機材整備計画

2011年2月28日

フティアパ県サンタ・カタリーナ・ミ
タ市で、全国で初めて設立される
市立病院のために機材（ストレッ
チャー、診察台、手術台等）を整
備し、当該地域の医療環境の改
善を図るもの。

¥7,590,876
サンタ・カタリーナ・ミ
タ市

病院施設の建設工事完了を前提に本件医療
機材の供与を決定したが、実際は建設が完了
していないことが機材供与後に判明した。現
時点でも病院建物は完成しておらず、供与機
材については同病院倉庫に保存されたままと
なっている。

案件りん請の際に施設の建設完了を確認する
ため視察を実施したが、確認作業が十分に行
われていなかった。

2011年10月末に実施した大使館によるモニタリングで病院施設が完成していないこ
とが判明した。その後大使館から工事の早期完了を働きかけた。
2012年6月下旪に現地を視察したが、施設は未完成のままであり、建設費用の資
金繰りの問題で思うように建設工事が進まない旨の説明があった。供与機材は適
切に保管されていることが確認された。当方からは、今後も管理に万全を期すとと
もに、早期に施設建設を完了するよう強く要請した。
2012年11月、建設状況を照会したところ、2013年１月下旪頃までには完了する予定
との報告があったが、2013年3月時点でも資金難等の理由により、開院できていな
い。

引き続き被供与団体対して、迅速に病院施設の建設を進める
よう働きかけるとともに、保管された機材の管理に万全を期す
よう、然るべくフォローアップしていく。
今後、機材供与案件については、設置場所の確認を徹底す
る。

１２７
グアテ
マラ

テクパン・グアテマラ市
パキップ村パライ地区中
学校建設計画

2007年8月14日

チマルテナンゴ県テクパン・グアテ
マラ市パキップ村パライ地区中学
校の教育環境整備を行うため、校
舎を建設するもの。

¥9,890,392
コミュニティー生活展
望開発協会

中学校建設計画であったが、建設後は一度も
中学校として利用されていない。3教室のうち2
教室は隣接する小学校が利用し、もう1教室は
保健所として利用されている。

テクパン・グアテマラ市役所教育専門コーディ
ネーターの立ち会いの下行われたパキップ村住
民会会長の説明によると、建設完了後の2009
年、この新たな中学校に隣接する小学校が暴
風雤による校舎裏の崖崩れの恐れが指摘され
たため、当初活用予定であった中学生の入学
前に同小学校児童が本件新規中学校校舎を利
用することとなり、中学校生徒の入学は保留と
なった。その後、これら生徒は、別途イタリアの
支援により近隣に建設された別の中学校に入
学することとなった。このため、本件支援で建設
された校舎は中学校として使用されることなく、
代わりに、近隣の小学校の教室及び保健所とし
て使用されることとなった。

2011年11月23日に実施した大使館によるモニタリングで問題が判明した。また、そ
の後のモニタリングを通じて、現時点では小学校としても使用されておらず、保健所
としてのみ使用されていることが判明した。大使館より被供与団体に対して、本件
施設を学校として使用するよう申し入れを行ったところ、テクパングアテマラ市教育
局長から、今後学校として使用することを約束する文書が届いた。

教育局長からの書面内容が今後確実に履行されるよう、フォ
ローをしていく。
今後、供与後に当初の利用計画に変更が生じた場合には大
使館へ報告するよう、予め被供与団体に申し入れをすることと
する。

１２８
グアテ
マラ

テフトラ市ごみ処理施設
建設計画

2011年3月9日

サン・マルコス県テフトラ市にごみ
処理施設の建設を支援し、ごみの
再利用を通じて地域の衛生環境、
自然環境の改善を図るもの。

¥9,781,734 テフトラ市
建設予定地の地割れが原因で政府から建設
許可が下りず、工事建設が進められない。

案件申請の時点で、市が環境省に対して建設
許可についての確認をしていなかった。

2012年2月、本件申請者の市長が、大使館に対して経緯（本処理場建設にかかる
住民の反対や環境省の建設許可問題等）を説明。この際は地割れについての言及
がなかったので、同年2月28日には大使館員が環境次官を訪れ、建設許可にかか
る働きかけを行ったところ、建設予定地の地割れが原因で建設を許可できないとの
説明があった。
2012年7月、本件申請者のテフトラ市から、建設許可が下りないまま本案件を申請
したことに対しての謝罪文書が届いた。これによると、現場サイトは一見何も問題が
ないと思われ、建設許可が下りることに疑いを持っていなかったことから、十分な確
認をせず申請してしまったとのこと。
今後、同サイトに本件ごみ処理場を建設するための環境省の許可が下りる見込み
はないため、供与資金全額を国庫返納することとなった。

建設許可等を取り付ける必要がある案件については、必ず案
件申請前に同許可証の有無を確認する。

１２９
グアテ
マラ

トトニカパン市零細農家
地場産業振興計画

2009年1月29日

トトニカパン県トトニカパン市ラ・ピ
ストラ展望台に、当国西部高原地
域の零細農家が生産する産品を
扱う「道の駅」を開設し、当該地域
の農村振興を図るもの。

¥9,999,935 トトニカパン市役所
当初から約束されていたトトニカパン市による
インフラ（電気、水道）工事が実施されておら
ず、未だ活用されていない。

トトニカパン市による約束の不履行。

2012年2月、裨益住民らとともに市長及び市関係者との協議を開催し、市長はその
場でインフラを整備することを約束した。その後、環境アセスメント調査等に時間を
要したが、近々工事が始まるとの報告を受けた。
2012年7月、大使館が裨益住民、JICA事務所現地職員らとともに、再度市長との協
議を開催。
その後、市長より環境アセスメントが終了し、工事業者と既に工事契約が締結され
たとの報告を受けた。（環境アセスメント承認通知、工事契約書を取り付け済み）
この協議の後、すぐに工事が開始され、現在は下水管設置工事が行われている。
進捗状況を示す写真を市より入手した。

市による下水管設置工事の進捗をフォローする。
今後、市役所が要請するプロジェクトについては市の財務状
況、過去のプロジェクトの実施実績等調査した上で案件形成
する必要がある。また、案件実施に際する市役所側の責務に
ついては必ず書面で明確化する。

１３０
グアテ
マラ

モモステナンゴ市パムム
ス村飲料水供給網整備
計画

2008年9月3日

トトニカパン県モモステナンゴ市パ
ムムス村に、既存の機械堀井戸
の水源を利用した飲料水供給網
施設を建設し、同村の水不足解消
及び衛生事情改善を図るもの。

¥9,910,552
ドロレス・ベドヤ・デ・
モリナ財団

建設された上水管及び給水タンクが、使用さ
れていない。

我が国の資金援助にて設置された施設は問題
はなく、工事前には十分な水も確保されていた
が、本プロジェクトの4年前（2004年）に
FONAPAZ（国家和平基金）により掘られた井戸
の水が施設建設後に枯れたため給水できない
ことが判った。

2012年4月の大使館によるモニタリングにて判明。
2012年5月、再度現地調査を実施。複数の地元関係者から聴取したところ、本件施
設完成当時は確かに水が出ていた事を確認。水源の井戸を掘ったFONAPAZの担
当局長に対して調査を依頼した。
2012年7月にFONAPAZから事情を聴取したところ、さらに井戸を掘り進めるための
調査を開始する旨報告があった。

2012年7月以降、FONAPAZ本部は過去の資料を確認、現地
調査も行い、新規案件として井戸の採掘工事に向けての予算
割り当ての検討を行っている。
2013年1月、FONAPAZを閉鎖につき大統領決定が発表され
た。井戸の掘削工事が実施されるかどうかについて、ＦＯＮＡＰ
ＡＺから確認中。

１３１
グアテ
マラ

北部４県自然災害被災
者支援計画

2008年11月21日

2008年10月に当国北部4県に被
害をもたらした熱帯低気圧16号の
被災民に対し、当国政府機関「国
家災害対策調整委員会」
（CONRED）を通じ、不足する医薬
品を緊急配布し、深刻化する被災
民の健康状態の改善を図るもの。

¥9,481,378
国家災害対策調整
委員会（ＣＯＮＲＥＤ）

案件は実施されず、一括供与済みの資金は
政府内部の口座に残ったままとなっている。

本件は緊急性が求められた案件であり、先方
からの要請後速やかに手続きを開始した。しか
し、政府機関がドナーからの援助資金を中央銀
行内の統一口座に一旦入金する制度が導入さ
れ、同口座からの出金手続きが複雑で時間が
かかったため、その間に他ドナーの支援により
本件目的が達成された。このため、本件供与資
金が未使用のままとなった。

2012年9月、本件供与資金の全額国庫返納を決定し、被供与団体側へ伝達した。

政府関係機関への供与資金は中央銀行内の統一口座を経由
することとなるため、今後の類似案件の検討・実施にあたって
は、中央銀行の統一口座に係る手続きを問題なく処理できる
ことにつき充分確認する。



１３２
グレナ

ダ
セントジョセフ女学院グ
レンビル校改修計画

2006年3月
ハリケーン・アイバンにより被害を
受けた同校に2階建て多目的ホー
ルを建設するもの。

¥9,511,016
セントジョセフ女学院
グレンビル校

資金不足となり基礎工事のみしか終了してい
ない。
教育省も交えて解決策を探っているが、資金
の目処が立たずプロジェクトが未完了。

建設地が斜めに傾いているため、土地を掘り起
こす必要が生じ、基礎工事に多くの資金を費や
した結果、資金不足となった。

被供与団体及び教育省との協議により、問題解決の方向を探っている。
また、被供与団体に対し、他援助団体にアプローチするよう要請しているものの、こ
れまでのところ具体的な成果に結びついていない。ただし、大使館の要請に応じる
形で、教育省職員が講堂の設計変更による建設コスト見直しに向けて被供与団体
と協議を行う等、解決に向けた努力がなされている。なお、同校は地道な資金集め
等の活動も引き続き行っている。

教育省との話し合いの結果をフォローし、本件の早急な完了
を促す。
今後の類似案件の検討にあたっては､用地の状況確認を含む
事前調査をより入念に行う必要がある。

１３３
コロン
ビア

バランカベルメハ市養護
学校給食場建設計画

2010年12月
コロンビア共和国サンタンデール
県バランカベルメハ市の養護学校
の給食場を建設するもの。

¥8,876,702
マグダレナ川中流域
開発・和平評議会

施設の天井部や窓ガラス等の一部工事が未
完了のため、施設が未使用状態となってい
る。

本件の受益者である私立養護学校の理事が、
被供与団体の許可なく、無断で本件施設の工
事面積を広げたことにより、施設の建設資材等
が不足したこと、及び同学校が県庁や市役所等
への申請（例：敷地整備等の手続き等）に時間
を要したことにより、施設の建設工事が遅れ、
機械のレンタル料等の増加により工事費が増
大し、資金不足となったため。

不測の事態によるコストオーバーの際は、バランカベルメハ市が負担することで合
意していたが、市は私立養護学校の無断の計画変更及び手続き不備を「不測の事
態」と認めず、不足分を補填しなかったため、最終的に大使館は被供与団体自身
の支出による追加工事を要求。これを受け、被供与団体は自己資金により完成ま
での工事を進めることで合意。

大使館から被供与団体に対し、事業の実施状況のモニタリン
グを継続しつつ、工事の早期完了及び会計監査報告書の提
出を求める。
今後は被供与団体の工事の進捗管理を含む実施能力の審査
だけでなく、大使館による現地視察を強化し,案件を検討してい
く。

１３４
ジャマ
イカ

シダー渓谷地域住民の
ためのコーヒー精製所復
旧・拡充計画

2007年3月

ジャマイカ東部の山岳地帯に位置
するシダー渓谷において、2004年
及び2005年のハリケーンで被害を
受けた、地域コーヒー協同組合の
コーヒー豆精製施設を復旧・拡充
するにあたり、①コーヒー豆精製
過程で発生する廃棄物による環
境汚染の問題及び②石油の値上
がりによって精製所の電力コスト
が重い負担になっている問題を同
時に解消するため、コーヒー豆精
製の廃棄物から発生するメタンガ
スを利用して必要な電力を供給す
るバイオガス発電システムを同精
製所に設置する費用（①バイオガ
ス発電システム、②バイオガス発
電システム設置工事、③バイオガ
ス発電システム用配管工事）を提
供するもの。

¥9,973,905
ブルーマウンテン・
コーヒー協同組合

③バイオガス発電システム用配管工事は設置
が完了しているものの、①バイオガス発電シ
ステム、②バイオガス発電システム設置工事
については未完了。

被供与団体側のコーヒー豆工場が、大型ハリ
ケーンの被害による収穫減などの背景もあり、
資金不足になり、コーヒー精製所自体の運営が
困難になったため。

2011年2月の現地視察で、本プロジェクト資金は被供与団体から一括受注を受けた
業者が管理していることが判明。同年6月の現地訪問以降は、4度に渡り同団体へ
プロジェクト進捗状況及び供与資金管理状況の報告書提出を要請（報告書未提
出）。コーヒー産業委員会やジャマイカ外務貿易省からも働きかけてもらうなど、政
府関係者を通しての問題解決も試み、2012年には5月、8月、9月に大使館からプロ
ジェクト資金返還要求レターを発出するも回答がない。更に度重なる返金の督促を
行い、また2013年1月にも現地で責任者と話し合いを実施。

被供与団体側には引き続き資金返還を求めていくこととする
が、場合によっては法的手段も検討しつつ、返還に向け対応
を進める。
また、今後の案件形成においては、関連団体やその他の関係
者からも幅広く情報を集め、当該団体の財務体制や実施能力
を見きわめる。

１３５
スリナ

ム

薬物中每者のためのリ
ハビリセンター及び職業
訓練施設建設計画

2007年9月

女性薬物中每者のために治療を
行うリハビリセンターの建設、薬物
中每者のための苗木作り用職業
訓練施設の建設と機材供与、及
び製パン用職業訓練を行うため既
存施設の台所を拡張するもの。

¥8,726,216 デ・ステム財団
工事が3度中断したため、現在も建物が完成
していない。
また、機材についても購入できていない。

資材高騰を受け、2008年7月に工事が中断。
計画変更を実施し、同年11月に工事を再開する
が、被供与団体の組織改変及び政府の新NGO
政策への対応のため、翌年には工事を再中
断。
その後、2009年9月頃に再開するも、再度の資
材価格高騰に直面。工事継続が不可能となり、
翌月には工事が再々中断した。

大使館から被供与団体に対し、早急に計画を完了するよう重ねて申し入れてきた
結果、2012年8月には完了に向けた計画案が提出された。被供与団体は2013年4
月以降から未完成の工事をいくつかの段階に分け、募金活動や政府に対する支援
要請を行いながら完了を目指す意向であることを確認している。

完了計画の進捗に関する具体的な活動の報告を要請し、随
時現状の把握に努めるとともに、引き続き、先方政府の協力も
得ながら、問題解決にあたることとする。

１３６
ニカラ
グア

サンタ・ルシア市街地水
道システム改善計画

H18.2.14 2006年6月28日

貯水タンク（4万ガロン=151㎥）と
貯水堰の建設、5,646ｍ（水源から
貯水タンク）導水管の敷設、塩素
注入器と水量計（350個）の設置。

¥9,216,873
サンタ・ルシア市役
所

システム稼動後しばらくして、保健省より水質
が飲料に不適との指摘があり、同水道システ
ムの停止命令が出された。

水源の水質検査に関し、施設建設前に水道公
社が行った検査の評価基準と、建設後に保健
省が行った検査の評価基準が異なっていたた
め（保健省の基準のほうが厳しい）。

被供与団体はその後独自に浄化フィルターを設置したが、効果が出なかった。現在
は、使用不可となっている水源は、周辺の宅地化と家畜が増え、使用は困難である
ため、同水源より高い場所にある新たな水源を確保した。しかし、右水源の水質を
検査した結果、浄水設備設置が必要であり、市の予算で浄水設備の設置を検討中
である。2012年11月の統一地方選挙により、市長が2013年1月より交代となり、現
在、新市長の体制の元で右財源の確保を検討されることとなり、引き続き同水道シ
ステムの再稼動に努めている。

新たな水源は確保されたが、浄水設備の設置が必要であり、
サンタ･ルシア市が浄水設備の予算を確保するように、働きか
けを続行する。
今後、類似の案件形成の際に，水源の水が水質基準を満たし
ているかの事前調査を確実に行うこととする。

１３７ ハイチ
ラ・モンターニュ地区飲
料水給水施設建設改修
計画

2009年3月

南東県ジャクメル市ラ・モンター
ニュ地区のマゴ水源において、周
辺4区の住民に飲料水を供給する
ために飲料水給水施設を整備す
るもの。

¥9,657,206
ラ・モンターニュ地区
開発・発展農民団体
（OPADEL）

ポンプ等の動力装置を利用しない重力式の送
水施設を建設する予定だったが、水源と貯水
施設の間に十分な高低差がなく、送水が不可
能であることが発覚した。

被供与団体が十分な技術的調査を行わずに工
事を開始したため。

当初のプロジェクト終了予定（2009年11月）を1年以上超過しても工事が完了せず、
被供与団体は原因として2010年1月の震災後の資材不足、また工事業者が複数の
プロジェクトを抱えて多忙であることなどを挙げたため、2011年2月に大使館から工
事業者の変更を要請した。2012年3月に草の根委嘱員がサイト調査を行ったとこ
ろ、水源と貯水施設の間に十分な高低差がないことが発覚した。その後，変更後の
業者の所有するポンプを使用してテストを行ったところ、送水が可能であることが判
明したため、自己負担でポンプを購入し、給水施設を完成させるよう要請している
が、被供与団体の資金不足により工事を進めることができない状況が続いている。
大使館はこれまでに代表者面談、現地調査等のフォローアップに努めており、現状
報告書及びこれまでの資金の使用状況の確認のための監査報告書を提出するよ
う求めているが、2013年1月現在提出されていない。

引き続き現状報告書及び監査報告書の提出を求め、今後も
必要に応じて現地調査等のフォローアップを継続していく。
今後類似の案件形成の際には、被供与団体が事前に十分な
プロジェクトサイトの調査を行っていることを確認することとす
る。

１３８
ブラジ
ル（ベ
レン）

孤児院教育棟の増改築
計画

2008年3月 2008年7月

ベレン市において、被供与団体が
運営する孤児院兼児童青尐年支
援施設の教室拡張工事を行うも
の。

¥8,870,752
アミーゴ・ソリダリオ
協会

当初計画で予定されていた、拡張された施設
での子供の為の講習・補習授業・ワークショッ
プは行われておらず（工事自体は完工）、施設
の活用は十分な状況にはない。また、高温多
湿気候から、一部壁等に傷みが見られてい
る。

被供与団体を創設し、本件事業を推進していた
人物が同団体内の対立により離脱したため、施
設の使用にかかる方針が変更された。

被供与団体に対しては、大使館より、施設の有効活用を継続して働き掛けている。
現在被供与団体は、周辺地域の成人女性に対し、月一回（連続5日間）の職業訓練
講習を同一敷地内の別の施設内で実施しており、同講習で作成した作品等を施設
内で保管している。被供与団体では、今後、施設を講習に参加する女性の子供の
託児所としても使用する計画である。

引き続き被供与団体に対して、有効活用に向け働きかけを行
う。

１３９ ペルー
インカワシ町ワルタコ灌
漑整備計画

2008年3月

ランバイェケ州フェレニャテ郡イン
カワシ町の水不足に苦しむ小規
模農家の農業生産を促進するた
めに灌漑設備を整備するもの。

¥9,999,084
社会研究センター・
ソリダリダ

資金不足により、現時点で全体の23％しか工
事が進んでいない。

現地通貨ヌエボ・ソルが当初見積もりより大幅
に通貨高になったことに加えて、寒波が現地経
済に大きな影響を与え、住民が出稼ぎをしなけ
ればならなくなり、工事への協力を得られなく
なったため。
また、カウンターパートであるインカワシ町役場
からの資金協力を得られなかったため。

2010年10月に行われた町長選挙で当選した新町長に対し、大使館及び被供与団
体から累次の支援要請を実施。2011年5月に町長より材料費及び人件費を負担す
る用意がある旨回答が得られたため、中断していた工事が再開され、現在、建設
工事が行われている。2013年内の工事完了を予定している。

他資金との合併事案とする場合は、計画全体に対する資金面
での実現可能性を含めた被供与団体の実施能力の有無を慎
重に判断する。

１４０ ペルー
マリア・タキ幼稚園建設
計画

2008年12月

リマ市周辺の若年シングルマザー
が多く居住するスラム地区におい
て，より良い保育サービスを提供
できるよう，幼稚園の園舎を建設
するもの。

¥9,999,935 カリタス・ペルー

事業実施に大幅な遅れが生じており、建屋の
基礎と壁のみが建設されている状態が長期間
続いていた。
加えて、新たにフェンスやよう壁を設置する工
事を実施する必要が生じたが、供与額では当
該工事に要するコストをカバーすることが困難
である。

当初想定していた敷地での建設計画が、住民
の反対により実現不可能となり、他の敷地へ変
更したため。

被供与団体より、町役場及び受益団体等と資金不足分の対応について協議を行っ
た結果、本体建設工事はほぼ完成したが、依然としてフェンスやよう壁を設置する
ための予算が不足しており、引き続き関係機関と協議中であるとの報告を被供与
団体より受けている。

引き続き、被供与団体及び町役場関係者等と協議し、不足分
の支援が得られるよう被供与団体に働きかけていく。また、今
後は案件形成において、建設予定地の住民の意向を詳細に
確認する。

１４１
ボリビ

ア
ｳﾝﾄ･ﾁｺ･ﾊﾞﾎ地区小規模
灌漑施設建設計画

2010年3月11日 2011年6月
ラパス県サン・ペドロ・デ・クラウワ
ラ市ウント・チコ・バホ地区に、小
規模灌漑施設を建設する。

¥3,448,646
ｻﾝ･ﾍﾟﾄﾞﾛ･ﾃﾞ･ｸﾗｳﾜﾗ
市

2012年2月上旪から中旪に降り続いた大雤に
より、本件により造成された「ため池土堰堤」
の一部が崩壊し、土堰堤として機能しない状
況となっている。

被供与団体によると、2012年2月上旪から中旪
に降り続いた大雤により堰堤貯水容量が一杯と
なり堰堤天端左岸側より越流し、堤体の一部が
崩壊した。設計及び施工に不備はなく、想定し
ていた雤量を大きく超えた降雤が原因（自然災
害）で堰堤が崩壊したとの報告を受けた。

2012年7月に被供与団体より大使館宛に「ため池土堰堤の崩壊」について連絡があ
り、大使館は現地調査を行った。
被供与団体から客観的な説明（設計値や降雤量等）がなされていないため、2013
年3月現在、外部監査会社に対して、原因を特定する調査を依頼すべく手続き中。

外部監査会社による本事項の原因分析調査を実施し、原因を
分析する。その結果を踏まえて被供与団体と今後の方針につ
いて協議を行う。
「ため池土堰堤の崩壊」を大使館が把握するまでに時間を要し
たことについては、被供与団体に対し、案件実施段階より不測
の事態には必ず大使館に報告するよう徹底する。


